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■プロフィール 
1988年  東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修士課程修了 

1988年  東京大学助手に採用 

1994年  九州大学講師に昇任 

1998年  メディアエクスチェンジ（株）入社 

2005年 （株）パワードコム入社 

2006年  合併によりKDDI（株）に所属 

2006年  日本インターネットエクスチェンジ（株）に出向 

2007年より現職 

石田 慶樹 （いしだ よしき） 

　組織においてはステークホルダー（利害関係者）

について常に考える必要があります。企業のステー

クホルダーは、当初は投資家である株主と顧客がそ

れにあたると考えられていましたが、近年の傾向とし

て企業の社会的責任の文脈においては、企業の活動

に関わる全ての関係者、すなわち投資家や顧客以外

にも従業員と取引先、さらには地域社会までも含め

るようになっています。 

  

 インターネットにおけるステークホルダーについ

ては、いみじくもJPNIC News & Views vol.421（※）

にて前村氏がマルチステークホルダリズムについて

説明されているように、インターネットという仮想世

界に直接関わる利害関係者が複数の領域に存在し、

さらには現実社会における国際機関や国家、さらに

は企業やNPO等の組織が密接に関わっているよう

に見ることができます。そして、そのステークホルダー

の中にはこれまでのインターネットにおいて共有さ

れていたある種の価値観に対して無関心である、あ

るいは反発しているような新たなメンバーが加わっ

てきているのが実際のところでしょう。この結果とし

て、インターネットのガバナンス、標準化、さらには運

用などさまざまな局面における意思決定のスピードが、

以前のような技術者を中心とする直接的利害関係者

によるものと比べるべくもなくなり、さらには情報化

によってもたらされた社会そのものの動きと比較し

てもずいぶん遅くなっているように感じます。 

  

 一方 で、インターネットの中ではデジタル化された

情報を全て集積することによりその中心核を構成し

ようとする動きや、あるいは現実とは別のグローバ

ルなコミュニティ世界を構築しようとする試みなど

いくつもの試みが行われています。これらの動きは、

想像を絶するようなスピードで進んでいっているの

がもう一つの現実となっています。 

  

 つまり、ステークホルダーが増えたことによるスピー

ドの鈍化ということがある一方で、そのステークホ

ルダーの一部は想像を超えた資源とスピードにより

前に進み続けているというのが、今のインターネット

環境の現状であるかのように見えます。そのような

状況の中では、社会基盤の一部としての使命を果た

し続けられるように舵を取り続けることに、ますます

困難が増えてくることは明らかです。その中でも適

切なスピードで物事を進めるためには、それぞれの

局面においていたずらにリスクを恐れることなく速

やかに選択を行っていくこと、およびその選択につ

いてステークホルダーに対して説明責任を果たすこ

と、これら二つが重要であるのではないかと考える

ようになりました。ステークホルダーとカウントされ

る人たちが増えるに伴い、説明責任を果たすために

は一定の合理性をもった選択であることが必要とな

ります。また、ステークホルダー側は説明を受け、結

果がどうであれその選択が合理的であれば受け入れ

るということも必要になろうかと思います。 

  

 もうずいぶん昔の話となってしまいますが、ちょう

ど常時接続ブロードバンドが日本にも到来しようか

という時期に、その流れに逆行するような業務を

JPNICが行っているように見えました。その業務の

あり方自体はもともとあったルールに則ったもので

あり間違いであったとは言えないですが、一方で本

来考えられていた理念やあるいは海外を含む周辺

の状況に鑑みると混乱を招いていることは明らかで

した。そのような事態に対して、影響を受ける側の

当事者でもあったために正式な窓口から直接的にク

レームを言ったこともありましたが、やがてその状況

はいろいろな経過を辿った後に大きく改善されました。 

 

 ただ、その原因や改善に至る経緯について、

JPNIC会員やIPアドレス管理指定事業者といった

直接的なステークホルダーに対しての明確な説明が

あったという記憶はありません。また、当時そのよう

な状況になっていたことについてステークホルダー

の代弁者であるべき人たちが認識し、何らかの行動

を起こしていたのかも不明です。さらには、そのよう

なある種の混乱の時期があったことが現在のメンバー

に引き継がれているのかは外からではわかりません。 

  

 IPv4 アドレスの枯渇が現実味を帯びてきた昨今、

JPNICをはじめとするレジストリは非常に舵取りが

難しい局面がやってくることは想像に難くありません。

その際には、JPNICが以前の事態から得られた教訓

を活かして、ステークホルダーに向き合いつつ、批

判を恐れずに速やかな行動をとり、さらにきちんと

した説明責任を果たされることを切に望みます。 

※JPNIC News & Views vol.421【臨時号】「IGFを振り返る」 

　http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/ 
　2006/vol421.html
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JPNICは、第33回臨時総会が開催された2007年12月7日に、

「IPv4アドレス在庫枯渇問題に関する検討報告書（第一次）」

と題した報告書（以下「第一次報告書」）を公開し、総会の

席上でIP分野担当の荒野理事から皆様にご説明しました。

第一次報告書は、JPNICのWebサイトからPDF形式での参

照が可能です。※1

第一次報告書は、2007年6月19日に行われた姿勢表明※2以

来、JPNICにおいて取り組んできた、IPv4アドレス在庫枯

渇問題に関する検討の成果としてまとめられたものです。

題名に「第一次」と掲げたのは、この報告書に至るまでの

6ヶ月の検討も、IPv4アドレス在庫枯渇問題の全貌を明らか

にするには及ばず、さらに継続した検討が必要であること

を示しています。

第一次報告書は、まずIPv4アドレス在庫枯渇の時期予測

を検証することから始まります。この時期予測としては、

APNICのチーフサイエンティスト、Geoff Huston氏のもの

が良く知られており、これによると2010年か

ら2011年に、インターネットレジストリにお

けるIPv4アドレス在庫が枯渇するとしてい

ます。JPNICでは、このHuston氏のものと

は別に、情報通信技術関連の経済指標を予測

の基礎データに含めた独自の予測を行い、結

果としてHuston氏の予測とほぼ同時期に

IPv4アドレスの在庫が枯渇するという結果

を得ました。

次に、IPv4アドレス在庫枯渇という事象

がそもそもどういう影響を引き起こし、その

影響にどういう対応策を取り得るのか検討し

ています。

インターネットレジストリにおけるIPv4

アドレス在庫枯渇は、それによって事業者が新たにIPv4ア

ドレスを確保することができない、つまり、新たな接続サー

ビス利用者や、新たなサーバを接続する際に、IPv4アドレ

スがないという事態を意味します。このような事態におい

て、新たな利用者やサーバを収容しようとする場合に、事

業者が取り得る対応策は、以下の三つに集約されます。

（1）何らかのやり方（自網内からのアドレスの捻出など）で

IPv4アドレスを確保

（2）プライベートIPv4アドレスを利用して新規顧客を収容し、

NATを介してインターネットに接続

（3）IPv6を利用して新規顧客を収容

これらはいずれも一定のコストが掛かりますが、事業者

は自身の事業環境に応じて、これら三つからの選択、組み

合わせによって、IPv4アドレス在庫枯渇に対応していくこ

とになります。

IPv4アドレス在庫枯渇問題に
関する検討報告書（第一次）の
公開にあたって

これら三つの対応策には、それぞれ一長一短があります。

（1）に関しては、事業者内部で捻出する以外に、インター

ネットレジストリが分配済みで未利用となっている、IPv4

アドレスの回収・再分配を積極的に行うことも、IPv4アド

レスの確保につながります。しかし、回収・再分配に向け

たルールの確立が不確実であるとともに、需要を満たすだ

けの供給ができる見通しが極めて低いこと、いずれにせよ

IPv4アドレス総量による制限があるなど、実効性は不透明

だと言わざるを得ません。

この三つの対応策の中から、（3）のIPv6の利用が、最終的

にどこかのタイミングで事業者に選択されるものと考えら

れます。これには以下の二つの理由があります。

a）三つの対応策の中で唯一全体的で永続的な適用が可能で

ある

b）一部の国内大手事業者によって既にIPv6対応の表明がな

されていることから、IPv6の浸透とそれに伴う導入コス

ト低廉化が進むことで、IPv6導入が他の対応策に比べて

有利となるクロスポイントが到来する。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

JPNICではこのような検討から、上述の通り事業者個々

の状況に応じた選択はありながら、IPv6の導入推進が、イン

ターネットの全体的かつ継続的な成長に対する最も効果的

な対応策であろうと結論付けました。

しかしながら、IPv6の導入推進にはさまざまな課題があ

ります。

0
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200

分配可能な/8の上限数（220） 

JPNIC予測（アドレス需要動向から推定） 

Geoff Huston RIR枯渇時期予測 
（アドレス消費動向から推定） 

Geoff Huston IANA枯渇時期予測 
（アドレス消費動向から推定） 

図1 分配可能な/8の上限数（220）

※1  IPv4アドレス在庫枯渇問題に関する検討報告書（第一次）
http://www.nic.ad.jp/ja/ip/ipv4pool/ipv4exh-report-071207.pdf

※2  JPNICの姿勢表明（2007年6月15日）
http://www.nic.ad.jp/ja/ip/ipv4pool/expression.html

（3）IPv6を利用 

確保できさえすれば、特別な措置なしに 
新規ホストの収容が可能 

確保できるアドレスには限りがあり、 
ある時点で適用不能となる 

一部CATV事業者などで既に提供 
されているため、運用の実績がある 

グローバルアドレスによるものに 
比べ制限のあるサービスとなる 

スケーラビリティに課題がある、 
サーバに適用できない 

（1）、（2）のような限定性がなく、 
全体的で永続的な適用が可能 

対応機器、アプリケーションが少ない、 
導入コストが高いなど、導入課題が多い 

（1）何らかのやり方でIPv4アドレスを確保 

（2）プライベートIPv4アドレスとNATを利用 

利点 

欠点 

利点 

欠点 

利点 

欠点 

第一次報告書の説明を行う荒野理事
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第一の課題は、IPv6自体の技術的な課題です。IPv6は未

だ本格的な商用環境にさらされたことがほとんどなく、トラ

フィックやネットワーク規模としてのスケーラビリティ、利

用者数とそれに伴って爆発的に増えるさまざまな利用ケー

スに対する対応を含め、まだまだ成熟度が低いものと言わ

ざるを得ません。

第二の課題は、IPv4との共存に関する課題です。IPv6が

インターネット上で利用される場合、少なくとも十分普及

するまでの間、IPv4上のホストとの通信性を確保すること

が必要となります。これには、事業者において既存IPv4ホ

ストのデュアルスタック化を推進することと、これに必要

な問題点の解決、また、IPv4とIPv6との間の通信を仲介す

るトランスレータ機構の標準仕様策定と機器開発などが必

要です。

第三の課題は、普及推進に向けた情報提供です。

IPv4アドレス在庫枯渇に関する検討を通じて、JPNIC会

員、指定事業者をはじめとする、いろいろな事業者の皆様

からお話をうかがう機会がありました。中にはIPv6に対し

て懐疑的な考え方をお持ちの方もいらっしゃるものの、

IPv4アドレス在庫枯渇に際してIPv6導入が必要であること

は、全体としてみると広く認識されているように思われま

す。しかし同時に、IPv6導入に向けた具体的な計画や見通

しを持っている方は非常に少ないことも事実です。つまり、

「漠然とIPv6を導入するべきであることは分かっているが、

どうやれば良いか分からない」という感覚をお持ちの方が

多い、ということになります。

このような方々、事業者の皆様に、IPv6導入を具体的に

進めることができるような情報の提供を行うことが、この

第三の課題です。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

ここまでに述べたIPv6普及推進上の課題を項目毎にまと

めると、以下のようになります。JPNICでは、今後IPv6普

及推進のために、関係諸団体との連携によって、これらの

課題の解決に向けて努力していきます。

6 JPNIC Newsletter No.38 March 2008

IPv4アドレス在庫枯渇問題に関する
検討報告書（第一次）の公開にあたって

この他に、JPNICとして取り組もうとしている課題が大

きく二つあります。一つは、分配済み未利用IPv4アドレス

の回収・再在庫化、再分配の検討です。

IPv4アドレスは、インターネットへの接続のために必要

十分な量を分配するものであり、この用途に利用されてい

ないアドレスはインターネットレジストリに返却されるの

が、現在のアドレスポリシーに照らした場合の本来あるべ

き姿です。とはいえ、インターネットに広告されていない

アドレスでも、閉域網の中で利用されているため、返却に

あたってプライベートアドレスへのリナンバが必要になる

ケースがほとんどというのが現実です。こういう状況の中

で、割り当て組織に対して積極的に返却を要請し回収・再

在庫化を進めることは、返却誘因の設計や妥当なポリシー

の整備などを含め、簡単ではありません。

しかしながら、在庫枯渇の影響を少しでも緩和して、

IPv6導入を混乱なく進めるために、分配済み未利用IPv4ア

ドレスの回収は重要だと考えますので、インターネットレ

ジストリの責務として取り組んでいきます。

もう一つは、利用者の意見を反映するための施策の検討

です。

IPv4アドレス在庫枯渇に対する対応は、いずれの策を適

用するにしてもコストが掛かるため、何らかの形で顧客へ

のコスト転嫁を余儀なくされるかもしれません。また、プ

ライベートIPv4アドレスとNATによる収容、IPv6による収

容のいずれも、利用者に対して提供されるインターネット

接続サービスの仕様を変えてしまう可能性があります。し

かし、事業者においてはIPv4アドレス在庫枯渇に関する認

知度が高くなっている現在でも、利用者における認知度は

低いものと言わざるを得ません。

利用者がIPv4アドレス在庫枯渇の問題を正しく理解する

ことは、利用者サイドにおける対処を促すためだけでなく、

事業者がサービス仕様の変更を伴う対処を円滑に進める上

で重要です。事業者における対応が、利用者の意見に沿っ

た好ましいものとなるよう、利用者に対する情報提供、意

見聴取を進めるための施策を検討していきます。

ここで述べた、事業者に必要となる対応とJPNICの今後

の対応を、ロードマップとして図2にまとめました。

JPNICでは、IPv4在庫枯渇に関する情報をWebにまとめ、

以下のURIで公開しています。

JPNIC Web 「IPv4アドレスの在庫枯渇に関して」

http://www.nic.ad.jp/ja/ip/ipv4pool/

IPv4アドレス在庫枯渇問題自体、あるいはJPNICの対応

に関するお問い合わせ、ご意見は、以下のメールアドレス

にお寄せください。

ipv4exh-comment@nic.ad.jp

（JPNIC IP事業部 前村昌紀）

現在 
▼ 

APNIC/JPNIC在庫枯渇 
▼（2010一2011年） 

在庫使いまわし限界 
▼（時期の明確化が必要） 

状
況 

事
業
者
の
対
応 

今
後
の
対
応 

J
P
N
I
C
に
お
け
る 

IPv4アドレス使い回し／再分配 対策（1） 

対策（2） 

対策（3） 

IPv4在庫枯渇期 
IPv4アドレス確保困難 

既存顧客 
に対して 

新規顧客 
に対して 

IPv6導入には最低1年以上かかる 
▲事業者として要検討 

▲どこかにコスト的な 
　クロスポイントがありそう 

三つの 
対策の 
組合せで 
対処 

IPv6拡大期 

▲IPv4アドレス確保不可 

時
間
軸
 

（iii）利用者への周知など 

（ii） 回収再分配ルール検討 

（i） IPv6導入の諸課題検討 

IPv4普及期 

施策の実施 

IPv4プライベート＋NATの利用 

IPv6（準備期） IPv6（本格運用） 

IPv4

図2 IPv4アドレス在庫枯渇対応のロードマップイメージ

a）IPv6自体の技術的課題 
　 技術要素、機器開発、ネットワーク運営技術 
 
b）IPv4インターネットとの並存に関する課題 
　 トランスレータの標準仕様に関する調査研究等、 
 既存IPv4ホストのデュアルスタック化推進 
 
c）普及推進上の課題 
   - 動向調査 
    ・国際動向 
    ・中小事業者におけるIPv6導入コストのモデル調査 
   - 分析 
    ・導入コスト試算 
    ・導入リスク分析 
    ・IPv6導入が有利となるクロスポイントの推定 
   - 導入シナリオ・IPv6ネットワーク運営に関する 
 マニュアル作成と提供 
    ・具体的対応例の提供を含む 
   - その他 
    ・事業者におけるIPv6導入インセンティブ向上案の 
 検討と実施 
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政策立案の立場からインターネット

を巡る七つの課題をご紹介させていた

だきます。

◆視点1:インターネットはインフラと

して耐え得るのか?

インターネットのトラフィックは、P2Pの伸び、アクセ

ス網の広帯域化等により2年で2倍のペースで増えています。

このように流動性の高いネットワークトラフィックに対し、

いかにスケーラビリティを確保していくのでしょうか。「問

題となっているP2P技術を利用して、逆にネット混雑を減ら

すことができるのではないか」「パケットシェーピングも必

要となるかもしれないが、消費者から見て公平な帯域制御の

ためには一定のガイドラインが必要ではないか」等、関係団

体でさまざまな検討が進められています。しかし、これから

もインターネットのトラフィックが増大し続ける中で、イン

ターネットは本当に社会インフラとして耐えていけるもの

なのだろうかというそもそも論が一つ目の視点です。

◆視点2:セマンティックWebは実現可能か?

インターネット上に雑多な情報が投げ込まれている中、

秩序は果たして存在しているのか、別の言葉で言えば、セ

マンティックなWeb構造の実現は可能なのかということで

す。誰しもがインターネットを使うようになりました。ネッ

トワークのエッジから大量のデータがメッシュ状のネット

ワークに投げ込まれ、共有されていくという形になってい

る現在、インターネットは情報爆発に耐え得るものなのか、

インフラとしての堅牢性を確保できるのかどうか、これが

二つ目の視点です。

◆視点3:ネットワーク選択の自由は確保されるのか?

各キャリアが次世代のネットワークとしてNGNの運用を

開始しようとしています。この「NGN」と、いわゆる「イン

ターネット」が並存し得るのか否かという議論があります。

キャリアが保有しているネットワークへのアクセス部分か

ら優先的にNGNに誘導したらどうなるのでしょうか。ある

いは、インターネットとNGNの間に十分なオープン性が確

保されなかったらインターネットは生き残れるのでしょう

か。ネット混雑の中でNGNの構築は効果がありますが、他

方、質は十分でなくても自立・分散・協調を基本哲学とす

るインターネットが活躍していく必要もあります。この二

つが並存することが、ユーザーにとっての「ネットワーク

の選択の自由」です。これが確保されるのかということが

三つ目の視点です。

◆視点4:利用者保護は可能か?

インターネットの世界は「ベストエフォート」と言われ

ますが、この「ベストエフォート」の意は、経路をどう辿っ

てでも、何とか向こう側に到達しようと最大限努力する一

方で、最大速度○○Mbpsというのは、出るときも出ないと

きもあるという考え方です。しかし、この考え方は公共財の

中では特殊です。例えば、東京から大阪まで鉄道で移動す

る場合、最大限努力をすれば2時間半で到達できます、ダメ

だったら4時間かかります、という考え方はありません。鉄

道とインターネットの違いはあるものの、しかし「信頼性

に応える」という社会インフラに求められる要素を満たさ

なくてはいけないという意味では同じです。特に、通信の

ビジネスモデルがこれからも変化していく過程で、インター

ネットは信頼性の面で応え続けられるのだろうか、そのた

めの競争モデルはどのように考えていくのかが四つ目の視

点です。

◆視点5:端末は引き続き端末か?

今までは電話網のようにネットワークの中に賢い頭脳が

存在していました。しかしネットワークのエッジから多様な

インテリジェンスが生まれてきています。もはや「端の末」

というターミナルではありません。その中においては、プ

ラットフォーム部分、つまり通信基盤としての高速道路の
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特集 2
本稿では、その議論の内容を集約してお届けします。あ

らかじめお断りしますと、議論の明確な結論というものは

特にありません。ただし、現在のネットワークに存在する

問題点は何か、何が不足しているのかを感じ、各自が各自

の役割においてできることを考えるための示唆はおそらく

あったのではないか、と思っています。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

2007年11月19日～22日に秋葉原コンベンションホールで

開催したInternet Week 2007は、会期中、幸い天候にも恵ま

れ、4日間で約2,400名弱という、予想以上に多くの方々に

ご参加いただきました。

11回目を数えた今回は、6年続いた横浜の地を離れ、「東

京でディープに語る4日間」をテーマに議論形式のプログラ

ムを増やし、スポンサー提供のランチセミナーを取り入れ

るなど、新規の試みを行いました。「今までとは少し趣が変

わったようだ」と感じた方もいらっしゃったのではないで

しょうか。

このように構成を少し変えた部分もありますが、「インター

ネットに関わる人達が一堂に集まり、解決しなければなら

ないさまざまな諸問題について深く話し合う場にしたい」

という開催の主旨は、11年前から、いえ、Internet Week

の前身であるIP Meeting開催当初の主旨と変わっていませ

ん。ただ、"IPレイヤ" の問題、それも技術に特化した問題

を中心に議論を行っていたIP Meeting当初の時代に比べれ

ば、インターネットが広がり、果ては社会インフラとまで言

われる今日とでは、Internet Weekで語る「インターネッ

ト」についても、かなりの範囲に広がっています。社会的、

経済的な側面を切り離すわけにはいかず、「この場でどこま

で何をやるべきか」「それが本当に皆が知りたいことなの

か」を常に自問しながらプログラムを企画しているのが現

状です。

Internet Week最後のプログラム「IP Meeting/Internet

Forum 2007」では、プログラム委員によるパネルディス

カッション「ネットワークはどうあるべきなのか」を行い

ました。「プログラム委員によるプログラムの総括とそこか

ら得られた現状の問題提起」「総務省の谷脇氏による《イン

ターネットを巡る七つの視点》の披露」を通じ、最後に議

論を行いました。

Internet Week 2007
開催報告

○モデレータ：

江崎 浩／東京大学

Internet Week 2007

プログラム委員長

○パネリスト：

- 谷脇 康彦／総務省総合通信基盤局事業政策課長

- Internet Week 2007 プログラム委員

秋山卓司／JCAF／［PKI Today!］コーディネーター

井芹昌信／IAjapan／［Enterprise2.0］コーディネーター

宇井隆晴／JPRS／［DNS DAY］コーディネーター

佐野 晋／JPNIC／［インターネットと著作権］コーディネーター

壇 俊光／日本弁護士連合会コンピュータ委員会委員

同消費者問題対策委員会幹事

立石聡明／JAIPA／［事業者がやっていいこと悪いこと］

コーディネーター

前村昌紀／JPNIC／［IPv4アドレス在庫枯渇問題を

見通す］コーディネーター

向井 将／JANOG／［The Internet Operation］

コーディネーター

谷脇氏による
インターネットが変える、インターネットを変える

― インターネットを巡る七つの視点 ―

～IP Meeting/Internet Forum 2007
「ネットワークはどうあるべきなのか」での議論を中心に～
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一つ大きな流れの中で節目を迎えようとしているのは、

性善説と自己責任を基にしたインターネットは終わりを告

げようとしているということであり、新しい人が流れ込んで

来ている中で、その人達を保護するルール等が必要になって

きていると感じています。この場にいない世の中のほとん

どの人々が、必要最低限のリテラシーで生活できるように

する仕組みを考えないと、インターネットはインフラには

なり得ないのではないでしょうか。

PKIに限らず、「技術仕様の標準化」はある意味、円熟し

ている状態です。ところが「運用の標準化」はあまりされ

てはおらず、それでは、皆の役には立てないという現状が

あります。また、インターネットが単一のドメインやレイ

ヤで済まない形に広がっている中、要素技術としてのPKI

から全体を俯瞰的に眺めることが難しく、これに取り組む

ことが必要となっています。

今回、いわゆる「2010年問題」については、この四つの

テーマの中では取り上げませんでした。PKIコミュニティ

での2010年問題と言えば、暗号強度の問題です。以前より

暗号強度がそろそろ限界に来ているとされており、勧告で

は鍵長を2048ビットにすることになっています。Internet

Weekで開催された他のセッションでも、IPアドレスも枯渇

する、AS番号も枯渇する、とさまざまな危機が2010年に向

かって起こっているように感じました。それらに向けた取

り組みを、来年のIWでは具体的に討論したいと思います。

『INTERNET magazine』に11年ほど携わっています。

「インターネット的な考え方を広く皆に理解してもらう」を

命題に取り組んできました。インターネット的に皆で作っ

ていく、フェアユース、と考えていくと、結局「ユーザー

の平均リテラシーが全てを決める」ことになります。皆の

リテラシーや道徳が高ければ高いほど、問題の解決能力は

高くなりますが、しかしユーザーの数が増えれば増えるほ

ど平均リテラシーは下がるということも意味します。今ま

で、メディアを利用して「インターネットとはどういうも

のなのか、また、標準的なルール、ツールというものはど

ういうものか」を伝えようとしても情報爆発の中でかき消

されていくというジレンマもありました。しかし、最終的

には「全体のリテラシーをどのように上げていくかを、全

員が各自のミッションの中で考えていくことに尽きる」と

思っていますし、何だかんだ言って、日本のユーザーのリテ

ラシーはこの10年でとても高まっています。今後も引き続

き、このリテラシー向上には寄与していきたいと思います。

「Enterprise2.0」に関して言いますと、日本のビジネス

シーン、営業や企画のツールとしてのインターネットの利

用というのは高くありません。

「Enterprise2.0」自体、2007年に出てきた新しい言葉で

あり、企業内の情報システムに、いわゆるWeb2.0的なテ

クノロジーをどう使うかという話です。今まで企業内のシ

ステムというと、基幹システムや顧客管理システム等とい

う「しっかり設計し、係の人がきちんと運用する」という定

型業務が多かったのですが、Web2.0の考え方を使うと、非定

型業務、例えばセールスマンが日々どういうことを考えセー

ルスにつなげているのか等、型にはまらないものも吸い上

げて生産性の向上に寄与できるのではないか、という期待

があるわけです。

10 JPNIC Newsletter No.38 March 2008

部分と、コンテンツである自動車の間を結ぶものとしての

「認証」「課金」「DRM」「QoS制御」といったプラットフォー

ム機能が、今後とても重要になってきます。この機能を、

もし通信キャリアだけが独占する、あるいは通信キャリア

だけがコントローラビリティを持っているということで本

当に良いのかという議論があります。このプラットフォー

ムを真ん中に置いてオープンな形で万人が使え、新しいビ

ジネスが生まれるということもあるのではないか。これに

ついては、総務省でも研究会を立ち上げ検討予定です。

◆視点6:電脳民主主義は実現するか?

日本で作った法律というのは日本でしか適用されません。

プロバイダ責任制限法の話がこの場でも多く出ていますが、

迷惑メールを避けようと思っても、他国から発信される、

こういった問題が今後顕在化していきます。また、日本で

の市場は小さくても、海外でのマーケットが大きい事業者

の場合、一体どちらがドミナンスなんだろうという議論も

生まれてきます。国内法制の限界と国際化がリンクしてく

る瞬間です。これはインターネットガバナンスの問題にも

密接に絡んできます。「ガバナンス」に関して言えば、国内

のガバナンスと海外のガバナンスもあまりリンクできてい

ません。また、IPv4アドレスからv6アドレスへ移行する中、

インターネットとNGNの関係は今まで通りなんだろうか、

もしくは何か時限爆弾があるのだろうかという議論も必要

です。

◆視点7:新世代ネットワークはいつ実現するか?

インターネットは、今までその上にさまざまなものを積

み上げてきました。トラフィックも伸びてきた、セキュリ

ティにもお金がかかる中、今後これ以上何かを積み上げて

大丈夫なのでしょうか。NGNよりも後、2015年頃に向けて、

Beyond IPとも言える「新世代のネットワーク」を構築し

ていく必要があるのではないかという議論があります。

時間軸的に見れば、これらの七つの視点は、バラバラです。

しかし、いずれもこれからのインターネットをどうしてい

くのかという点において密接に絡んでいる問題です。一つ

言えるのは、やはり「インターネットが社会の中で真ん中

に来ている」ということなのではないでしょうか。である

が故に、いろいろな問題が顕在化してきていると言えます。

長期的に見ると、私もインターネットの諸問題に関しては

「時間が解決する」という楽観主義ですが、短期的にはそ

うはいきません。調整の過程においてコストはかかります。

従って、時間軸を長期と短期に分けて議論していく必要が

あり、そこで2010年頃を一つの節目として考えることも選

択肢としてあり得るかもしれません。時間軸の分け方、問

題の座標の作り方をどうするかを考え、この半年～1年で

整理したいと考えています。その際、今までは迷惑メール

対策であれば迷惑メールの研究会で検討する、v6ならv6

の研究会で、あるいは競争政策は競争政策の研究会でされ

てきましたが、こういう問題を一つの場で整理していくこ

とが必要ではないかと感じています。また、インターネッ

トの世界にも規制が必要になってきたとはいえ、規制当局

の立場からは、なるべく自己抑制的でなくてはいけないと

常々思っています。

秋山卓司（JCAF）

［PKI Today!］コーディネーターから

運用の標準化の必要性

井芹 昌信（IAjapan）

［Enterprise2.0］

コーディネーターから

インターネット的な考え方を
広く皆に理解してもらいたい

IP Meeting／Internet Forum 2007の会場の様子

特集 2 Internet Week 2007開催報告 ～IP Meeting/Internet Forum 2007「ネットワークはどうあるべきなのか」での議論を中心に～

■プログラム委員による総括
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結論を求めず問題提起ばかりする議論が「著作権」のパネ

ルディスカッションでは行われました。何一つコンセンサ

スはありませんでした。「そもそも著作権は文化の発展のた

めに作られた法律だが、今はビジネスに取り囲まれ、元の

文化の発展が見えなくなっている」「インターネットという

メディアの中で、文化はユーザーが作っているのか、ビジネ

ス側が担っているのか」「《コンテンツは誰のもの》という

そもそも論も議論されている」「著作権法は何を規律すべき

なのであろうか」「著作権法はインターネットの出現によっ

てどのような影響を受けたのか。決まりは法律で決めれば

いいのか、契約で決めればいいのか、私的自治というべき

ものはきちんと動いているのか」「著作権を巡る政策決定の

プロセスはオープンなのだろうか」「著作権の問題解決にあ

たり、流通を抑制し処罰するというのが、著作権法のある

べき姿なのだろうか。何か問題があったときにトレーサビ

リティがあるというのが正しい姿なのだろうか」

技術者から法律側を見ると「何なんだ、これ」という事

象も結構あります。そうした認識の違い、考え方の相違の

中で、関連するステークホルダーとの情報や知識の共有が

できていないと感じています。これを努力して近づけてい

かないと、根本的かつ本質的解決、つまりきちんとした制

度というのはできてこないと今回実感しました。作者だけ

を常に保護すればいいのか、そうでもないだろう、では利

用者を保護すればいいのか、そうでもない。どこでバラン

スを取るのか、この辺りは引き続き、多くのプレイヤーで

適切に議論を積み重ねていく必要性がありそうです。

「事業者がやってよいこと悪いこと」に関して言うと、

著作権問題と似て、難しい問題だと思います。通信の秘密

の問題、大量通信への対応、本人への同意というのは何な

のか、有害情報対策を本当にやっていいかどうかという問

題が、結論がない状況で、話として挙がってきているとい

うことだと思います。

今後、必要なことを一言で言えば「ガバナンス」です。

ユーザーのリテラシーは上げないといけないとは思います

が、それだけではどうしようもないところまできていると

思います。そうなると、どこまで帯域制御をし、中身を見

るのかということになり、電報の中身を見るのと同様に通

信の秘密に関わり、とても難しいと思います。しかしその

反面、調査などをしていて感じることは、どんな問題に対

しても「意外に自浄作用があるのではないか、均衡に傾い

ていくのではないか」ということです。情報が流通すると

うまくいく部分もあるのではないでしょうか。多少は楽観

的になっていい部分もあるのかな、と思いますし、こういっ

たことについて、話ができるといいかもしれません。そうと

はいえ、そうならなかった場合を考えたときのバックアッ

プをどうするか。問題が大きすぎてどこから手をつけたら

いいのかというのはわかりづらいと考えています。
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しかし、企業はトップダウンでできており、セキュリティ

も内部統制もJ-SOXもあります。このように規則でガチガチ

な中に、このようなオープン系の柔らかいツールを投入し

たときに、企業内の既存文化となかなか合わないというこ

とが、課題として挙げられます。特に日本はこの傾向が強

く、先進的にやってみようとしても取り上げられない事態

に直面しています。インターネット自体が十数年前同じ局

面に直面していたと思うのですが、ビジネスソフトウェア

の中で、今、同じ葛藤があるのではないか、これをどう乗

り越えるか、この辺りを引き続き考えていきたいと思いま

す。

「ゆるい」という状態が、ある意味インターネットの良

さでも悪さでもありますが、DNSに関して言うと、

DNSSECのようにゆるさを許容しない仕組みというのもで

きてきています。そういうものが出現したときに、はじき

出されてしまうものが数多くあるのではないかという危惧

の声がDNSコミュニティにはあります。さらにDNSの問題

にはオープンリゾルバやlame delegation等が挙げられます

が、これらについても改善の動きはあるにしても、根本的

な解決には至っていません。新しい仕組みはこうである、

と運用者に届ける仕組みが必要だということが課題として

挙がっています。

もちろんmanaged DNS Service（＝有料のプロフェッ

ショナルなDNSサービス）のようなものが日本の中でも受

け入れられるといいのかもしれませんが、それにお金を払

う人がどの程度いるのかということも現実問題としてあり

ます。DNSの運用は知識も能力も必要とされ、片手間ではで

きない仕事ですから、運用者のモチベーションの向上をもっ

と真剣に考えないといけません。DNS運用が単に「一つの

仕事」ではなく、DNS運用者でない人が「DNS運用にはコス

トがかかるんだ」「コストをかけるべきなんだ」という視点

で、DNSを見ると良くなっていくのではないでしょうか。

いろいろな問題は、長い目で見ると時間が解決する問題

であるとも言えます。問題はそこまでの短期間に何ができ

るか、ということです。異なるコミュニティのコネクション

をどう張るか、共通の理解の土台をどう作るかであり、「こ

の話はあの人にわからない」と思わずに、自分が垣根を下

げて交流することが大事なのではということが、私が担当

したDNS DAYの中にも縮図としてあるのではないかと思

いました。今回のプログラムでさまざまなステークホルダー

の参加を重要視したのと同様に、DNS自体もオペレーター

という立場とそれ以外の立場でいかに共通の基盤を作るか

がとても大切なことだと感じています。

特集 2 Internet Week 2007開催報告

宇井 隆晴（JPRS）

［DNS DAY］

コーディネーターから

異なるステークホルダー間で、
いかに共通の理解の土台を築くか

佐野晋
（JPNIC）

壇俊光
（日本弁護士連合会コンピュータ委員
会委員同消費者問題対策委員会幹事）

［インターネットと著作権］

コーディネーターから

何が正しい在りようなのか
～バランスを取ることの難しさ～

立石 聡明（JAIPA）

［事業者がやってよいこと
悪いことを考えよう］
コーディネーターから

自浄効果、均衡化は意外に
期待できるのではないか

～IP Meeting/Internet Forum 2007「ネットワークはどうあるべきなのか」での議論を中心に～

開幕当日の総合受付

会場の秋葉原コンベンションホール

「事業者がやってよいこと悪いこと」会場前看板
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会場との議論では「インターネットのオープン性と社会依

存度から生まれる歪みをどう埋めるのか」「インターネット

の精神である《フェアユース》は万人に理解されるのか」「そ

の《フェアユース》は、誰がどうフェアと判断するのか」

「ユーザーリテラシーの向上はどのように望めるのか」「規制

は強める方向で行くべきなのか」「違法有害情報に対して、

トレースできるというような技術的抑止力を持つことは良

いことなのか」「通信の秘密はどこまで保つべきなのか」「今

までのやり方を踏襲してルールを作ったところで、それがど

の程度の実効性を持つのか」等、多くの論点が出ました。

たくさんの問題があります。誰かが解決してくれることも

あるでしょうし、時間でしか解決できないこともあるでしょ

う。しかし、可及的速やかに、かつ深く検討しなくてはなら

ないこともある中で、一つわかっていることは、このコミュ

ニティだけでルールを作り、運用するという方式だけでは、

もう限界だということです。ネットワークにどうあって欲

しいのか、人それぞれに異なる以上、インターネットに関わ

る全ての人が、ネットワークをどうしていくべきか、ひい

ては社会をどうしていくべきか考える必要があります。

まずできることは、ネットワークに関わっている我々自

身が、悩みながらも立場と専門性を超え、他の層に向け、

積極的に、率直に、そして継続的に話す努力をし、また社

会の変化に柔軟に対応する姿勢を持ち続けることではない

でしょうか。

今後のIP Meeting、そしてInternet Weekが、ネットワーク

に関わる人々のこういう姿勢を応援する場であり続けるこ

とを願ってやみません。どんなに微力だとしても、こうい

う姿勢を支え続けることが、Internet Week自身の最大の

チャレンジであると考えています。

なお、Internet Week 2007の全プログラムに関する報告は、

誌面の都合でご紹介できませんが、メールマガジンで数度

に分けて掲載していますので、ご興味のある方はご覧くだ

さい。また、Internet Week会期中、随所で幾度となく

"itojun"さんこと、萩野純一郎氏への追悼の言葉が聞かれた

ことをここに記すとともに、故人のご冥福を心よりお祈り

申し上げます。

JPNIC News & Views vol.504 Internet Week 2007レポート（全体概要）

http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2007/vol504.html

JPNIC News & Views vol.515 Internet Week 2007レポート（1日目）

「PKI Today!」「DNS Day ～運用管理のあり方～」「Enterprise2.0」

http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2008/vol515.html

JPNIC News & Views vol.516 Internet Week 2007レポート（2日目）

「デジタルコンテンツと著作権 ～みんなのための著作権

制度」「IPv4アドレス在庫枯渇問題を見通す」「JPNICオー

プンポリシーミーティング」

http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2008/vol516.html

JPNIC News & Views vol.517 Internet Week 2007レポート（3日目）

「事業者がやってよいこと悪いこと」「The Internet Operations」

http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2008/vol517.html

（JPNIC インターネット推進部 根津智子）
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IPv4アドレス在庫枯渇の対応策に関しては、三つの方策

があるというのが、総務省、JPNIC、IPv6普及高度化推進

協議会がそれぞれ開催している研究会での共通した意見で

す。

（1）IPv4アドレスがレジストリになくなっても、どこかか

ら調達する

（2）プライベートIPv4アドレスとNATを組み合わせて使う

（3）IPv6を使う

です。対応策の問題点という点でも見解が一致しています。

特に、（1）の「調達」に関しては、「レジストリが回収再分

配をする」という方法と、「レジストリではなくアドレスホ

ルダー同士が行い、レジストリはアドレスポリシーの再分

配を可能にする」という方法がありますが、取り引き等で

余ったアドレスを足りないところに回すという考え方は、

問題点が多いという点でも一致しています。（2）に関しても、

今現在利用者が利用しているサーバの前にNATを置いたこ

とで、そのグローバルIPアドレスが隠蔽されてしまうとい

うことは簡単に容認できることではなく適用が困難であり、

NATのスケーラビリティにも問題があります。従って、最

終的に（3）のIPv6が対応策としては永続的に取れるものだ

と考えています。

IPアドレスを扱っていると、「ステークホルダーが多くて

大変だ」というのが実感です。特にIPv4アドレス在庫枯渇

の問題は、ユーザーが使っているPCまでインターネットで

あるとすると、インターネットコミュニティだけで決めれ

ばいい話ではなく、ユーザーの皆さんもご理解していただ

いた上でIPv6の導入をしていくことの難しさを感じていま

す。2008年の今頃、いろんなステークホルダーも交えて、

IPv4の在庫枯渇問題がどのように扱われているのかという

ことを披露できればいいのかな、と思います。

インターネット資源の調達がかなり厳しい状況です。AS

番号は何とか4バイトに乗り換えることができそうですが、

IPv4アドレスに関しては、そうはいかない状況であること

がわかっています。どうもネットワークはv6へ移行するよ

うです。しかし、オペレーション側から見ると、v6を運用

したことがある人は、ごく限られたISPとキャリアだけでは

ないかと思います。2011年に向けて、きちんと準備をして

おかないと、困る事態が起こることでしょう。来年からそ

ろそろ次世代に入るための準備や訓練を始めていくのかな

と思います。早くルータのメーカーにも動くものを作って

もらいたいです。

「The Internet Operation」の1日プログラムを通じて

感じたことは、

（1）流通するコンテンツ、高度化するビジネスの要求に応

じた品質の向上

（2）有限な資源の制約を超えて、インターネットを支えて

いく必要性

（3）増大するトラフィックに追従するシステム

に絶えず取り組み、対応しなければならないということです。

RAMやLISPというキーワードでアーキテクチャを考え

直すことが始まっているようです。これは、次世代へのシ

フトを考えるタイミングが来たということであるようにも

感じています。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇

向井 将（JANOG）

［The Internet Operations］

コーディネーターから

運用の現場から
～アーキテクチャ再考～

前村 昌紀（JPNIC）

［IPv4アドレス在庫枯渇問題を見通す］

コーディネーターから

IPv4アドレス在庫枯渇が
やってくる

特集 2 Internet Week 2007開催報告 ～IP Meeting/Internet Forum 2007「ネットワークはどうあるべきなのか」での議論を中心に～

入口の看板
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前回の報告から、2回のBoTのフェイス・フェイスでの会合が行われ

ました。スケジュールの都合で参加できないボードメンバーは、

Marratechという遠隔会議システムを介して会議に参加します。

IABチェア、IRTFチェア、IESGチェアなど、インターネット技術の

研究開発、標準化、ガバナンスに関係する主要なメンバー30名弱が集

合し、ほぼFull-Interactiveなブレインストーミングと議論を行い、方向

性を見出す会合です。英語の能力に乏しい筆者にとっては、かなり疲

れる会合でありました。

議論のテーマは、「Trust and the Future of the Internet」、現在のイン

ターネットの抱える問題を分析するとともに、インターネットとしての

Trustの定義、今後のインターネットにとって必要なTrustの姿を明ら

かにして、ISOCとしての活動の方向性を見出すのが目的でした。

Ted Hardie氏（Qualcomm社）がまとめた以下が、方向性を明確に

表したもののように思えました。米国の隣国であるカナダの特徴が、

今後も維持すべき、また次世代インターネットが満たすべき特徴であ

るというものです。

Canada is“multi-culture”

Canada has“liberty”and“anonymity”

Canada has“fairness”,no discrimination

Canada reacts“predictably”

Canada is“safe”

Canada provides“commons”

Canada provides“opportunity”

さらに、以下が本会合における、次世代インターネットが実現すべ

き要件として認識されたものでした（Cisco Systems社のFred Baker

氏が草案を作成）。

・An Internet transaction between two or more verified or verifiable

personae should be predictable within the context, and when

appropriate traceable, auditable, and non-repudiable.

・Two or more personae that consider themselves to be in the same

context should be able to perform relevant transactions. The

choices available to connected personae in the Internet include

anything they agree on.

・Maintain“Layer”（Horizontal）service/business model

すなわち、「インターネット上でデータ通信を行う実体（“persona”）は、

確認/認識可能で、必要に応じてトレース可能、検査/監査可能で、かつ

予想可能（predictable）であるべきである。同意/合意した通信実体の

間には、良好なデータ通信が提供されるべきである。さらに、水平型

のサービスやビジネスモデルを展開できる可能性が維持されなけれ

ばならない。」という内容です。

IETF会合の終了後に引き続き、土曜日と日曜日に開催されました

（年に2回は、IETF会合直後の土曜日と日曜日に開催）。筆者は、今

回のBoT会合における、決議事項の一つでもあった、萩野純一郎君（通

称itojun）を記念した基金（Fund）創設に関する提案を承認してもらう

という、大きな課題も持っていました。月曜日（2007年12月3日）に、

IETF会場において開催された“itojun farewell party”（主催：WIDEプ

ロジェクト）に急遽スケジュール調整をして出席（ホスト役：慶應義塾

大学 村井純教授）、本会合の終了後一旦帰国し、再度、BoT会合のた

めにバンクーバを訪れることになりました。月曜日の会合には、この

会合のためだけにバンクーバに駆けつけてくれた方も数多くいて、

itojunの功績と、彼に対する、インターネットコミュニティの畏敬の念

がいかに大きいものかを実感することができました。なお、今回Fred

Baker氏（Cisco Systems社）の提案により、BoT会合での提案事項/決

議事項となった、「itojun fundに対するISOCの事務的支援」の提案

は、全員賛成（棄権1名＝江崎）で採決されました。

今回のBoT会合における、主な決議事項ならびに議題は、以下の通

りでした。

（1）“Trust & Identifier”をISOCのStrategic Major Initiativeとし、戦略

的かつ重点的に活動を展開する（採択&決議）。

（2）各リージョンにおける、国ごとのChapter間での、協調/協力関係の

強化を行う。

（3）PIR（Public Interest Registry, http://pir.org/）の、ISOCから派遣する

ボードメンバーの選定が行われた（採択&決議）。

（4）ISOCにおける2007年予算執行状況の確認。

（5）ISOCにおける2008年予算案の承認（採択&決議）。

（6）次期ISOC BoT改選に関する手続きの確認（現在、Nominationを

受付中）。

（7）ChapterメンバーシップとISOCメンバーシップの関係を同一化す

る提案（承認）。

（8）中国が、ISOC BoT Retreat会合のホストに立候補。

次回会合は、Philadelphia（米国）でのIETF会合の直後（2008年3月

15日～16日）に開催する予定です。

JPNIC理事/サイバー大学教授 小西 和憲 

イ ン タ ー ネ ッ ト  

歴史の一幕 歴史の一幕 I n t e r n e t  H i s t o r y

　KDD研究所は1985年1月から1995年3月までの10年間、UNIXに標準実

装されていたUUCPプロトコルを用いて、海外のインターネットとのメールや

Net Newsを中継しました。この間の1987年5月から1994年12月まで、通信

実費を回収するInetClub（正式名は国際科学技術通信網利用クラブ）を

構成して、約350機関にサービスを提供、これらのユーザーを商用ISPへ引

き継ぎました。しかし、民間企業であることから、社外にはボランティア活動と

位置づけながら、社内では事業への貢献可能性を述べるという、二面性を

維持し続けました。 

 

　筆者は、ITUでの国際標準化に参加した際、OSI標準化に参加している

人たちが必ずしもコンピュータに詳しくないことを知りました。さらに、UNIX 

4.2BSDにインターネットプロトコルが標準実装されるとの情報も得て、

1983年から国際UNIX通信の研究を開始しました。UUCPプロトコルの解

析等を進めるうちに、会社の特色を活かすには、直接、海外と接続する方が

良いと考え、浅見徹氏が中心となり、1985年1月以降、米国、欧州、韓国等

に接続を拡大しました。多くの場合は電話回線とモデムを使いましたが、一

部にはX.25プロトコルを用いました。当時のメール通数は少なく、Net 

Newsが主なトラヒックでした。1985年5月にJUNETを推進していた村井純

さんから相互接続を依頼され、通信料金はそれほど増えないということで、了

承しました。 

 

　JUNETと相互接続してみると、メールの負担は少ないけれども、Net 

News取得の希望が増え、他の研究グループから予算をいただくお願いを

繰り返しました。さらに、某有名教授が「タダでインターネットとメール交換で

きるようになりました」と、KDD役員にお礼を述べてくれたことから、騒ぎが

起こりました。その役員は、自分の部下が「国際電信電話法」（KDD法）に

違反する行為をしていると考え、直ちに、「事務系の支援が不可欠」と筆者

に命じました。幸いにも、同期入社の友人が法務や計画部門の主要ポスト

に就いていたので相談したところ、いきなり、「君はやりたいのだろう？」と聞

かれ、「はい」と答えると、「分かった」と協力を約束してくれました。そしてそ

の数ヶ月後には、「実費を徴収する通信クラブを作れば、KDD法の問題は

ない」と公式回答を出してくれました。技術系役員が恐れた問題を、同期入

社の若手管理者がいとも簡単に解決してくれたのです。 

 

　以後、課金システムの開発が課題となりましたが、以前行った、UUCPプ

ロトコルの解析が役立ちました。これによりメール毎の通信時間と国際通信

料金表から請求料金を計算することとなり、千葉和彦氏が中心となって

1987年初めには課金システムが安定稼動するようになりました。また一方

では、会社の法務およびサービス計画部門がInetClubの会則を作成してく

れました。その際、会社が傷つかないよう、KDD研究所は運用・事務の実務

を担当するが、著名な大学教授に会長に就任いただきました。つまり、相談

の結果、石田晴久会長、村井純副会長（当時は共に東大）、小西総務担当

理事（筆者）という体制が出来ました。 

 

　InetClubを運用し始めると、たちまち筆者以外の担当者は他部署へ異動

させられましたが、当時庶務課にいた堀田孝男氏が参加してくれ、彼の甚大

なる情熱で、何とかInetClubを維持し続けることができました。 実費回収を

始めてみると、障害時にはすぐにクレームが来て、少ない要員での運用は容

易でなく、電子メールによる情報検索サービス（ヘルプ、UUCPマップ、

InetClub会員情報、送信メールのGW通過記録等）を開発し、運用を支えま

した。また、トラヒックが増えると、UNIX計算機は性能不足となり、他の研究

プロジェクトで使わなくなった、より強力な計算機の借用と置換を繰り返しま

した。UUNETが廃棄した計算機のCPUカードを破格の値段で購入し、性

能強化したこともあります。また、DECのOSであるUltrixにはバグが多かっ

たし、モデムのハングアップに悩まされました。 

 

　1989年、WIDEやTISN等が国際専用線を超法規的に購入し、TCP/IPプ

ロトコルによる国際インターネット接続が実現されると、国際電話網・モデム

に依存せざるを得ないInetClubの劣勢は明白でした。しかし、KDD研究所

が超法規的な扱いで国際専用線を入手することは不可能でした。また、

InetClub会員でないメールを転送する際、警告メッセージを付加していまし

たが、これが国際問題化したこともあります。幸いにも、Vint Cerf氏が登場

し、警告メッセージ文を添削してくれました。 

 

　しかし、国際専用線を利用できない以上、InetClubを発展的に解消する

ことが最重要課題となりました。このための努力として（1）InetClubの商用

化、（2）UUNET社への資本参加、（3）KDDの商用インターネットサービス

開始、（4）KDD大手町ビルのハブ化、（5）IMnetの国際運用研究、等が挙

げられます。幸いにも、（3）と（4）に貢献し、さらに、KDD研究所が（5）を受

注できました。そして、無事1994年12月末にInetClubを解散、1995年3月に

は残金を会員に返却して、10年間にわたるInetClub関連活動の幕を閉じる

ことができました。 

  

　最後に、（1）～（5）の展開活動に際しお世話になった関係者（Rick 

Adams氏、Vint Cerf氏、Bob Collet氏、 釜江常好先生、石田晴久先生、村

井純さん、後藤滋樹さん、東京電力幹部等）に誌面を借りて謝意を表します。 

InetClub 
-最初の国際ISP-

InetClub 
-最初の国際ISP-
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JPNIC副理事長

江崎 浩

（追記）
“itojun”のアカウント名で知られる萩野純一郎君が、37歳の若さで、2007年10月29日、
永眠されました。彼は、KAMEプロジェクトを通じたIPv6参照ソフトウェアの研究開発
や、IETFにおける標準化活動など、次世代インターネット技術の確立と普及に向けて、
献身的な貢献をされました。itojunのIPv6に関連する幅の広い、そして情熱的な貢献と偉
大な業績なしには、今日のIPv6技術は存在することがなかったでしょう。itojunは、長年
尽力されたIPv6がいよいよ本格的展開へ向かおうとしている今日、それを見届けること
なく、他界されてしまいました。本当に、残念です。我々は、itojunのIPv6への情熱と意
志をしっかりと受けとめ、IPv6の本格展開とIPv6を用いたインターネットのさらなる発
展を実現しなければなりません。これが、我々のitojunへの敬意と感謝の最大の表現にな
ることでしょう。心からitojunのご冥福をお祈りいたします。

江崎 浩のISOC便り第3回

故 萩野純一郎（itojun）氏
村井純氏によるクロージング
2007年12月3日（月）

itojun farewell
partyの案内板

●ISOC BoT主催のReteat会合（カナダ・トロントカナダ）：
2007年10月4日（木）～6日（土）

●定例の BoT会合（カナダ・バンクーバ）：
2007年12月8日（土）～9日（日）
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前回の報告から、2回のBoTのフェイス・フェイスでの会合が行われ

ました。スケジュールの都合で参加できないボードメンバーは、

Marratechという遠隔会議システムを介して会議に参加します。

IABチェア、IRTFチェア、IESGチェアなど、インターネット技術の

研究開発、標準化、ガバナンスに関係する主要なメンバー30名弱が集

合し、ほぼFull-Interactiveなブレインストーミングと議論を行い、方向

性を見出す会合です。英語の能力に乏しい筆者にとっては、かなり疲

れる会合でありました。

議論のテーマは、「Trust and the Future of the Internet」、現在のイン

ターネットの抱える問題を分析するとともに、インターネットとしての

Trustの定義、今後のインターネットにとって必要なTrustの姿を明ら

かにして、ISOCとしての活動の方向性を見出すのが目的でした。

Ted Hardie氏（Qualcomm社）がまとめた以下が、方向性を明確に

表したもののように思えました。米国の隣国であるカナダの特徴が、

今後も維持すべき、また次世代インターネットが満たすべき特徴であ

るというものです。

Canada is“multi-culture”

Canada has“liberty”and“anonymity”

Canada has“fairness”,no discrimination

Canada reacts“predictably”

Canada is“safe”

Canada provides“commons”

Canada provides“opportunity”

さらに、以下が本会合における、次世代インターネットが実現すべ

き要件として認識されたものでした（Cisco Systems社のFred Baker

氏が草案を作成）。

・An Internet transaction between two or more verified or verifiable

personae should be predictable within the context, and when

appropriate traceable, auditable, and non-repudiable.

・Two or more personae that consider themselves to be in the same

context should be able to perform relevant transactions. The

choices available to connected personae in the Internet include

anything they agree on.

・Maintain“Layer”（Horizontal）service/business model

すなわち、「インターネット上でデータ通信を行う実体（“persona”）は、

確認/認識可能で、必要に応じてトレース可能、検査/監査可能で、かつ

予想可能（predictable）であるべきである。同意/合意した通信実体の

間には、良好なデータ通信が提供されるべきである。さらに、水平型

のサービスやビジネスモデルを展開できる可能性が維持されなけれ

ばならない。」という内容です。

IETF会合の終了後に引き続き、土曜日と日曜日に開催されました

（年に2回は、IETF会合直後の土曜日と日曜日に開催）。筆者は、今

回のBoT会合における、決議事項の一つでもあった、萩野純一郎君（通

称itojun）を記念した基金（Fund）創設に関する提案を承認してもらう

という、大きな課題も持っていました。月曜日（2007年12月3日）に、

IETF会場において開催された“itojun farewell party”（主催：WIDEプ

ロジェクト）に急遽スケジュール調整をして出席（ホスト役：慶應義塾

大学 村井純教授）、本会合の終了後一旦帰国し、再度、BoT会合のた

めにバンクーバを訪れることになりました。月曜日の会合には、この

会合のためだけにバンクーバに駆けつけてくれた方も数多くいて、

itojunの功績と、彼に対する、インターネットコミュニティの畏敬の念

がいかに大きいものかを実感することができました。なお、今回Fred

Baker氏（Cisco Systems社）の提案により、BoT会合での提案事項/決

議事項となった、「itojun fundに対するISOCの事務的支援」の提案

は、全員賛成（棄権1名＝江崎）で採決されました。

今回のBoT会合における、主な決議事項ならびに議題は、以下の通

りでした。

（1）“Trust & Identifier”をISOCのStrategic Major Initiativeとし、戦略

的かつ重点的に活動を展開する（採択&決議）。

（2）各リージョンにおける、国ごとのChapter間での、協調/協力関係の

強化を行う。

（3）PIR（Public Interest Registry, http://pir.org/）の、ISOCから派遣する

ボードメンバーの選定が行われた（採択&決議）。

（4）ISOCにおける2007年予算執行状況の確認。

（5）ISOCにおける2008年予算案の承認（採択&決議）。

（6）次期ISOC BoT改選に関する手続きの確認（現在、Nominationを

受付中）。

（7）ChapterメンバーシップとISOCメンバーシップの関係を同一化す

る提案（承認）。

（8）中国が、ISOC BoT Retreat会合のホストに立候補。

次回会合は、Philadelphia（米国）でのIETF会合の直後（2008年3月

15日～16日）に開催する予定です。

JPNIC理事/サイバー大学教授 小西 和憲 

イ ン タ ー ネ ッ ト  

歴史の一幕 歴史の一幕 I n t e r n e t  H i s t o r y

　KDD研究所は1985年1月から1995年3月までの10年間、UNIXに標準実

装されていたUUCPプロトコルを用いて、海外のインターネットとのメールや

Net Newsを中継しました。この間の1987年5月から1994年12月まで、通信

実費を回収するInetClub（正式名は国際科学技術通信網利用クラブ）を

構成して、約350機関にサービスを提供、これらのユーザーを商用ISPへ引

き継ぎました。しかし、民間企業であることから、社外にはボランティア活動と

位置づけながら、社内では事業への貢献可能性を述べるという、二面性を

維持し続けました。 

 

　筆者は、ITUでの国際標準化に参加した際、OSI標準化に参加している

人たちが必ずしもコンピュータに詳しくないことを知りました。さらに、UNIX 

4.2BSDにインターネットプロトコルが標準実装されるとの情報も得て、

1983年から国際UNIX通信の研究を開始しました。UUCPプロトコルの解

析等を進めるうちに、会社の特色を活かすには、直接、海外と接続する方が

良いと考え、浅見徹氏が中心となり、1985年1月以降、米国、欧州、韓国等

に接続を拡大しました。多くの場合は電話回線とモデムを使いましたが、一

部にはX.25プロトコルを用いました。当時のメール通数は少なく、Net 

Newsが主なトラヒックでした。1985年5月にJUNETを推進していた村井純

さんから相互接続を依頼され、通信料金はそれほど増えないということで、了

承しました。 

 

　JUNETと相互接続してみると、メールの負担は少ないけれども、Net 

News取得の希望が増え、他の研究グループから予算をいただくお願いを

繰り返しました。さらに、某有名教授が「タダでインターネットとメール交換で

きるようになりました」と、KDD役員にお礼を述べてくれたことから、騒ぎが

起こりました。その役員は、自分の部下が「国際電信電話法」（KDD法）に

違反する行為をしていると考え、直ちに、「事務系の支援が不可欠」と筆者

に命じました。幸いにも、同期入社の友人が法務や計画部門の主要ポスト

に就いていたので相談したところ、いきなり、「君はやりたいのだろう？」と聞

かれ、「はい」と答えると、「分かった」と協力を約束してくれました。そしてそ

の数ヶ月後には、「実費を徴収する通信クラブを作れば、KDD法の問題は

ない」と公式回答を出してくれました。技術系役員が恐れた問題を、同期入

社の若手管理者がいとも簡単に解決してくれたのです。 

 

　以後、課金システムの開発が課題となりましたが、以前行った、UUCPプ

ロトコルの解析が役立ちました。これによりメール毎の通信時間と国際通信

料金表から請求料金を計算することとなり、千葉和彦氏が中心となって

1987年初めには課金システムが安定稼動するようになりました。また一方

では、会社の法務およびサービス計画部門がInetClubの会則を作成してく

れました。その際、会社が傷つかないよう、KDD研究所は運用・事務の実務

を担当するが、著名な大学教授に会長に就任いただきました。つまり、相談

の結果、石田晴久会長、村井純副会長（当時は共に東大）、小西総務担当

理事（筆者）という体制が出来ました。 

 

　InetClubを運用し始めると、たちまち筆者以外の担当者は他部署へ異動

させられましたが、当時庶務課にいた堀田孝男氏が参加してくれ、彼の甚大

なる情熱で、何とかInetClubを維持し続けることができました。 実費回収を

始めてみると、障害時にはすぐにクレームが来て、少ない要員での運用は容

易でなく、電子メールによる情報検索サービス（ヘルプ、UUCPマップ、

InetClub会員情報、送信メールのGW通過記録等）を開発し、運用を支えま

した。また、トラヒックが増えると、UNIX計算機は性能不足となり、他の研究

プロジェクトで使わなくなった、より強力な計算機の借用と置換を繰り返しま

した。UUNETが廃棄した計算機のCPUカードを破格の値段で購入し、性

能強化したこともあります。また、DECのOSであるUltrixにはバグが多かっ

たし、モデムのハングアップに悩まされました。 

 

　1989年、WIDEやTISN等が国際専用線を超法規的に購入し、TCP/IPプ

ロトコルによる国際インターネット接続が実現されると、国際電話網・モデム

に依存せざるを得ないInetClubの劣勢は明白でした。しかし、KDD研究所

が超法規的な扱いで国際専用線を入手することは不可能でした。また、

InetClub会員でないメールを転送する際、警告メッセージを付加していまし

たが、これが国際問題化したこともあります。幸いにも、Vint Cerf氏が登場

し、警告メッセージ文を添削してくれました。 

 

　しかし、国際専用線を利用できない以上、InetClubを発展的に解消する

ことが最重要課題となりました。このための努力として（1）InetClubの商用

化、（2）UUNET社への資本参加、（3）KDDの商用インターネットサービス

開始、（4）KDD大手町ビルのハブ化、（5）IMnetの国際運用研究、等が挙

げられます。幸いにも、（3）と（4）に貢献し、さらに、KDD研究所が（5）を受

注できました。そして、無事1994年12月末にInetClubを解散、1995年3月に

は残金を会員に返却して、10年間にわたるInetClub関連活動の幕を閉じる

ことができました。 

  

　最後に、（1）～（5）の展開活動に際しお世話になった関係者（Rick 

Adams氏、Vint Cerf氏、Bob Collet氏、 釜江常好先生、石田晴久先生、村

井純さん、後藤滋樹さん、東京電力幹部等）に誌面を借りて謝意を表します。 

InetClub 
-最初の国際ISP-

InetClub 
-最初の国際ISP-
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JPNIC副理事長

江崎 浩

（追記）
“itojun”のアカウント名で知られる萩野純一郎君が、37歳の若さで、2007年10月29日、
永眠されました。彼は、KAMEプロジェクトを通じたIPv6参照ソフトウェアの研究開発
や、IETFにおける標準化活動など、次世代インターネット技術の確立と普及に向けて、
献身的な貢献をされました。itojunのIPv6に関連する幅の広い、そして情熱的な貢献と偉
大な業績なしには、今日のIPv6技術は存在することがなかったでしょう。itojunは、長年
尽力されたIPv6がいよいよ本格的展開へ向かおうとしている今日、それを見届けること
なく、他界されてしまいました。本当に、残念です。我々は、itojunのIPv6への情熱と意
志をしっかりと受けとめ、IPv6の本格展開とIPv6を用いたインターネットのさらなる発
展を実現しなければなりません。これが、我々のitojunへの敬意と感謝の最大の表現にな
ることでしょう。心からitojunのご冥福をお祈りいたします。

江崎 浩のISOC便り第3回

故 萩野純一郎（itojun）氏
村井純氏によるクロージング
2007年12月3日（月）

itojun farewell
partyの案内板

●ISOC BoT主催のReteat会合（カナダ・トロントカナダ）：
2007年10月4日（木）～6日（土）

●定例の BoT会合（カナダ・バンクーバ）：
2007年12月8日（土）～9日（日）



成田　では、メディア広告事業への事業転換は、貴社に
とって大変革であったわけですね。

島村　そうですね。私が役員になる2004年まではずっと
赤字の会社でした。今では、赤字で株式市場に上場はあま

りないと思いますが、当時は相当の赤字があっても上場で

きました。ネットバブルの時代だったので、上場時何千億

円という時価総額もついてしまったのですが、その後は一

気にバブルが崩壊して、当時は本当に激動の時代でした。

ただ、幸い当社の場合は、上場したタイミングが良かった

ことから資金調達が順調で、キャッシュを沢山持っていま

した。そのため、新しい事業に集中できる経営資源はあっ

たので、いろいろ調査をしながらじっくり考えてメディア

広告事業への転換を決めることができました。

丸山　貴社は、地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」※3

を運営されていますが、このサービス開始の背景について

お聞かせいただけますか。

島村　地域密着型ポータルサイト「e-まちタウン」は、
2003年のクレイフィッシュ時代に作りました。他社が提供

する既存メディアの広告枠を販売するのに比べて、自社で

メディアを持ったほうが非常に利益率も高いため、独自の

ユーザーに支持されるメディアを作ろうということが発端

でした。我が社は、中小企業向けのレンタルサーバ事業

をやっていたことから、彼らに安価な広告の機会を提供し

たいと、地域密着型ポータルサイトを作りました。最初に

手がけたのは「豊島区タウン」で、その後「新宿区タウン」

と広げていき、全国展開(全国292タウン、ポータルサイト

の会員数14万人、月間4,400万PV)までになりました。

していきたいと考えていました。つまり「インフラのビジ

ネス」で日本のITの活性化を図りたいと参入したわけです。

しかし、2000年のIPO後、ITバブル崩壊もあり、我々のサー

ビス自体の解約等も増えていき、事業環境が厳しくなって

いきました。

そして、2003年頃から世の中のインフラがブロードバンド

化され、ユーザー環境も大きく様変わりしていきました。

今までテキストベースだったものが、画像や、最近では動

画へと、リッチコンテンツに変化しています。

成田　ブロードバンド化によって事業への影響があった
ということですね。

島村　「ドメイン名を登録してホームページを立ち上げ
るにはサーバが必要です」という当時のクレイフィッシュ

が展開していた事業では、企業ニーズを満たせなくなって

いきました。つまり、それまで中小企業はインフラそのも

のにお金を出していたのですが、ブロードバンド化以降、

インフラとしてのインターネットは当たり前で、それだけ

の提供には価値は無く「広告やユーザーを囲い込む方法等

のソリューション」といった、インターネットをうまく

使って売り上げを増やすためのツールも付加価値として提

供しないと、中小企業側のニーズに応えられなくなったわ

けです。

この中で、「サービスインフラ」から「コンテンツ・メディ

ア系」にシフトしていくことの必要性を感じました。そこで、

2003年にはハードウェアの販売事業等からも撤退し、2004

年からは本格的にメディア広告事業へとシフトしていった

というのが事業転換の経緯です。

成田　ところで、メディア広告事業とは具体的にどうい
うものでしょうか。

島村　メディア広告事業とは、ユーザーに支持されるよ
うなメディアを沢山作り、そこで広告を展開することです。

当時の広告はバナー広告や、ピクチャ広告がメインでした

が、最近ではリスティング広告※1、コンテンツマッチ※2、

動画広告等、いろいろな広告が増えてきており、我々もこ

うしたメディア広告を取り扱っています。

JPNIC

会員と語る e-まちタウン株式会社 

［参加者紹介］ JPNIC会員 
e-まちタウン株式会社 代表取締役

社長  島村 正顕氏 

JPNIC DRP/インターネットガバナ
ンス分野担当理事 丸山 直昌 

JPNIC事務局長  成田 伸一 

 

今回は、モバイル広告という最先端ビ
ジネスに取り組まれているe-まちタ

ウン株式会社の代表取締役社長島村
正

顕氏にお話をうかがいました。社名で
もある地域密着型ポータルサイト「e

-まちタウン」の展開から「モバイル広
告」

への参入に至るまでの事業変革の話
、企業理念と今後の目標についても広

くお話をいただきました。 

会員名 
e-まちタウン株式会社 
所在地 : 東京都豊島区南池袋1-16-15 光センタービル  
設　立 : 1995年10月16日   
資本金 : 14億1,000万円  
U R L  : http://corp.emachi.co.jp/ 
（2008年1月28日現在） 

左から、JPNIC丸山理事、JPNIC成田事務局長、 
e-まちタウン株式会社谷口氏、島村社長 

時
代
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波
に
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※1  リスティング広告：検索エンジンに入力されたキーワードに応じ
て、検索結果画面に表示されるテキスト広告のこと。現在日本で
は、Googleやオーバーチュアが大手検索エンジンに対応したリス
ティング広告を展開している。

※2  コンテンツマッチ：オーバーチュアが提供するクリック課金型のコ
ンテンツ連動型広告のこと。サイトのコンテンツと関連性の強い広
告をMSNやOKWave、All About等の提携サイトに表示している。

※3  地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」：
http://www.emachi.co.jp/成田　創業から現在までの貴社の歴史と事業の変遷につ

いてお聞かせください。

島村　創業時(1995年)はクレイフィッシュという社名で、
「レンタルサーバ」サービスが主な事業でした。創業者の

松島庸氏は、中小企業向けの市場を、「サーバ」という切

り口で開拓し、インターネットとITソリューションを提供

■レンタルサーバ事業」から
「メディア広告事業」への事業変革
～インフラ事業の限界～
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また、ローカルビジネ

スのために、地名にこ

だわったサイトを作ろ

うと、各地の地名を入

れたサイトを構築しま

した。そのためのドメ

イン名の登録も大変で

した。これらのサイト

のサービス呼称は、ユー

ザーに支持されて、愛さ

れるようなサービス名

として、「e-まちタウン」

に社内公募で決まりま

した。

丸山　とてもいいネーミングですよね。このサービス名
の「e-まちタウン」は、貴社の社名にもなっていますね。

島村　社内でもいろいろと検討しましたが、このメディア
事業を認知させるため、2006年2月に「e-まちタウン」に社

名を変更しました。

成田　メディア広告事業をする上で、コンテンツ作り
が重要だと思うのですが、ご苦労はなかったですか。

島村　私自身がもの作りで育った人間ではなく、営業や
マーケティング寄りの人間ですので、営業や販売について

は強みを持っていますが、コンテンツ作りではとても苦労

しています。

逆にコンテンツを持っている企業の中には、それを「売る」

という行為に苦労しているところがあります。ですから、

こうした企業とパートナーシップを結ぶよう努力していま

す。パートナー企業との間では、当社の販売力という明確

な強みを活かせるため、WIN-WINの関係を築けていると

思います。

丸山　モバイル広告とその市場環境の変化についてお聞

かせください。

島村　日本の広告市場は、6兆円規模と言われています。
このうち4大マスメディアである新聞・テレビ・雑誌・ラ

ジオの占有率が2/3で、残りの2兆円を、看板、電話帳、チラ

シ等のローカルメディアが占めています。このマスメディ

アの市場がインターネットに猛烈に侵食され始めていると

いうのが、まず、時代の一つの流れです。

もう一つの特徴は、インターネットの広告ビジネスは、

2007～08年では約5,000億～6,000億円市場と言われています

が、うち、モバイル広告はその10分の1くらいしかないとい

うことです。しかし、現代人のネットへの接続形態を見た

時にこの市場規模は果たして適切なんだろうかと思います。

つまり、2003年頃からは家庭でも常時接続が可能となり、

インターネットを使わない日はほぼありませんでした。こ

の頃、携帯電話は電話として使いましたが、毎日パケット

通信をしていたかというとほとんどやっていなかったと思

います。しかし、今どういう時代かと言うと、土日に家で

PCを開かずインターネットをしないことがあっても、携

帯は毎日見るという状況です。そのくらいモバイルの環境

は、5年前と今とでは変化しているのです。

丸山　そうですね。ここ数年で携帯電話は確実に日常生
活の一部になってきていますね。では、モバイルのインター

ネットサイトや使われ方にもいろいろと変化があったので

しょうか。

島村　2000～03年が2Gの世界、すなわち通信速度も
28.8kbps程度で、使われるサービスもブラウザやメールがメ

インでした。また、この時代に一番流行ったサービスが写

メールです。2000年にiモードが出てきましたが、まだフル

カラーではありませんでした。

2003～07年が3Gの世界で、通信速度も速くなっていきました。

2Gの時に「着メロ」だったものが、「着うた」「着うたフル」に

なり、通信速度の高速化で、見る間にリッチコンテンツが増

えてきました。最近は、ゲームやケータイ小説、コミック等

の電子書籍が多いですね。これに合わせ、携帯キャリア側も

パケット通信し放題等の料金体系を同時に出してきました。
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丸山　インターネット広告は約5,000億円市場で、モバイ
ル広告の市場規模はそれに比べて一桁少ないということで

すが、「モバイル」広告にこだわる理由は何でしょうか。

島村　インターネットで我々は後発なので、そんなに強
みがあるとは思っていません。インターネットの市場は成

熟まではしていませんが、ある程度立ち位置が決まってい

て、ナショナルクライアント※4や予算の大きい企業が広告

を掲載しています。例えば、リスティング広告は一番世の

中で広告効果が高い媒体ですから、そこに広告を出せるの

は、ほとんどの場合予算の大きい大企業になってきます。

こうした誰でも取り扱えるような広告媒体の枠を、既に大

手広告代理店が囲い込んでいるクライアントに買ってもら

うというのは困難です。時期がまず遅れたということ、な

らびに大手企業相手では我々の「販売」という強みが活か

せないと思います。ですから、我々の強みはニッチなマー

ケットにあると考え、「モバイル」広告を扱っています。

我々は黎明期である2000年頃からモバイル広告に取り組ん

でいましたので、その頃からのノウハウやパートナーさん

がいます。そして、現在モバイル広告の業界では、モバイ

ル広告クライアント1,019社、および月間取扱高は4億7,300万

円（2007年9月時点）と業界最大手です。

丸山　インターネット広告では後発だったけれども、モ
バイル広告ではうまく時代の波に乗られたわけですね。そ

れにしても、モバイル広告業界で最大手とはすごいですね。

島村　ありがとうございます。モバイル広告マーケット全
体の約10％を、当社が占めています。

成田　貴社のクライント層はどのあたりでしょうか。

島村　大企業と中小企業のちょうど間の、中堅企業が多
いです。具体的には、携帯キャリアの公式サイトに登録し

て着うたや着メロの音楽配信サービス等を行っている中堅

企業が多いです。

パケット定額制が普及したのは2006年頃からです。

また2007年には、各キャリアが検索エンジンの導入を行い

ました。今まではキャリアの公式サイトになることが、課

金の重要な手段であったのが、検索エンジンの登場は勝手

サイトでの商売を可能としました。現在この動きに付随し

てフィルタリングと18歳未満アクセスの問題が顕在化して

います。

2007年後半～今年にかけて、いよいよ3.5Gの世代ですから、

HSDPA方式で動画が見られるようになります。最近の機種

ではムービーを見ることができますし、また携帯キャリア

間で、iPhoneの争奪戦も繰り広げられています。より一層

携帯で音楽や動画等が楽しめる時代になっていくでしょう。

成田　なるほど、携帯電話でのインターネットサービス
は急速に進化しているのですね。今後は、どうなっていく

のでしょうか。

島村　2010年は3.5G-3.9G、2011年は4Gと言われています。
2011年の地上デジタル放送への移行により、通信と放送の

融合もさらに進むでしょう。そうしたら、テレビが携帯に

なって携帯がテレビになるような時代になるのではないか

と思います。そして、テレビが携帯になったら、携帯広告

がテレビ広告とイコールになるかもしれません。我々は、

そうした将来も見据え、今後著しい成長が期待できる携帯

に特化した広告ビジネスを展開していこうと思います。

e-まちタウン株式会社

e-まちタウン株式会社
代表取締役社長 島村 正顕氏

■ モバイル広告市場とモバイルの進化
（モバイルインターネット事情）

※4  ナショナルクライアント：製品を全国的に販売するナショナルブラ
ンドを持ち、広告や販売促進等のマーケティング活動を積極的に行
う大手広告依頼主のこと。

■ なぜ「モバイル」広告にこだわったのか

通信の高速化とともに、放送と通信の融合時代の到来 

現在 2011年 

市
場
の
広
が
り 

携帯 
周辺環境 

フルブラウザ 
ワンセグTV

放送と通信の 
融合 

iモード開始 
静止画広告 
テキスト広告 

パケット定額制開始 
国際ローミング 
携帯サイト検索 

サービス 
デジタルラジオ 

動画 
スマートフォン 

無線のブロードバンド化 
携帯・PCの垣根崩壊 

ブラウザ 
メール 
写真 

着うた＆フル 
Javaゲーム 
電子書籍 

速度・技術 
14M 
HSDPA

100M～1G28.8k
384k 
CDMA

3.5Ｇ 
（2008年～2010年） 

4Ｇ 
（2011年～） 

2Ｇ 
（2000年～2003年） 

3Ｇ 
（2003年～2007年） 

c  2007 e-machitown co.,Ltd.All Rights Reserved

外部環境（モバイル端末の進化について）
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いうことを大切にし、社内に浸透させています。

顧客満足度を追求するというのは当たり前のことで、ど

の企業でもやっていますが、株主、ユーザー、取引先、

クライアントといったステークホルダーに対して、満足

度を向上させるという「集団成功主義」が会社の理念で

す。また、広告ビジネスをしているので、特にクライア

ントに満足いただけるよう、「広告効果の追求」に対する

強い意識を持っています。一方で、効果を追求するだけ

でなく、我々にしかできない独自性も追求したいと思っ

ています。

独自性が高いメディアによりエンドユーザーを引き付ける

ことができ、それにより広告効果が高まってクライアント

も引き寄せることができるという意味を込めたのが、

「Only oneインターネットメディア広告企業」です。

丸山　独自性の追求とはどのようなことでしょうか。

島村　昨今のSEO※5会社の隆盛を見て思うのは、「その検
索エンジンのSEOアルゴリズムが変わってしまったらどう

するのか」、また可能性としては低いのですが、「その検索

エンジンがなくなったらどうするのか」ということです。

つまり、我々にしかないメディアだったり、検索エンジン

だったり、我々のグループ内あるいは事業投資会社との間

で「独自性を持ったメディア展開」をしていかないと、今

リスティング広告等で高い効果を得ていても、いずれクラ

イアントは離れていってしまうと思います。

さらに我が社では、2007年に2012年までの5ヶ年計画を作成

したのですが、この中で「インターネットのモバイルカン

パニーで一番になろう」という目標を掲げました。「モバ

イルと言えばこの会社」と認知されるレベルの利益目標値

を設定し、現在取り組んでいます。

成田　ではそうした目標を掲げている貴社が求める社員
像は何かありますか。

島村　どういった人間が好ましいかと言えば、やる気が
ある、志が高くて、一つ何かをやってやろうと思っている

ような、リスクを負える人間です。結果を出した人間に対

丸山　幅広いモバイル広告事業、地域ポータルサイト
「e-まちタウン」の運営に精力的に取り組まれている御社

ですが、クライアント(広告主)からの反応はいかがでしょ

うか。

島村　売り上げが評価だと考えるならば、1クライアント
当たりの売り上げは伸びているので、お蔭様でクライアン

トには評価していただいているのだと思います。広告は面

白いもので、最初の1回はどんな効果があるのだろうかと

期待があるので試してくれます。ですから、ここで効果を

出せば、クライアント側からまた受注できるというのが広

告の世界です。

わが社では、最終的にどんな部署に配属するとしても、最

初は必ず営業部に配属するようにしています。それは、ど

うやったらクライアントがお金を出したくたくなるような

メディアになるのかというのを肌で知ってもらいたいから

です。

丸山　営業にはかなり重点を置かれているのですね。と
ころで、貴社のサイトに「Only oneインターネットメディ

ア広告企業」というキャッチフレーズがありますが、これ

にはどのような思いが込められていますか。

島村　2004年頃から我々は広告ビジネスを始めました
が、決して大企業では

ありません。大手の広

告代理店さんに比べる

と特段力があるわけで

もないかもしれません。

ただ、だからこそ、

我々がそういう人達と

戦っていく中で、「効果

に関しては他社には絶

対に負けない。クライ

アントの満足度を上げ

るために、絶対に効果

を出し続けるんだ」と
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成田　携帯電話の人気コンテンツもいろいろと変化して
いるのでしょうね。

島村　2001年、2002年の写メールが流行した時代は、当
時で言う投稿サイトが主流でした。その後は、着メロ着う

たサイト、デコレーションメールや通販会社のサイトに人

気があります。現在一番人気は、コミック等の電子書籍で

す。通常着うたですと、取り放題で月額300円程度ですが、

コミックは1ユーザー当たりの平均単価が、約700円～

1,000円と高くなっていますね。

丸山　PCによるインターネットとモバイルによるインター
ネットとでは、何か違いがあるのでしょうか。

島村　Webの技術的なことを言えば、PCと携帯では
HTMLの生成も全く違います。さらに、携帯の中だけで考

えても大手携帯会社3社ともに、文字コード・利用規定・

通信パケット容量も違いますし、携帯端末の機種ごとに表

示のされ方が異なります。PCの場合は、メジャーなブラ

ウザでの表示を検証するだけで済むかもしれませんが、携

帯コンテンツの開発では、全端末で検証することが多いで

す。「この携帯機種ではサービスが利用できません」とい

う表示が出てしまっては、ビジネスの勝機を逃してしまう

からです。

一同　すごいですね。

島村　また、モバイル広告事業において、常に「風上」で
ビジネスを展開するためには、今後の携帯ビジネスやサー

ビスの方向性をつかんでおくことが必要です。それにPCで

はブラウザに表示するトップページの設定は自由にできま

すが、携帯では、必ず携帯キャリアのページがトップペー

ジですから。そのためにも、携帯電話キャリアとの良いリ

レーション作りは必須ですね。

丸山　ただ、今後携帯電話でのフルブラウザ利用が増え
ていくと、携帯電話のトップページもオープンになりそう

ですね。

島村　それは、恐らく4G頃の話でしょうね。携帯は、
PCインターネットと同じ軌跡を辿るのか、あるいは現状

通り独自路線で行くのか、考えは分かれると思います。私

の考えでは、携帯の親指操作と、PCの両手キーボード打

ちでは操作方法が違うことからも、携帯電話によるフルブ

ラウザの定着化の可能性はそれほど高くないと予想してい

ます。

成田　自分の携帯で必要な情報が見られれば、それでい
いわけですね。

島村　今、女子高校生がインターネットを使っていると言え
ば、携帯のことを言っています。その人達があと5年も経てば、

就職活動をし始めるわけですが、きっとPCに変わって携帯で

するようになると思います。そうすると、またPCとは違った、

モバイル独自のサービスが出てくると思っています。

他にも、PCインターネットと携帯インターネットの違いとし

ては、携帯だと画面が二つ同時に出ないので情報の比較がしづ

らい点が挙げられます。お店の予約やショッピングをする時等

がそうです。

成田　では比較する分、PCユーザーはアクションが遅い
けれども、モバイルユーザーはアクションが速いという傾

向があるのでしょうか。

島村　おっしゃる通り、モバイル利用者は意思決定が速
いです。PCだと、メルマガが来てもあまり読まないです

よね。モバイルだと、メルマガの購買率が実際上がります。

PCとモバイルが一緒だと思っている人は結構多いと思う

のですが、ずっとそう思っていて欲しいほどビジネスチャン

スが実は沢山あります(笑)。一方で、2011年で通信と放送

が融合されてくると、ナショナルクライアントもこのビジ

ネスチャンスに気付くと思うので、そういう時には大手広

告代理店等もモバイル広告にかなり参入してくると思いま

す。ですから、我々は、販売だけではなく、今から新しい

メディアにもいろいろと投資をしています。

e-まちタウン株式会社

JPNIC DRP/インターネット
ガバナンス分野担当理事 丸山 直昌

■「PCインターネット」と
「モバイルインターネット」との違い

※5  SEO:Search Engine Optimizationの略。YahooやGoogle等の検
索結果で上位に表示されるようにサイトの最適化をすること。

■ 企業理念と今後の目標
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会員と語る 
JPNIC

して、我が社は他社と比

べてもかなりのインセン

ティブや報酬を与えま

す。逆に結果を出せない

人は、全然もらえません。

よくメジャーリーガーの

ようだと言われます。

成田　では、結果を出
す人達に共通すること

はありますか。

島村　入った時は、み
な平等です。とにかく

結果を出せばいいので

す。そうすれば、評価

されます。ただ成功するには、方程式があると思っていま

す。それは、努力をする人には絶対に結果が出るというこ

とです。努力を惜しまない人間には結果が出るようなマネ

ジメントはできます。

丸山　そのマネジメントに秘訣みたいなものはありますか。

島村 はい。例えば、広告の仕事では、経験値が上がれ

ば上がるほど、この業種、このカテゴリ、このキーワード、

というようにケースに応じて最適な組み合わせを細かく分

析することが可能になり、それが次のクライアントへの提

案に活きてくるのです。クライアントが社内で予算を取れ

ると言っているから大丈夫だと言って、分析等の地道な努

力をしない人間は、一時的に売り上げを上げられることは

あっても、長続きはしません。

丸山　やはり地道な努力が実を結ぶわけですね。

成田　最後にJPNICに対する期待やご要望があればお聞
かせください。

島村　モバイルでは、これから中小企業がホームページ
を作り出すと思います。この2～3年で相当増えると思いま

す。また、あと5年位経てば、就職活動もみな携帯でする

ようになると思うので、企業側が携帯ホームページを持っ

ていないと大変なことになるかもしれません。

また、今の幼稚園児の母親世代は、モバイルが生活の一部

になっている世代です。幼稚園のサービスで「○○君は今

日こんなことをしていましたよ」という情報を送信すると

お母さん方はすごく喜びます。今後、うまく携帯のホーム

ページ等を利用してお母さんを囲い込み、未就園児を募集

しないと厳しい時代になると思います。

実際に、「モバらく」という小さな事業投資会社で、携帯

電話を利用したホームページ作成サービスを既に販売して

います。今後このサービスを猛烈に広げようと思っていま

す。ですから、携帯のホームページは今後「なくてはならな

い」までになると思いますし、当社がそうなるよう導いて

いこうと思っています。こうした状況に伴って、ドメイン

名の登録も増えます。そのため、今後ドメイン名に関わる

問題も多くなってくると思いますので、JPNICやJPRSに

はぜひそのあたりでのさまざまな国際調整等の役割を期待

しています。

成田　携帯でも企業や教育機関がWebサイトを持つ時代
がすぐに来るのですね。そういう中、お役に立てるよう努

力いたします。本日はとても楽しく、また貴重なお話をあ

りがとうございました。

e-まちタウン株式会社

■ JPNICに期待すること

JPNIC事務局長 成田 伸一
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Activity Report

活動報告 

活動カレンダー（2007年11月～2008年3月） 

■12月 

第33回臨時総会（東京、東京ステーションコンファレンス） 7

■3月 

第34回通常総会（東京、八重洲富士屋ホテル） 21

■2月 

第64回通常理事会（東京、JPNIC会議室） 15

■11月 

7 第63回臨時理事会（東京、JPNIC会議室） 

電子認証プラクティスフォーラム BoF（東京、秋葉原コンベンションホール） 19

Internet Week 2007（東京、秋葉原コンベンションホール） 19～22

第20回ICANN報告会（東京、秋葉原コンベンションホール） 27
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2007年11月27日（火）、秋葉原コンベンションホール（東

京都千代田区）にて、JPNICと財団法人インターネット協

会（IAjapan）の共催で第20回ICANN報告会を開催しまし

た。以下に、報告会の内容をご紹介します。

◆ICANNロサンゼルス会議概要報告

筆者であるJPNICの高山より、ICANNロサンゼルス会議

（2007年10月27日～11月2日）の概要を報告しました。本会

合でのトピックであった、WHOISに関するPDP（Policy

Development Process：ポリシー策定プロセス）、新gTLD導

入に関するPDP、IDN※1の進捗、ドメイン名テイスティング

への対応、役員人事について等が主な内容となります。

◆ICANNアドレス支持組織（ASO）報告～IPv4アドレ

ス枯渇に関する議論～

JPNICの穂坂より、ロサンゼルス会議で開催されたASO

ワークショップの様子や、ASO、RIRでの議論の動向をご

報告しました。

ASOワークショップでは、IPv4アドレスの在庫枯渇が主

なテーマとなり、在庫枯渇の状況や、関連するIPアドレス

ポリシーの策定プロセス等についての説明とディスカッ

ションが行われたとのことです。技術的な専門用語が飛び

交う議論であったため、一般ユーザーも理解できるような

内容にするよう努めてほしい、とのコメントもあったよう

ですが、IPv4アドレス在庫枯渇関連の問題意識はICANNの

場でも浸透してきたようで、多くの場で議論されるように

なったとの印象が伝えられました。

IPv4アドレス在庫枯渇にまつわる問題は、IPアドレスポ

リシーの策定、IPv4アドレスの回収再利用、IPv6の採用等

だけでは解決できるものではなく、乗り越えるべき課題は

未だ多くあるとのことでした。JPNICでもこの問題に取り

組んでおり、「IPv4アドレスの在庫枯渇に関して※2」のペー

ジで関連する情報を定期的に発信していますので、ご参照

ください。

◆IDN ccTLDの検討状況

IDN ccTLD導入に向けた検討状況について、株式会社

日本レジストリサービスの堀田博文氏よりご報告いただき

ました。

現在利用されているccTLDには、ISO 3166-1で定めてい

るASCIIの2文字を一律そのまま用いていますが、今後新た

なccTLDを導入していこうとすると、ICANNの場において

文字列をリスト化する作業が必要となります。ICANNの場

でポリシーを策定するためにはPDPを経ることになります

が、PDPでISO 3166-1に対応したIDN ccTLDを策定しよ

うとすると、政治的な問題等も絡んだポリシー調整が必要

Activity Report

■ 第20回ICANN報告会レポート

ICANN報告会の様子。
参加者の皆様に熱心にご清聴いただきました。
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になると考えられ、最初のIDN ccTLD導入までに2～7年

程度かかるとも言われています。

しかしながら、IDN ccTLDの早期導入を切実に願うコ

ミュニティが少なからずあるため、その要望に応えるべく、

ccNSOを中心として、正式なプロセスとなるPDPとは別に、

安全に混乱の無い範囲で早期導入を可能とする暫定的なポ

リシーを策定し、1年余りで限定的なIDN ccTLDを導入す

ることを目的として、並行して検討を行っています。

堀田氏からは、日本語.jpのサービスを提供されてきたこ

れまでの経験に基づき、利用環境が整えば日本語のTLDへ

の需要は見込めるのではないかとの見解が示されました。

ccTLDとgTLDはともに、2008年第4四半期にはIDN TLD

の創設提案の受け付けを開始するとも言われており、日本

のコミュニティにおいてIDN ccTLDの導入について議論

される日は遠くないのではないかと思います。

◆ドメイン名の "Front Running" について

JPNIC理事の丸山より、GNSOの議論の中で興味深かっ

たトピックの一つとして、ドメイン名のFront Runningに

ついてお知らせしました。

「ドメイン名のFront Running」とは耳慣れない言葉かと

思います。例えば、あるドメイン名を登録しようとして

WHOISを検索したところ、未登録の状態であることが確認

できたものの、その数日後に当該ドメイン名を登録しよう

としたところ、既に登録済みであることが判明した、とい

うような状況を経験した方はいらっしゃるでしょうか。こ

の例のように、ドメイン名を登録しようとする人が登録可

能性をWHOISでチェックすると、第三者がその検索結果を

モニタリングして、先行してドメイン名を登録してしまう

活動報告
第20回ICANN報告会レポート

行為が行われているのではないかと疑われているのです。

そうした行為は、証券取引の世界で言われる「フロントラン

ニング※3」の状況と似ていることから、このように言われ

ています。

ロサンゼルス会議の直前にSSAC※4より提出された報告

書※5では、ドメイン名のFront Runningについては確たる

証拠が無く、実際に行われていると断言はしていません。

しかしながら、現状ではWHOISの検索結果が漏洩する可能

性は残念ながらあり、苦情が寄せられたり疑念を持たれて

いるという状況は、ドメイン名事業に対する信頼感を失わ

せているとされています。SSACではドメイン名のFront

Runningについてさらに研究を進めるために、事例の提供

を求めています。

［関連記事］ P.48 「ICANNロサンゼルス会議報告」

※1   Internationalized Domain Name（IDN：国際化ドメイン名）
ドメイン名を表す文字としてASCII以外の文字も使えるようにす
るための技術です。また、そのような文字を用いて登録されたドメ
イン名そのものを指すこともあります。RFC3490、3491、3492で規
定されています。

※2   IPv4アドレスの在庫枯渇に関して
http://www.nic.ad.jp/ja/ip/ipv4pool/

※3   フロントランニング
（株式会社東京証券取引所グループの証券用語の説明より）
「証券会社またはその役職員が、顧客から有価証券の売買の委託
等を受けた場合、その売買を成立させる前に、自己の計算におい
て同一銘柄の売買を成立させることを目的として、顧客の注文よ
り有利な価格（同一価格を含む）で有価証券の売買を行うことを
いい、証券取引法で禁止されています。」
http://www.tse.or.jp/glossary/gloss_h/hu_frontrunning.html

※4   Security and Stability Advisory Committee
（SSAC：セキュリティと安定性に関する諮問委員会）
ICANNの諮問委員会の一つで、インターネットのネーミングおよ
びアドレス割り振りシステムのセキュリティと完全性に関する問
題について、ICANNコミュニティおよびICANN理事会に対して
助言を行います。SSACは、ルートサーバ運用管理者、
gTLD/ccTLD運用者、レジストラ、RIRsなどの技術関係者19名
によって構成されます。

※5   Domain Name Front Running（20 October 2007）
http://www.icann.org/committees/security/sac022.pdf
P.9～P.10に、事例提供をする際の報告要領が記されています。
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読み込みなどに多くの時間を要し、年の1/4から1/3の時間

をICANNの活動に投じているとのことで、本業とのバラン

スを保つことが大変難しい様子が窺えました。特に、指名

委員会選出理事となると、ICANNが直接的に関係する業界

に対して中立的な立場の人を選出しようとするため、選出

されたメンバーからすると自身の出身組織とICANNとの関

わりが薄く、ボランティアのような性質になりがちとのこ

とです。理事メンバーのモチベーションを維持するために

は、ワークロードとリターンのバランスを考えていくこと

が課題の一つとして考えられるとの見解を示されていまし

た。会場からは、伊藤氏のこれまでの功績に対して拍手を

もって感謝の意が表され、今後、伊藤氏の報告が聞けなく

なることを残念がる声も聞かれました。

ICANNは、予算規模が年々膨らんでいることからも分か

る通り、組織として肥大化しており、機動力の低下が懸念

点として指摘されています。そのような状況において、時

にラディカルな意見も投じていた伊藤氏を失うのは惜しい

ことだと思います。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

ICANN報告会の資料と動画は、JPNIC Webサイトにて公

開しています。

http://www.nic.ad.jp/ja/materials/icann-report/index.html

（JPNIC インターネット推進部 高山由香利）

活動報告
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◆ICANN At-Large諮問委員会（ALAC）報告

財団法人ハイパーネットワーク社会研究所の会津泉氏よ

り、At-Large諮問委員会（ALAC）の活動報告がありまし

た。

ALACでは、委員メンバー15名中13名が入れ替わったこ

とにより、議論を進める前に進め方の確認から行う必要が

あったり、活動方針についてICANNスタッフと認識のずれ

がある等の不安定要素を抱えつつも、ポリシー分野への取

り組みを進めていることが報告されました。

特に、IPv4在庫枯渇に関しては、「IPv4枯渇とIPv6移行

に関するコメント」を提出し、ALACとしてはこれまでRIR

が行ってきた取り組みを尊重し、これからの活動に対し、

より積極的に参加していく意向であることが伝えられまし

た。

2007年11月12日から15日まで、ブラジルのリオデジャネ

イロで開催された第2回インターネットガバナンスフォーラ

ム（IGF: The Internet GovernanceForum）※6では、JPNIC

が共催団体の一つとして参画したIPv4在庫枯渇とIPv6移行

に関するワークショップに会津氏も共催団体の代表として

参加されたため、その際の様子も報告いただきました。ワー

クショップでは、IPv4在庫枯渇に関する問題の概要のみな

らず、日本政府の取り組みも紹介し、多くの聴衆が関心を

寄せていたとのことです。

◆ICANN政府諮問委員会（GAC）報告

総務省の柳島智氏より、政府諮問委員会（GAC）での議

論の様子について報告がありました。

GACでも、IDN ccTLD導入について引き続き検討が進

められており、今回の会議でも考慮すべき検討課題につい

て意見交換が行われたとのことです。文字列や運用者等は

各国政府の決定に従うべきとの基本的考えに基づき、さら

に検討を重ね2008年6月のパリ会議にてGACの考えを取り

まとめる予定であること、また早期導入を実現するための

暫定的措置については支持をしており、新gTLD創設の際

に国名と紛らわしい文字列が申請された場合には、必要に

応じて申し入れをしていくことで合意されたことが伝えら

れました。

WHOISと各国のプライバシー保護法規との齟齬への対処

については、各国の事情が異なる中で統一的な手続きを策

定することは現実的ではないため、個別の問題は関係国政

府に照会されるべきとの考えを表明したとのことです。

WHOISデータの利用と悪用の実態調査をICANNに対し再

度申し入れたということで、今後のWHOISの議論にも反映

されることと思われます。

GACに参加する政府関係者は、電気通信関連の担当であ

る場合もあれば外交担当の場合もあるなどバックグラウン

ドが異なるため、IPv4在庫枯渇とIPv6の導入の話題につい

ては捉え方に温度差があったようですが、2008年度の優先

検討課題の一つとして認識されるまでになったそうです。

総務省としては、2008年3月にアクションプランを提出する

予定であることが伝えられました。

◆ICANN理事からの報告

株式会社ネオテニーの伊藤穰一氏は、ロサンゼルス会議

をもってICANN理事の任期を終え退任されました。理事の

立場で関わるICANNを報告いただく最後の機会となり、こ

れまでの3年間を振り返り経験談をお話しいただきました。

ICANN理事を務めるためには、会議出席や厖大な資料の

第20回ICANN報告会レポート

※6   インターネットガバナンスフォーラム（IGF）
インターネットガバナンスの問題に関し、マルチステークホルダー
（各界関係者）間で政策対話を行う国際連合管轄のフォーラムです。
［関連記事］P.51「IGFリオデジャネイロ会話報告」

第20回ICANN報告会レポート
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◆第1号議案：2007年度補正予算案承認の件

本議案は、第31回総会（2007/3/9）にて承認された2007

年度収支予算に、変更が生じたため作成された、補正予算

案についてお諮りしたもので、変更する収支予算項目につ

いて、成田事務局長が全体の説明を行いました。本議案は、

原案の通り承認可決されました。

◆第2号議案：IPアドレス維持料の一部見直しの件

前村IP事業部長より、IPアドレス維持料の一部見直し案

について、提案がありました。本議案につきましては、第

23回総会（2004/6/18）でご承認いただいたIPアドレス事業

料金体系見直しに基づき、2008年度の維持料見直しについ

て検討した案をお諮りしました。説明終了後、原案の通り

承認可決されました。

◆第3号議案：理事1名選任の件

過去1年での理事3名の辞任を受け、減員の補充、運営基

盤・体制の強化のために理事会から推薦された、エヌ・

ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ブロードバン

ドIP事業部長 高瀬哲哉氏が、新理事に選任されました。

第33回臨時総会の資料、議事録等は、JPNIC Webサイト

にて公開しております。

□社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　

第33回総会（臨時総会）

http://www.nic.ad.jp/ja/materials/general-meeting/20071207/

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

総会に引き続き、講演会が行われました。今回の講演会

は、竹内芳明氏（総務省総合通信基盤局 電気通信技術シス

テム課長）より、「新世代ネットワーク実現に向けて」と題

した講演が行われました。

2008年度事業計画・収支予算に関わる次回の第34回通常

総会は、2008年3月21日（金）に東京・八重洲富士屋ホテル

にて開催する予定です。

（JPNIC 総務部 細越亜紀子）

活動報告
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2007年12月7日（金）、第33回JPNIC臨時総会を、東京都

千代田区丸の内の東京ステーションコンファレンスにて開

催いたしました。今回の総会では、1件の報告事項のほか、

2007年度補正予算案、IPアドレス維持料の一部見直しの件、

理事1名選任の件の3議案について、会員の皆様にお諮りし

ました。以下、本総会の報告事項と議案について、簡単に

ご報告します。

◇報告事項：IPv4アドレス在庫枯渇問題に関する

検討報告書の件

本件に対するJPNICの検討結果の報告について、荒野理

事が説明を行いました。

詳細は、既に本号の特集1※1でも報告しているために割愛

しますが、2010年～2011年頃とされるIPv4アドレス在庫枯

渇に向け、三つの対応策を提示し、それに対する考察を加

えました。また、JPNICとしての今後の課題も述べました。

検討報告書は、下記URLからご参照いただけます。

□ http://www.nic.ad.jp/ja/topics/2007/20071207-01.html

■ 第33回臨時総会報告

第33回総会会場の様子

第33回通常総会報告

講演を行う竹内芳明氏

分配可能なIPv4アドレスの在庫枯渇は確実。予想年は2010-11年 需要を示す経済指標を元に再検証 

インターネットが止まるわけではないが、インターネットの拡張が止まる 

事業者が拡張できなくなる 
（新規顧客・新規エリア・新サービス） 

利用者や機器ベンダは事業者の 
対応によって影響を受ける 

（0）未利用アドレスの回収・ 
      再在庫化および再分配 

確保できた事業者には最も円滑な対
応策 
左記の回収、再分配の実現により、ア
ドレスが確保できる可能性もある 

（1）IPv4アドレスの確保 
     （自網でのやりくりなど） 

中規模以下の事業者では運用
実績あり 
大規模事業者への適用には課
題あり。サービスがデグレードす
る難点あり 

（2）IPv4 プライベート＋ 
      NATの利用 

（3）IPv6の導入 

適切な対応をとらないとどうなるか？ 

誰への影響か？ 

レジストリができることは何か？ 事業者としての対応策は何か？その評価は？ 

事業者はいずれかの 
対応が必要 

（B） 
分配済み未利用IPv4アドレスの 
回収・再在庫化、再分配の検討 

（A） 
IPv6の普及推進に関する検討 

（C） 
利用者の意見を反映するための施策の検討 

JPNICにおける今後の対応 

従来のアドレス管理ルールから考えて最
も妥当な対応策 
実効性は不透明なものの、レジストリとし
て継続して検討する必要のある対応策で
ある 

唯一、永続的かつ全ての
事業者に適用可能な対
応策 
コストなど、実現のための
課題がある 

利用者が問題を正しく 
知ることは重要 

IPv4アドレス在庫枯渇問題に関する検討報告書（第一次）エグゼクティブサマリ

※1   関連記事 P.4「特集1 IPアドレス在庫枯渇問題に関する検討報告
書（第1次）の公開にあたって」
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ことを期待していましたが、普段より若干多い程度であっ

たことは少し意外でした。しかし、この時期の単独ミー

ティングには通常参加しない、ヨーロッパで活動するオ

ペレーターの方も数名参加していたようです。結果とし

て、合計31の経済圏から265名の参加があったと報告され

ています。

プログラム面では、チュートリアル、BoF、APNIC総

会については従来と変わりませんでしたが、1年前に単独

開催した時からの試みとして、APOPS、SANOG Plenary

等、従来よりも技術的な内容にフォーカスしたセッション

の割合が増えていたことが印象的です。SIGも、このミー

ティングではポリシーSIGとNIR SIGのみに絞り、その他

の技術的なテーマを扱うSIGは、APOPSやSANOGセッ

ションに吸収する形をとっていました。

このミーティングで議題として注目されていたものは、

APNICにおける料金改定と、IPv4アドレスの在庫枯渇に

関する提案の2トピックです。また、前回のミーティング

から、各SIGセッションを担当するSIG Chair/Co-Chairの

任期を2年とし、選挙方式にすることが決定され、今回も

ポリシーSIG、IPv6テクニカルSIG、NIR SIGのChair/Co-

Chairについて選挙が行われました。

◆SIG Chair/Co-Chairの選挙

今回はポリシーSIG Co-Chair2名、IPv6テクニカルSIG

Chair1名、NIR SIG Chair1名のポジションが改選対象と

なり、以下の結果となりました。

2007年9月3日（月）～9月7日（金）に開催された、第

24回APNICオープンポリシーミーティングは、インド・

ニューデリーがホスト地でした。5分以上も歩くと汗が流

れ出るような気候でしたが、オールドデリーにあるモス

クの周り等、芝生が広がっている場所もいくつかあり、

木陰で涼んでいる家族やカップルをちらほらと見かけま

した。

今回は南アジアで活動するネットワークオペレーター

のグループである、SANOGとのコラボレーションという

こともあり、地元のインドや周辺国からの参加者が多い

インターネット・トピックス 

◆ポリシー提案の結果

［全体］

今回最も議論が集中したのは、IPv4アドレスの在庫枯

渇に関する提案3点です。

このミーティングで予定されていた提案事項は8点でし

たが、うち4点が提案者の意向等により取り下げとなり、

セッションの2/3以上の時間は、IPv4アドレスの在庫枯渇

に関する、以下の提案に費やされました。

ポリシーSIG  Co-Chair ：Randy Bush

Jian Zhang

IPv6テクニカルSIG  Chair：松崎吉伸

NIR SIG  Chair ：奥谷泉（筆者・再選）

なお、このたび改選対象ではなかったChair/Co-Chairの

ポジションについては、引き続き現在のChair/Co-Chairが

継続してその任にあたります。

◆APNICの料金改定

2007年1月～12月のAPNICの決算収支は、7%の赤字とな

ることが予測されており、2008年以降の赤字を防ぐ暫定処

置として、以下二つの変更を行う提案が行われました。

・会費の徴収通貨をUSドルからAUドルに変更する

・会費を一律7%増額する

収支の赤字は、固定費の増加と、収入源であるUSドル

と支出通貨であるAUドルの、為替レートの差分による損

失が原因とされているためです。

また、並行して、長期的な料金改定についても、今後1、

2年を目処に検討を進めることも説明されました。

ミーティングでの結果としては、投票した会員の過半

数の支持が得られず否決となりましたが、その後、USド

ルからAUドルへの通貨の変更については、APNIC EC

（Executive Council）の判断により、2008年1月より施行

することが決定しました。

インターネット・トピックス 

New Delhi,  India

ニューデリーにある会場にほど近い街の様子

第24回APNICオープ
ンポリシーミーティン

グレポート 2007.9.3　9.7

会場の様子

■全体概要
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prop-046: JPNICからのIPv4アドレスの在庫枯渇に向け

た提案

prop-051: LACNICからのIPv4アドレスの在庫枯渇に向

けた提案

prop-050: APNIC地域において、割り当て済みIPv4アド

レスの移管を認める提案

※prop-046、prop-051はいずれもIANAからRIRへの分

配方法を定義したもの

しかし、テーマが大きいこともあり、いずれの提案に

ついても今回は結論が出ず、継続議論という結果となっ

ています。

［枯渇に関する提案］

まず、IANAからRIRへのIPv4アドレスの分配方法を定

義したJPNICからの提案は、趣旨は異なるものの、同じく

IANAプールの分配方法について定義している、LACNIC

からの提案とあわせて議論が行われました。

JPNICからの提案は、IANAのIPv4アドレスプールが

5×/8を切った時点で、各RIR（合計5RIR）に1×/8を分配

するとしたものです。一方、LACNICからの提案では、

RIRへの分配サイズがより大きく、2×/8を分配すること

を提案しています。

RIRへの分配サイズの予測しやすさにつながることを目

的としたJPNICからの提案は、趣旨について一部の参加者

からは支持が得られたものの、「用途が明確ではないのに

分配だけ決めるのは合理的ではない」として、反対意見

もそれなりにあり、コンセンサスと判断されるまでには

至りませんでした。あわせて提案が行われた、LACNICか

らの発表も同じ結果です。

これを受け、APNICプールの最後アドレスブロックの

用途についても、次回のミーティングまでに国内での議

論も調整の上、より具体的な提案を行う予定です。

もう1点の、割り当て済みアドレスの移管を認める提案

については、移管を認めることに対する強い反対意見は

見受けられませんでした。一方、歴史的PIを含めていな

いこと、対象をアジア太平洋地域に限定していること、

また、ポリシーの原則を変更することになることから、

慎重な検討を支持する意見が強く、継続議論となりまし

た。

JPNICとしても、移管については、歴史的PIへの影響、

市場取り引きがどのような形で行われる可能性があるの

か等、次回のAPNICミーティングまでに、国内からのご

意見も考慮した上で、十分な検討が必要であると考えて

います。

［その他の提案］

その他の提案として、IANAからRIRへのAS分配ポリ

シーについては、実運用の明文化であり実質的な影響は

ないことから、参加者から異論なくコンセンサス（賛同）

が得られました。その他RIRでもコンセンサスが得られ、

ICANNで承認された時点で、グローバルポリシーとして

インターネット・トピックス 

施行される予定です。

また、取り下げられた4点の提案のうち、IPv6初回割り

振り基準の変更については、2年以内に「200」の顧客へ

の割り当てという数的要件が、一部国内の事業者から

「障壁となっている」との意見も寄せられているため、今

後提案自体が撤回される場合には、JPからの提案の可能

性も含めて、あらためて対応を検討する必要があると考

えています。

◆次回のミーティング

次回のAPNICミーティングは、APRICOT2008のプログ

ラムとして、2008年2月25日～29日にかけて、台湾・台北

で行われる予定です。

◆参考情報

24th APNIC Open Policy Meeting

http://www.apnic.net/meetings/24/

prop-046: JPNICからのIPv4アドレスの在庫枯渇に向けた提案

http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-046-v002.html

prop-051: LACNICからのIPv4アドレスの在庫枯渇に向けた提案

http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-051-v001.html

prop-050: APNIC地域において割り当て済みIPv4アドレスの移管

を認める提案

http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-050-v001.html

（JPNIC IP事業部 奥谷泉）

◆概要

第24回APNICミーティングは、SANOG（South Asian

Network Operators Group）と合同で行われました。その

ためか、APNICミーティングにおけるAPOPS（Asia

Pacific Operators forum）の話題が充実しており、一部で

は技術的な議論に特化したNANOG（North American

Network Operators' Group）での議論を思い起こさせる

場面もありました。

本稿では、リソース証明書とルーティングのセキュリ

ティに関する話題について報告いたします。

◆APNICにおけるリソース証明書のサービス化に関して

今回のAPNICミーティングでは、NIRにおいてIPアド

レス管理業務を行っている担当者を対象とした、NIR

Hostmaster Workshopというワークショップが開かれま

した。今回の主な議題は、APNICにおけるリソース証明

書の提供についてです。JPNIC、KRNIC、TWNICから

各々1、2名の参加者があり、小さな会議のような形のワー

クショップとなりました。

APNICでは、2006年度初頭から、リソース証明書の開

発に取り組んでいます。APNICにおけるWeb申請システ

ムであるMyAPNICを通じて、2007年度末にサービス化が

行われる計画があります。今回のワークショップは、リ

第24回APNICオー
プンポリシーミーテ

ィングレポート

■APNICにおけるリソース証明書の動向
～第24回APNICオープンポリシーミーティングでの議論～
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この発表は、IIT（Indian Institutes of Technology - イン

ド工科大学）の学生による修士論文の内容で、APOPSに

割り当てられた時間の最初に行われました。発表による

と、BGPルータでprefix hijack（本来の持ち主ではない第

三者による経路の乗っ取り）を検知できるシステムを実

装し、実験環境で実測、その有効性を検証したとのこと

です。

この研究では、prefix hijackの判別に、ルータ自身が蓄

積した過去の経路情報を用いており、この過去のデータ

がprefix hijackの検知に役立つかどうかを検証する目的で

計測が行われました。

計測の結果、prefix hijack検知の一環として、prefixが

問題ない状態で行われる変更を検知するために、過去の

データが役立つ、という点が確認されたそうです。また、

ルータにおけるホールディングタイムの変化や、パス長

の変化などは、MOAS（Multiple Origin AS）における、

不正な経路のフィルタリングに役立つことがわかってき

ました。

ショップについては、以下のような意見が挙げられまし

た。

○KRNICやTWNICの意見

a.リソース証明書の技術的な必要性が理解できてい

ない。

費用がかかる大きなプロジェクトだがその理由付

けが少なすぎる。

b.実験的な利用開始はよいが、サービス化は改めて

検討が必要。

－ルーティングの安全性向上はLIRに求められて

いることではある。

－投資の検討は必要だと考えられる。

今回のWorkshopは、APNICからの情報伝達に近いもの

がありましたが、今後アジア太平洋地域での適切な普及

を図るには、まずNIRの理解を図ることから始める必要が

あると考えられます。

なお、RIPE NCCでは、リソース証明書に関するLIRの

理解を図ったり、RIPE NCCにおける業務を検討するプロ

ジェクトが2006年末頃から行われてきており、次回（第

56回）のRIPEミーティングで報告される予定です。

◆APOPSにおけるルーティングセキュリティの話題

APNICミーティング中のAPOPSで、ルーティングセ

キュリティに関する興味深い発表があったので報告いた

します。
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ソース証明書のサービス化に先立って、リソース証明書

の提供方法に関する意見をNIRから集めるという趣旨で

あったようです。

AP地域にはNIRが多く存在しているため、リソース証

明書を提供する形態が、他のRIRよりも若干複雑になると

考えられます。方式を大きく分類すると2種類あり、一つ

はAPNICが集中的に証明書を管理する方式で、もう一つ

は各NIRが証明書の管理を行う方式です。リソース証明書

の技術には、他に利用可能性等の課題がありますが、こ

ちらについてはアジェンダになく、議論されませんでし

た。

今回のWorkshopでわかってきたことは、まずAPNICで

は、リソース証明書に関して、2007年度末のサービス化

を、変更する余地のない計画だと考えている点です。

IPv4アドレスプールの枯渇期において、IPアドレスの不

正利用対策としては、リソース証明書が唯一の手段であ

るように捉えられているようで、サービス開始を急ぎた

い様子でした。ただし、APNICにおけるリソース証明書

の提供には、次に述べるような利用可能性等に関する課

題があります。

◆サービス化に先立って存在する利用可能性の課題

APNIC側が考えるリソース証明書の用途は二つありま

す。一つは、IPアドレスの割り振りを通じた正当な利用

権利を示すデータです。もう一つは、IETF SIDR WGで議

論されている、セキュアなドメイン間ルーティングです。

リソースに対する電子証明書がいくら発行されても、

それが本来の目的を達せなければ意味がありません。こ

こでいう本来の目的とは、リソースの不正利用を排除し

たり、レジストリの登録情報に基づいてルーティングの

安全性向上が図れるか、といったことです。つまり、サービ

ス化の前に、以下に挙げる課題をクリアしている必要が

あります。

○サービス化に先立つ、リソース証明書に関する利

用可能性の課題

a.リソースの不正利用があったときに、それを回避

する／拒否する手法を確立すること

b.IETF SIDR WGで提案されているように、S-BGP

等で利用し、ルーティングの安全性への利用がで

きること

前述の通り、今回のワークショップではこれらの課題

に関する議論はできず、単にAPNICがサービス化する意

思をNIRに伝える場になってしまいました。

◆リソース証明書に関するNIRの動向

ワークショップの終了後、ワークショップに参加して

いたNIRの各担当者の方々がほぼ全員残る形で、リソース

証明書に関する情報交換が行われました。

KRNICやTWNICの方は、そもそもリソース証明書に関

する技術的な情報が足りていない状況があり※1、懸念点が

わからないという感想を持ったようです。今回のワーク

第24回APNICオー
プンポリシーミーテ

ィングレポート

※1 第24回APNICミーティングが開催された翌月の2007年10月に、
KRNICにおいてレジストリシステムの技術担当をされている方が
来日し、リソース証明書に関する情報交換を行いました。
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強調するプレゼンテーション、RIRにおけるIPv6プロモー

ション活動の紹介などが行われました。当方から日本に

おけるIPv6採用サービスの現状等を紹介したところ、商

用サービスの有無やIPv6に対する政府の関わり方など参

◆インターネットガバナンスに関するセッション

2007年11月に、ブラジル・リオデジャネイロで開催さ

れる予定の、第2回インターネットガバナンスフォーラム

（IGF）に向け、過去の経緯や現在の準備状況などの説明

がありました。次回のIGFでは、議論のテーマとして

「Access（アクセス）」、「Security（セキュリティ）」、

「Diversity（多様性）」、「Openness（開放性）」、「Critical

Internet Resources（重要なインターネット資源）」の五

つが設定されていますが、会場からは「途上国がどのよ

うにインターネットへのアクセスを確保すれば良いのか

について議論すべき」という意見が大多数を占め、アフ

リカ地域における第一の関心がアクセスの確保にあるこ

とが再確認されました。

◆IPv6関連セッション

機器ベンダーからのIPv6対応状況の紹介や、機器更新

時にはIPv6対応製品へ順次リプレースしていく必要性を
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今回の研究における計測は、実験環境で行われ、実際

のインターネットで流れている経路情報を対象としたも

のではないそうです。しかし本研究において興味深い結

果が出ているため、会場からは、

－インド内でのISPで実際にデータを収集してみてはど

うか

－NANOG等、他のオペレーターコミュニティで発表し

てはどうか

などのアドバイスが出ました。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

ニューデリーでは、車で移動することが多かったので

すが、空港とニューデリー市内を車で往復する間、ほぼ

絶え間なくクラクションの音が聞こえました。鳴らされ

ている理由はわかりませんでしたが、追い越すときには

ほぼ必ず、互いにクラクションを鳴らしているようです。

また、車間距離が日本のタクシーに劣らない程狭く、各々

の車が我先にと急いでいる意気込みが感じられました。

APNICミーティング会場では、インドにあるLIRの方が

力強い声で発言しているのを聞いていましたが、市内か

らはよりパワフルな、多くの人々から発せられるエネル

ギーを垣間見たような気がします。

次回のAPNICミーティングは、2008年2月25日から29日、

台湾の台北で行われる予定です。

◆参考情報

第24回APNICミーティング APOPS資料

http://www.apnic.net/meetings/24/program/apops/

（JPNIC 技術部木村泰司）

第24回APNICオー
プンポリシーミーテ

ィングレポート

Durban, Republic of South Africa

第7回AfriNICミーティングが、2007年9月23日（日）から28日（金）まで、南アフリカ共和国のダーバンで開催されました。

AfriNICは世界に五つあるRIRのうち、最も新しく（2005年4月）承認を受けたRIRで、アフリカ地域を管轄しています。

AfriNICのミーティングにJPNICの職員が出席するのは今回が初めてであり、日本人の参加も今回は私1名でした。会議で使

われる言語はほとんどが英語ですが、中にはフランス語を使う方もいました。しかし、ミーティング全体にわたり英語・フ

ランス語の同時通訳が提供されていましたので、議論に際して特に支障は無かったように思います。

今回の会議は、23日（日）～26日（水）の4日間でルーティング、IPv6関連のトレーニング、インターネットガバナンス

関連セッション、IPv6関連の情報提供カンファレンスが組まれており、ポリシー議論は後半の2日間で行われました。ミー

ティングの参加者は100名程度でした。

以下に、今回の会議で議論された内容を簡単に報告いたします。

2007.9.23　9.28

第7回AfriNICミーテ
ィング報告 

Plenaryの様子

APNICオープンポリシーミーティング参加者との交流
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提案者はモデレータグループを「AfriNICのスタッフか

ら1人、（AfriNICメンバー、非メンバー双方を含めた）コ

ミュニティから1人の合計2人」と想定していたようです

が、会場からは「AfriNICメンバー枠を設けた方がいいの

ではないか」という意見や「AfriNICスタッフと1対1の議

論になると、どうしてもスタッフの意向が優先されてし

まうのではないか。もう1人スタッフ以外の枠を設けるべ

きだ」という意見が出され、モデレータグループは3人で

組織することで合意となりました。

また、ポリシーの実装に時間的制限を設けることにつ

いては、ポリシーの内容によってはシステム改修等が必

要となり、設定された日時までに実装ができないという

場合も考え得るという意見が強く、この制限は設けない

ことで合意されました。結論として、この2点の修正を反

映してコンセンサスとし、Last Callに付されることとなっ

ています。

次回のAfriNICミーティングは、2008年5月31日から6月

6日まで、モロッコの首都ラバトで開催されます。

（JPNIC IP事業部穂坂俊之）
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加者から多くの質問を受け、日本の状況への注目度の高

さを強く感じました。

◆IPアドレスポリシー関連セッション

今回のミーティングで議論された、IPアドレスポリシー

提案の概要と結果を、以下にご紹介いたします。

（1）IANAからRIRへのIPv4アドレスの最終割り振りに関

するポリシー

IANAにおける/8の在庫がある個数（n×5個）まで減っ

た時点で、在庫残のIPv4アドレスを各RIRに同じ量（n）

ずつ、全て割り振りきってしまい、IANAからRIRへの

IPv4アドレスの割り振りを終了するという提案です。今

回のミーティングにはこの個数として、下記2通りの案が

提示されました。

a）IANAの/8の在庫が25になった時点で、5RIRに五つず

つ/8を割り振る。（n=5）

b）IANAの/8の在庫が5になった時点で、5RIRに一つず

つ/8を割り振る。（n=1）

議論では、IANAからRIRへの最終割り振りに関するポ

リシーが必要なこと、および、最後は各RIRに同じ量のア

ドレスを割り振ることについては、概ね妥当との結論と

なりました。そして、最後にRIRが受け取るべき/8の個数

をどうするかが次の議論の焦点となり、挙手を求めた結

果、1が妥当（n=1）とする意見と、2が妥当（n=2）とす

る意見が拮抗し、その場の結論として、「n=1もしくは

n=2をミーティングでのコンセンサスとし、nの値を最終

的にどちらにするかはメーリングリスト上の議論で決定

する」ということに落ち着きました。

このポリシーは、全RIRでのコンセンサスを必要とする

「グローバルポリシー」として提案されています。この提

案が、メーリングリスト上での議論を経て最終的にコン

センサスを得ると、この提案を承認する二番目のRIRとな

ります（一番目はLACNICです）。

（2）IANAからRIRへのAS番号割り振りポリシー

IANAからRIRへ、1,024個単位でAS番号を割り振るこ

とを定めるポリシーで、「グローバルポリシー」として提

案されています。提案者からは、現在取られている割り

振り方法を明文化するものだという説明があり、IANAの

担当者からもそれを確認するコメントがありました。

この提案に関してはその他のコメントは無く、コンセン

サスとしてLast Callに付されることとなりました。

（3）AfriNICにおけるIPアドレスポリシー策定プロセス修

正提案

既存のAfriNICにおけるIPアドレスポリシー策定プロセ

スを一部変更する提案です。主な変更点は以下の2点です。

a）2人からなるモデレータグループを作り、提案のドラ

フトや議論の方向付けなどのサポートを、提案者に対

して提供する。

b）コンセンサスの最終判断から30日以内に理事会を招集

し、60日以内にポリシーを実装する。

第7回AfriNICミー
ティング報告

会場となったホテル

「何があっても自己責任での参加です」という看板
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運用の統一性につなげるものであり、実質的な影響はあ

りません。

2007-21は、現在歴史的PIアドレスとしてIPv4の割り当

てを受けている組織に、ARINから直接分配を受けられる

IPv6のPIアドレスの割り当てを認めることを提案してい

ます。これらの組織は、上位のISPに依存しないIPv6アド

レスを必要とするものの、現状の分配基準を満たすこと

ができないことが、理由としてあげられています。

その他ARINコミュニティにおける提案事項は、以下の

URLをご覧ください。

Policy Proposal Archive

http://www.arin.net/policy/proposals/proposal_archive.html

このうち、Policy Proposal 2007-19については2008年2月

までに施行され、Policy Proposal 2007-25もICANN理事の

承認が得られ次第、施行される予定です。

残りの2点の提案についてはARIN理事による検討の結果、

現時点ではまだ継続議論のステータスとなっています。

◆JPNICからのポリシー提案

また、JPNICから、IPv4アドレスの在庫枯渇に向けて、

IANAのIPv4アドレス在庫が/8単位で5ブロックを切った

時点で、各RIRへ/8を1ブロックずつ分配する提案を行い

ました。これは全RIRのミーティングで提案しているもの

です。

一方、同じくIANA在庫のRIRへの一律分配ではありま

の実装とファイアウォールフィルターにより、状況は悪

化すると考えられると発表で述べています。一方、参加

者からは、経路の集約も今後進んでいくと考えられ、実

際それほど悲観するほどの状況ではないのではとの指摘

もありました。

Scudder氏からは、そのような状況への対策として、経

路制御とホスト識別の機能を分けるLISPや8+8/GSE等、

現在IETFで検討されている技術が紹介されました。ただ

し、特に分けた機能のマッピング等、各技術においてま

だ課題が多く残っているということです。

◆アドレスポリシー提案の結果

今回のミーティングでは13件の提案があり、このうち

以下の4件が参加者の支持が得られる結果となりました。

Policy Proposal 2007-19

：IANAからRIRへのAS番号分配ポリシー

Policy Proposal 2007-21

：契約締結を行った歴史的PIアドレスの割り当て先へ

のIPv6アドレス割り当て

Policy Proposal 2007-22

：ARIN地域におけるISPへのIPv4アドレス分配期間を

他のRIR地域と合わせる提案

Policy Proposal 2007-25

：IPv6ポリシーの文言整備

2007-21以外は実運用の明文化、またはRIR間における
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◆パネルディスカッション：IPv4アドレスマーケット

5名のパネリストにより、現在はポリシーで禁止してい

るIPv4アドレスの取り引きを、枯渇に向けて認めた場合

の課題について議論が進められました。

Paul Vixie（パネルモデレーター）

John Curran（ARIN Chairman）

Ben Edelman（IT専門の経済学者）

Tony Li（Cisco）

Steve Ryan（ARIN顧問弁護士）

参加者も含めて多くの人が懸念事項としてあげていた

ものは、株のように扱われて価格が跳ね上がることと、

これまで集約されていたアドレスが複数ブロックに分け

て取り引きされると経路情報の増加につながること、の2

点です。

経路増加の対策としては、経路を流す組織に対価を支

払わせる「routing slot market」の考えも一案として紹介

され、ARINのメーリングリストでは引き続き議論が行わ

れていました。

◆IPv4/IPv6経路情報増加に伴う影響と対策に関する発表

Jason Schiller氏とJohn Scudder氏からそれぞれ、経路

増加に伴う問題と現在検討されている技術について紹介

されました。

Schiller氏は、市場で提供されるハードウェアの処理能

力は、経路増加に対して7年ほど遅れをとっており、IPv6

ミーティングの様子

Albuquerque,  U.S.A2007.10.17　10.19

ARIN XXミーティン
グレポート 

2007年10月17日（水）～19日（金）、米国ニューメキシコ州のアルバカーキーで開催されたARIN XXについてご紹介します。

年2回開催されるARINミーティングのうち、秋に開催されるミーティングは例年NANOGとの併催という形をとっています。

今回の参加者数はNANOGが452名、ARINが203名、NANOG・ARIN両ミーティングへの参加者は123名ということです。

ミーティング全体としては、IPv4在庫枯渇に向けた課題の検討が中心といった印象でした。これは在庫枯渇予測時期が今後

数年以内とされている今、どこのRIRコミュニティでも注目されているテーマですが、ARINではIPv4アドレスマーケットの可

能性、経路情報への今後の影響等、一つの分野に閉じずに枯渇に伴う課題について議論が行われていた点が特徴的でした。
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トがありましたが、このコメントに対しては「何もしな

いということではなく、あまり特別なことはすべきでな

いということである。また、現在行われている枯渇に関

するポリシー議論は継続すべきである」との回答がなさ

れています。

◆IPv4アドレス在庫枯渇に関するETNOの姿勢表明

2007年10月23日に行われたIPv4在庫枯渇関連セッション

では、ヨーロッパの電気通信ネットワークオペレーターの

団体であるETNO（European Telecommunications

Network Operators' Association）から、IPv4アドレス在

庫枯渇に関する姿勢表明が紹介されました※1。内容は以下

の通りです。

（1）この問題は既存のIPアドレスコミュニティで対処す

べき事項であり、政府や規制当局が介入すべきもの

ではない。

（2）IPアドレスの割り振りは、これまで必要に応じて、

必要なだけ行ってきており、今後もそのやり方を続

けるべきである。

（3）IPアドレスの取り引きは、公平と節約の原則に反す

る行為であり、これを許すべきではない。

（4）IPアドレスポリシーの策定は、既に確立されている

プロセスを使って進めるべきである。

（5）歴史的（Legacy）IPアドレスの回収努力は、これま

で通り進めるべきである。

会場からはこの姿勢表明に対し、「つまりは枯渇するに

任せて何もしないという姿勢表明に見える」というコメン
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すが、各RIRへ/8を2ブロックずつ分配する提案が

LACNICからも行われているため、両提案をあわせて議論

が行われました。

結果としては、IANAにおけるIPv4アドレス在庫の最後

数ブロックを、一律RIRへ同じサイズで分配する枠組みに

ついては参加者の支持が得られましたが、分配サイズに

ついては結論が出ていないため、継続議論というステー

タスになっています。

今後は、IANAから各RIRへの具体的な分配サイズにつ

いて、全RIRコミュニティに対して提案を行うことになり

ます。また、これとは並行して、APNICにおける最後の

アドレスプールをどのように分配するか、その方法につ

いて提案を進める必要があると考えています。詳しくは

今後発行するJPNIC News & Views特別号「IPv4アドレス

在庫枯渇関連レポート」※1で随時、状況をご確認ください。

◆NRO NC選挙

Sanford George氏の任期満了に伴い、ARIN地域代表と

なるNRO NCの選挙が行われました。NRO NCは、実質的

にはICANN ASOのACとして、グローバルなアドレスポ

リシーをICANNが承認するにあたり、ICANN理事へ助言

する役割を担います。候補者5名のうち、UUNETのJason

Schiller氏が当選となりました。

◆まとめ

スペースの関係上、全てをご紹介することはできませ

んでしたが、ポリシー提案も在庫枯渇に向けた対策とし

ているものが半分以上を占めていました。次回に向けて

継続議論になった提案のうち、IPv4アドレスの分配基準を

IANAブロックの在庫数に応じて厳しくしていく提案と、

歴史的PIアドレスをPAアドレスと交換することを認める

提案は、特筆すべきものであると考えられます。特に、前者

は他の地域でも提案される可能性があるということです

ので、動向を注意深く見守る必要がありそうです。

◆参考情報

ARIN XX

http://www.arin.net/meetings/minutes/ARIN_XX/

（JPNIC IP事業部奥谷泉） ※1 ETNO: IPv4 Exhaustion
http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-55/presentations/mcfadden-
etno.pdf

ARIN XXミーティン
グレポート

※1 JPNIC News & Views バックナンバー
http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/index.html

Amsterdan, Netherland

第55回RIPEミーティングが、2007年10月22日（月）から26日（金）まで、オランダのアムステルダムで開催されました。

参加者は世界40ヶ国から375人と報告されており、会場は椅子の空きを探すことが難しいほどの盛況でした。

以下に、今回の会議で議論されたIPアドレスポリシー関連事項を報告いたします。

2007.10.22　10.26

第55回RIPEミーティ
ング報告 

会場の様子

会場に設けられたCyber Cafe
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次回のRIPEミーティングは、2008年5月5日から5月9日

まで、ドイツのケルンで開催される予定でしたが、ベル

リンに変更となっています。

（JPNIC IP事業部穂坂俊之）

り振りを受けられるようにする。

会場からは、ここまで割り振り対象を広げることはルー

ティングテーブルの観点から賛成できないという意見や、

今この提案が果たして必要なのか疑問だといった意見が

あり、総じて否定的見解が多い状況でしたが、メーリン

グリスト上で継続議論することとなりました。

（3）プロバイダ非依存アドレスに関する議論

RIPE NCCでは、プロバイダ非依存アドレス（PIアドレ

ス）の割り当てを受けるのにマルチホームする必要が必

ずしも無いこと、また、エンドユーザーとRIPE NCCが直

接の契約関係を持つ必要が無く、接続LIRを通じた簡易な

申請ができることなどから、PIアドレスの割り当て量が

非常に多くなっています。

上記の事情から、現在PIアドレスの割り当てを受けて

いるエンドユーザーとRIPE NCCとの間には直接の契約関

係が無く、PIアドレスの割り当て先を正確に把握するこ

とが難しいという大きな問題があります。

これを解決する手段として、PIアドレス割り当てに際

してはエンドユーザーとRIPE NCCとの間で契約を締結

し、直接課金を行うこと、使われていないPIアドレスは

回収することを契約に明記することなどの提案がなされ

ています。

会場ではこの提案に対して賛成意見が強く、今後さら

にメーリングリスト上で詳細について議論することとな

りました。

46 JPNIC Newsletter No.38 March 2008

◆RIPEによるIPv4アドレス在庫枯渇に関する声明

上記の姿勢表明とは別に、RIPEとしての声明文の検討

が、アドレスポリシーWGとIPv6 WGのセッションで行わ

れ、最終日に声明が発表されています※2。内容は以下の通

りです。

（1）IPv4アドレスの在庫はここ2年ないし4年で枯渇する

可能性が高く、将来の成長に十分なアドレス量を提

供できるのはIPv6である。従って我々は、IPv6の広

範な採用を奨励する。

（2）既存のIPアドレスポリシー策定プロセスは、今まで

もコミュニティのニーズを満たしてきており、これ

からも満たし続けることを我々は確信している。

（3）サービスプロバイダは、自身の提供するサービスを

IPv6で利用できるようにするよう、我々は勧告する。

また、非常に多くのアドレスをこれから必要とする

者はIPv6を採用すべきである。

（4）政府は、全ての市民が将来の情報社会に参加できる

よう、独自の役割を果たすべきである。

◆IPアドレスポリシー関連セッション

今回のミーティングで議論された、IPアドレスポリシー

提案の概要と結果を、以下にご紹介いたします。

（1）IANAからRIRへのIPv4アドレスの最終割り振りに関

するポリシー

IANAにおける/8の在庫がある個数（n×5個）まで減っ

た時点で、在庫残のIPv4アドレスを各RIRに同じ量（n）

ずつ、全て割り振りきってしまい、IANAからRIRへの

IPv4アドレスの割り振りを終了するという提案で、他RIR

へ提出されているものと同一です。

今回のミーティングにはこの個数を前提に、下記2通り

の案が提示されました。

a）IANAの/8の在庫が10になった時点で、5RIRに二つず

つ/8を割り振る。（n=2）

b）IANAの/8の在庫が5になった時点で、5RIRに一つず

つ/8を割り振る。（n=1）

議論では、IANAからRIRへの最終割り振りに関するポ

リシーの必要性について賛否両論がありましたが、最後

にRIRが受け取るべき/8の個数が1（n=1）であるならば

賛成できるという意見もあったため、n=1を前提としてポ

リシー提案文書を書き直し、メーリングリスト上で継続

議論する、という結論になりました。

（2）IPv6アドレスポリシーの再構築提案

既存のIPv6アドレスポリシーについて複数箇所を修正

し、現在のポリシーをより単純化することによって、割

り振りを受けられる組織の対象を大きく広げる提案です。

具体的な修正提案箇所は以下の通りです。

a）/32の最小割り振りサイズの制限を撤廃し、HD-ratioを

ベースに必要に応じたサイズの割り振りを行う。

b）エンドサイトは割り振りを受けられないという制限を

撤廃し、ある程度のネットワーク規模があれば全て割

※2 RIPE Community Resolution on IPv4 Depletion and Deployment of
IPv6
http://www.ripe.net/news/community-statement.html

第55回RIPEミーテ
ィング報告

ターミナルルームの様子
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◆ドメイン名テイスティングへの対応

ドメイン名テイスティングへの対応については、前回

のサンファン会議※6にて、GNSOメンバーとICANNスタッ

フでアドホックグループを結成して情報収集し、PDPを

開始すべきかを判断することが決まりました。

その後、アドホックグループにより報告書※7が提出され、

GNSO評議会にて検討した結果、ドメイン名テイスティン

グに関するPDPを開始することが決議されました。是非

が分かれる議論であるだけに、今後の展開が期待されま

す。

◆新gTLD導入に関するPDP

GNSO評議会は、新gTLD導入に際しての原則、ポリシー

勧告、実装に関するガイドラインなどを含む、新gTLD導

入に関する最終報告書※5を2007年8月8日に提出しており、

この内容については、9月6日のGNSO評議会にて特別多数

で採択し、理事会に提出することを決議しました。

本会議の初日には、最終報告書に関する6時間にわたる

ワークショップが開催され、内容について網羅的な確認

を行った後に、コミュニティとディスカッションが行わ

れました。参加者からは多くのコメントが寄せられまし

たが、中でも、勧告6（新gTLDの文字列は、国際法の原

則により認識されている公序良俗に関して一般的に認め

られている法的規範に反するものであってはならない）

と勧告20（応募のあった文字列に対して、当該文字列を

登録するのに相応しいと思われるコミュニティから反対

があると専門家パネルが判断すれば、その応募は却下さ

れる）に対する否定的なコメントが目立ちました。反対

意見が投じられた理由は、公序良俗に関する判断は各国

で捉え方が異なる問題であり、また文字列を選別するこ

とについては、ICANNが負っている技術的な役割を超え

た、恣意的、政治的な判断を伴うため、これらが含まれ

る勧告は適当ではない、という考えによるものです。

理事会は、ICANNスタッフに対して、勧告の実装に関

する分析を進めるとともに、その内容を2008年1月の理事

会までに、レポートにして理事会とコミュニティに提出

するよう要請しました。
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◆WHOISに関するPDP

2007年3月のリスボン会議※1後に結成されたWHOISワー

キンググループでは、WHOISサービスに関する最終報告

書※2内で提起された課題（OPoC（Operational Point of

Contact）の役割や責任の明確化など）の検討を行い、8月

20日に報告書※3が提出されました。

また、GNSO評議会の要請により、ICANNスタッフか

らは10月11日に二つの報告書※4が提出されました。一つは、

WHOISワーキンググループの活動内容や各部会のコメン

トと、ワーキンググループ以前のWHOISに関する活動に

ついても振り返る内容となっており、他方はワーキング

グループによる勧告の実装を想定した評価が記されてい

ます。この二つの報告書は、WHOISワーキンググループ

の報告書とともに、10月30日までパブリックコメントに

付されました。

本会議中の10月31日に開催されたGNSO評議会では、前

述の報告書の内容を受けて、WHOISのPDP（Policy

Development Process：ポリシー策定プロセス）に関する

決議を行い、結果として、理事会に対してgTLDの

WHOISに関する勧告を行うことなくPDPを終了すること

となりました。もちろん、WHOISに関する課題が解決さ

れたわけではなく、近い将来にPDPが必要とされるであ

ろうことは認識されているため、WHOISにまつわる実情

調査等が直ちに行われることとなりました。

WHOISについては、登録者の情報公開を巡って意見が

対立し、これまで長い間議論が繰り広げられてきました。

今回の決議でも、GNSO評議会内で三つの動議が提出され、

コンセンサスを得られることなく現在のPDPを終了する

という決議となっており、一筋縄ではいかない議論であ

ることを再認識させられました。

理事会の様子

2007.10.27　11.2

ICANNロサンゼルス
会議報告 

Los Angeles,  America

2007年10月27日（土）から11月2日（金）まで、米国ロサンゼルスにて開催されたICANN会議に出席しました。

本稿では、今回の会議における主要トピックからいくつかをご紹介します。

［関連記事］ P.26 「第20回ICANN報告会レポート」

※1 JPNIC News & Views vol.445 「ICANNリスボン会議報告」
http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2007/vol445.html

※2 FINAL TASK FORCE REPORT ON WHOIS SERVICES
http://gnso.icann.org/issues/whois-privacy/whois-services-final-
tf-report-12mar07.htm

※3 Final Outcomes Report of the WHOIS working group 2007
http://gnso.icann.org/drafts/icann-whois-wg-report-final-1-9.pdf

※4 STAFF OVERVIEW OF RECENT GNSO WHOIS ACTIVITIES
http://gnso.icann.org/drafts/icann-staff-overview-of-whois11oct07.pdf

STAFF IMPLEMENTATION NOTES WHOIS Working Group Report
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-whoiswg-report-staff-
implementation-notes-11oct07.pdf

※5 Final Report Introduction of New Generic Top-Level Domains
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-
08aug07.htm

※6 JPNIC News & Views vol.465「ICANNサンファン会議報告」
http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2007/vol465.html

※7 OUTCOMES REPORT OF THE GNSO AD HOC GROUP ON DOMAIN NAME TASTING
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-domain-tasting-adhoc-outcomes-
report-final.pdf
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思います。

今回のIGFでは、前途の五つのテーマについて話し合う

メインセッションに加え、84ものサブセッションが開催

されました。ICANNからのルートサーバに関する解説な

ど、インターネット関連団体や市民団体が、自身の取り

組むテーマについて説明、議論を行うワークショップが

その中心でしたが、少なくとも私が参加したものについ

ては議論の時間があまり取られておらず、一方的な情報

昨年のIGF※1では、「開放性（Openness）」「セキュリティ

（Security）」「多様性（Diversity）」「アクセス（Access）」の

四つをテーマとした議論が行われましたが、今回はそれら

に加え、「重要なインターネット資源（CIR :Cr i t i c a l

Internet Resource）」も議論のテーマとなりました。

CIRとは、間接的にIPアドレス、ドメイン名を指すこと

を意味するものとされ、それらの管理を行っている

ICANNを対象とした議論を行う意図があるのではないか、

という見方もありました。2005年11月の世界情報社会サ

ミット（WSIS）での議論において、どちらかというと

ICANNに批判的な立場を取っていたブラジルが今回のホ

スト国ということもあり、CIRのセッションではICANN批

判が巻き起こるのではないかという予想も一部ではあっ

たようです。前回のIGFアテネ会合で、ICANN批判の感

情的なコメントがいくつか聞かれたことも、その背景に

あります。

しかし、いざ会議が始まってみると、「ICANNへの政府

の関与、またICANN内での政府の役割についてさらなる

明確化が必要」など、いくつかICANNへの批判はあった

ものの、そのトーンは比較的穏やかであり、かつ単発の

コメントに終始した感がありました。全体的に、ICANN

という存在を認めつつ、その組織およびプロセスの改善

を、今後求めていくという方向に収束していったように
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◆年次総会－人事について

3名の指名委員会選出理事が、本会議をもって退任する

ことになりました。2000年11月より理事会の議長を務め、

インターネットコミュニティに多大な貢献をしてきた

Vinton Cerf氏と、日本のコミュニティより選出された伊藤

穣一氏の退任はとりわけ印象深く、一つのエポックとなる

会議であったと思います。新たな指名委員会選出理事には、

Harald Tveit Alvestrand氏、Dennis Jennings氏、Jean-

Jacques Subrenat氏が迎えられました。新理事メンバーの

経歴は、http://www.icann.org/general/board.htmlでご確

認いただけます。

また、新体制となった理事会の議長には、ICANN創設

時から関わりのあるPeter Dengate Thrush氏が選出され、

Roberto Gaetano氏は引き続き副議長に選出されました。

（JPNIC インターネット推進部高山由香利）

ICANNロサンゼルス
会議報告

退任に際し、挨拶される伊藤穣一氏 退任に際し、これまでの貢献に拍手が送られる、Vint Cerf氏

Rio de Janeiro, Brazil

2007年11月12日（月）から15日（木）までの4日間、第2回となるインターネットガバナンスフォーラム（IGF：The Internet

Governance Forum）がブラジルのリオデジャネイロで開催されました。最終日の発表によると、109ヶ国から1,363人の

参加があったとのことです。

2007.11.12　11.15

IGFリオデジャネイロ
会合報告 

メインセッションの様子

※1 JPNIC News & Views vol.408「IGFアテネ会合報告」
http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2006/vol408.html
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また逆に、既に書いた通り、サブセッションなどを通

じて、政府関係者や市民社会へのICANNからの情報提供

も活発に行われており、IGFは利害関係者の間に相互作用

を及ぼしつつあります。IGFはこうした姿が本来定義され

た役割であろうと思われるので、批判はありながらも今

の形を保っていくのではないかと思われます。

次回のIGFは、2008年12月8日から11日まで、インドの

ニューデリーで開催されることが決まっています。

（JPNIC IP事業部穂坂俊之）
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発信に終わってしまったものが多かったようです。

その中で、JPNICが共催団体の一つとして参加したワー

クショップでは、「IPv4在庫枯渇とIPv6への移行」という

テーマを取り上げました。日本からは、総務省の山田真

貴子氏も話者として参加し、日本政府としてのIPv4アド

レス在庫枯渇問題や、IPv6推進の取り組みに関する紹介

がありました。ワークショップ参加者との意見交換を行

う時間も、30分近く取ることができました。AfriNICミー

ティング報告でも触れましたが※2、日本政府の取り組みに

ついてはここでも関心を呼んでおり、日本のIPv6対応推

進状況への注目度の高さが感じられました。

政府からの参加者も、IGFの会議形式に慣れてきたとい

うこともあってか、積極的にワークショップ内でもコミュ

ニケーションを取り、情報交換を行っている姿を見かけま

した。ルートサーバのミラーを我が国に置くにはどういう

手続きが必要かといった、実際的な質問もありました。

IGFは、本来対話の場として機能することを目指して作

られた会議体なのですが、2回目にして本格的に機能し始

めた感があります。しかし、単なる対話の場で終わらせ

ることに不満を抱く参加者もおり、「IGFとしての何らか

の結論、決議を出すべきではないか」「プログラムを検討

する諮問委員会（Advisory Committee）の意思決定プロセ

スが不明確である」といった指摘も最終日のクロージング

セッションでなされ、次回会議への課題も残しています。

「IGFはICANNの良き競争相手である。現にWSISやIGF

のプロセスが始まった後、ICANNは会議参加のための奨

学金プログラムの提供や、会議での同時通訳提供など、

参加者への気配りが明らかに向上した」といった発言を

した参加者もいました。ICANN関係者がIGFを意識して

いるのは間違いないところであり、そういう意味ではIGF

のプロセスがICANNに対しても影響を及ぼしているとい

うことが言えるのかもしれません。

IGFリオデジャネイ
ロ会合報告

※2 ［関連記事］P.39「第7回AfriNICミーティング報告」会場では国連公用語などの同時通訳が提供されました 会場に用意された各組織のブース

■各ワークショップの概要

以下、筆者が出席したワークショップの様子をいくつ

か簡単にご報告いたします。

Workshop-Qualifying, Quantifying, and Meeting

the Challenge of Internet Access Costs

［概要］

途上国におけるインターネットアクセスコストの

低減化に向けて、何ができるかをテーマに、世界各

国におけるブロードバンドの発展状況、政策を共有

するワークショップでした。日本の関係者としては、

モデレータを富士通株式会社の加藤幹之氏が務め、

パネリストの1人として総務省の森清審議官が登壇

し、日本のケースを紹介していました。出席者は80

名程度でした。

会場からは、e-Japan政策実行時の政府からの援助

資金と、民間からの投資資金との割合を問う質問が

ありました。その質問に対し、日本の場合はほとん

どが民間の投資資金であり、必ずしも援助資金を出

さずとも、政策を明確に発表することによって投資

を促し、アクセスコストを低減化させる方向へ導く

ことは可能ではないかとの回答がなされていまし

た。
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IGFリオデジャネイ
ロ会合報告

また、前日のCritical Internet Resourcesのセッ

ションで出たIPv4からIPv6への移行問題を取り上

げ、途上国としてはIPv6への移行が問題ではなく、

インターネットへのアクセス自体がないことが問題

であり、先進国のユーザーがわずかずつでも資金供

出することが必要ではないかという会場からの発言

もありました。

ワークショップの結論として、アクセスコストを

低減させる要素としては、政府の政策立案、国際協

力、民間の努力、およびその組み合わせがあるとい

う共通認識を確認し、終了となりました。

Workshop-Functioning of the Domain Name System

［概要］

出席者は150名程度で、会場は満員となりました。

DNSがどのように機能しているかを説明するワーク

ショップで、CENTR、IANA、APTLD、英国政府、

ISOCからのパネリストが、それぞれ現状のDNS管

理状況について説明を行いました。説明の中では、

英国政府の担当者が、以下の発言を行ったことが注

目されました。

・DNSは現在、実際の商取引に欠かせないものだと

認識しており、それゆえに現在よりもプロフェッ

ショナルな管理のプロセスが必要である。

・DNSシステム自体の強固さは、IANAの改善によっ

て良い方向に進みつつある。また、システムへの

利害関係者の関与は、GACやCCNSOという枠組

みによって、これも良い方向に進みつつある。

・米国政府がルートサーバの管理に関与しているこ

とについて、脅威と見る見方があることは知って

いるが、同時にセーフガードという見方もできる。

IANAが適正な手続きに基づいてルートサーバの

管理を行っていることを、保証しているという考

え方もできるのではないか。

会場からは、ルートサーバ運用者同士の連絡はど

のように取っているのかといった質問や、ccTLD運

用者の再委任（Re-delegation）の手続き等に関する

質問がありました。

モデレータのまとめとして、ccTLDとIANAの関

係は改善され、ICANNとの正式関係構築のプロセス

が進みつつあること、IANAでの手続き自動化が進

み、その速度も上がっていること、ccTLDはDNS全

体の名前空間において重要な位置を占めるがゆえ

に、国家主権（sovereignty）との関係にも留意する

必要があることを指摘して、終了となりました。

JPNICが共催団体の一つとなって、“IPv4 to IPv6: Challenges
and Opportunities”と題したワークショップが開催されました ワークショップで発言するVint Cerf氏

Workshop-Governance Frameworks for Critical

Internet Resources

［概要］

会場は満員で100人程度の参加がありました。

ISOC、London Metropolitan Business School、他

NGOのパネリストから、現状のインターネットガバ

ナンスに対する意見表明を行い、ガバナンスのあり

方を議論するワークショップでした。パネリストの

発言では、現在のICANNが抱える課題を指摘する意

見が続出しました。主な意見は以下の通りです。

・ICANNはDNSの究極的管理者であり、政治的監

視（political oversight）が必要であることは明確

である。また、理論的にはccTLDのルートゾーン

変更や再委任（Re-delegation）を否定することさ

えできる。このことをどう整理するのかが課題で

ある（Fernando Barrio氏、London Metropolitan

Business School教授）。

・いろいろな意味でセキュリティは重要である。重

要であることに関してはより多くの人を巻き込ん

だガバナンスが必要であり、現状それが十分だと

は思えない（Gurumurthy Kasinathan氏、インター

ネットガバナンスを考えるためのインドのNGO

“ITfor Change”の創立者）。

・米国も含め、いかなる国もインターネットのガバ
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◆IETF Operations and Administration Plenary

IETF Operations and Administration Plenaryは、

IETFの活動自体や各ミーティングの運営に関する報告、

議論が行われる全体会議です。第70回IETFのホスト企業

である、Cisco Research Centerのプレゼンテーションや、

会場に設置されたネットワークの運用報告、IAOC

（IETF Administrative Oversight Committee）とIASA

（IETF Administrative Supporting Activity）のオープン

マイクなどが行われました。オープンマイクは、参加者

が会場に設置されたマイクを使って自由に発言し、その

話題について議論を行う形式の会議です。

◆はじめに

バンクーバーは、カナダの西海岸にある都市で、この

時期は最低気温が摂氏0度近くになる場所です。スキー場

のある地域が近くにある一方、第70回IETFの会場である

The Westin Bayshore Resort and Marinaの側にはヨット

ハーバーがあり、夏には水上バイクやクルージングを楽

しむことができるようです。時折、水上飛行機の飛び交

う音が聞こえていました。水上飛行機は、水上を滑走し

て飛び立ち、水上に着水するタイプの飛行機です。

この会場は、2年前の第64回IETFが行われた場所です。

会場となる部屋の構成などは2年前と全く変わりません

が、エントランスや通路、会議室に至るまでクリスマス

の飾りが施されており、前回よりも会場が和やかな雰囲

気になっているような印象を受けました。

◆概要

今回の参加登録者数は1,114名で、前回より32名ほど減

りました。国別の内訳は第1位がアメリカ（43%）、第2位

は日本（11%）、第3位はカナダ（6%）でした。今回のミー

ティングでは、初日の日曜日にはチュートリアルが、二

日目の月曜日から木曜日までWGセッションが、水曜日と

木曜日にPlenary（全体会議）が行われました。
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ナンスに関し、拒否権（veto）を持ってはならない

（Carlos Afonso氏、ブラジルのNGOである、ブラジ

ルインターネット運営委員会のメンバー）。

この後表明された意見について議論が行われた

後、モデレータがパネリストに対し、「ICANNには

問題があるものの、ICANNの存在を否定するもので

はないという理解で良いか」という問いかけを行っ

たところ、全パネリストが同意し、今ある枠組みを

どう改良していくかを検討すべきとであるいう結論

となり、ワークショップは終了しました。

Workshop - The Root Server System

［概要］

ルートサーバの仕組み、運用状況をテーマにした

ワークショップでした。ワークショップの冒頭で、

モデレータが「ここはチュートリアルセッションで

あり、ガバナンスを議論するところではない」と念

押ししたのが印象的でした。出席者は80人程度でし

た。

まず、Afilias社の担当者から、hostファイル管理の

時代からDNS誕生までの歴史を説明した後、ルート

サーバの概要紹介があり、現在はエニーキャスト技

術の導入により、実際のルートサーバ数が格段に増

加していることについて、説明がありました。

この後、Iルート、Fルートの運用者、およびミラー

サーバ運用者からの説明が続きました。特にケニア、

メキシコ、バングラデシュのルートサーバ運用者か

ら、自国にルートサーバのミラーがあるおかげで、

名前解決の速度が速くなった、トラフィックが国内

に閉じるようになり、海外インフラへの投資を抑制

できたなどのメリットを享受しているという内容の

プレゼンテーションが注目を集めていました。

参加者からは、ルートサーバのミラーを各国に置く

という勧告をしてもいいのではないかというコメン

トも出ていました。

Vancouver, Canada2007.12.2　12.7

第70回IETF報告 

■全体会議報告

会場となったThe Westin Bayshore Resort and Marina
ワークショップには大勢の参加者が集まり、
活発な議論が行われました
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Traffic March 9-10, 2006

http://www.ietf.org/rfc/rfc4948.txt

その他に、Ole Jacobsen氏がICANNのNomCom

（Nominating Committee）に、IETFメンバーを代表して

選ばれたことなどが報告されました。

テクニカルプレゼンテーションの一つ目は、IABの

Dave Thaler氏によって“What Makes For a Successful

Protocol?”と題して行われました。HTTPやIPといった

「成功した」プロトコルの、成功の要因と考えられる点を

まとめています。ここでいう成功とは、当初の目的を外

れることがなく、かつ広く利用されていること、とされ

ています。成功の要因として、ハードウェアコストが低

いことや他の運用手順に影響が少ないこと、利用のため

の設定が簡単であることや設定の必要がないことなどが

挙げられていました。会場からは、IPほど広く使われて

いなくても「成功」と捉えられるプロトコルがある、と

いった意見が挙げられていました。

IPv6を簡単に使うための十分な情報が足りていない、第

54回IETFが行われた横浜ではIPv6を使ってWebサーバに

アクセスするなどできていた、といった意見が出されて

いました。

◆Technical Plenary

Technical Plenaryでは、IRTF（Internet Research

Task Forse）とIAB（Internet Architecture Board）の活

動報告、二つのテクニカルプレゼンテーションと、その

二つのプレゼンテーションに関する議論が行われました。

Research Groupの一つであるRRG（Routing Research

Group）では、LISP（Locator Identifier Separation

Protocol）を中心とする新しいルーティングプロトコルの

議論が進められています。現在、これらのプロトコルの

評価が行われており、また2009年3月までには議論が収束

し、プロトコルの提案になるようにする活動が計画され

ています。なお、今回のIETFでは、LISPに関するチュー

トリアルのセッションと、LISPに関わるプロトコルにつ

いて議論を行うセッションの二つが行われていました。

IABからは、Routing and Addressingワークショップの

報告と、Unwanted Trafficワークショップの報告がRFC

として出されました。

□ Report from the IAB Workshop on Routing and

Addressing

http://www.ietf.org/rfc/rfc4984.txt

□ Report from the IAB Workshop on Unwanted
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Plenaryでは、2007年10月29日に亡くなられた、いと

ぢゅん（itojun）こと萩野純一郎氏※1を偲び、彼の貢献を称

える時間が設けられました。2003年から2004年にIABメン

バーを務められたほか、IPv6の実装で知られるKAMEプ

ロジェクト※2のコア・メンバーとして活躍されたことなど

が紹介されました。

ホスト企業からのプレゼンテーションでは、Cisco

Research CenterのStephenWolff氏から、1986年に開催さ

れた第2回IETFの頃を振り返り、当時のインターネット

がどうであったか、という講演がありました。当時は

TCPにスロースタートの実装が行われておらず、TCPを

使ったパケットの転送がスムーズに行われていなかった

そうです。

後半にJonathan B. Postel賞（Jon Postel賞）の発表があ

りました。Jon Postel賞は、技術的な貢献やリーダーシッ

プの発揮といったコミュニティに対する継続的な貢献の

あった人物に対して毎年贈られます。今回の受賞者は、

AfriNICの議長であるNii Quaynor氏です。Quaynor氏は

AfriNIC設立当初からの議長であるとともに、アフリカの

ネットワークオペレーターグループであるAfNOGの議長

でもあります。

□ Internet Society（ISOC）-Postel Service Award

http://www.isoc.org/awards/

IETFチェアのRuss Housley氏からは、IETFの活動報

告が行われました。現在約105のWGがあり、新たに421の

I-D（Internet Draft）が作成されました。前回の第69回

IETF以降、103のRFCが作られました。このうち、

Standards TrackのRFCは76あり、BCPは4ありました。

I-DやRFCの数はこの1、2年であまり変化はありませんが、

以前120ほどあったWGの数は減ったようです。

IAOCオープンマイクでは、IETF toolsの開発とRFCに

含まれるコードの利用に関する議論が行われました。

RFCに記述されているプログラムを使った開発について、

IETFのIPR（Intellectual Property Rights）で明確化され

ているか、といった議論です。これについてはIPR WGで

検討される、とのことでした。IESGオープンマイクでは、

IPv6への移行（transition）について意見が寄せられまし

た。会場からはIEPG（ Internet Engineering and

Planning Group）やIETFがIPv6を推奨すべきではないか、

第70回IETF報告

AfriNICの議長であるNii Quaynor氏に、Jon Postel賞が授
与されました

※1 WIDE Project : Press Release  追悼：萩野純一郎氏
http://www.wide.ad.jp/news/press/20071031-itojun-j.html

※2 KAME project
http://www.kame.net/
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その他には、DNSSECにて利用している、AD bitが有

効になっているクエリを通さないDNSプロキシを組み込

んだ、安価なブロードバンドルータがあるといった話題や、

多量のDNSクエリによるDoS攻撃をどう防ぐか、といった、

散発的な話題が挙がっていました。dnsop WGは、次回

IETF以降も、ミーティングを開催する予定です。

なお、ICANNのSSAC（Security and Stability Advisory

Committee）と、RSSAC（Root Server System Advisory

Committee）より公開された文章※1に基づき、2008年2月4日

に、IANA が四つのルートDNSサーバにAAAAレコード

を付加するというアナウンスが、dnsop MLに流されまし

た。これにより、IPv6トランスポートを利用した、ルート

DNSサーバからのDNS探索が可能となります。

◆dnsext WG（DNS Extensions WG）報告

dnsext WGは、前回同様、今回もミーティングは開催

されませんでした。そのため、前回のIETF69から今回の

IETF70までの間に、メーリングリストにて活発に議論さ

れた事項に関して報告します。

◆dnsop WG（Domain Name System Operations WG）報告

今回のIETF70では、dnsop WGミーティングが開催さ

れ、約2時間の議論が行われました。いつも通り、まず

draftの状態が確認され、respsizeならびにreverse-

mapping-considerations、as112-under-attack-help-help、

as112-ops draftに対して、WG Last Callの確認がなされま

した。また、reflectors-are-evil draftに関しては、IETF

Last Callにて返ってきたコメントに対する議論が行われま

した。単にresolverに対してアクセス制限をかけてしまう

と、mobileユーザーは困るのではないかというコメントや、

SIG（0）を使えば良いという意見、また、多くのユーザー

は、VPNを利用してホームネットワークに接続して使う

ので問題ないのでは、といったコメントがありました。

次に、前回に行われた提案である、NSCP（Name

Server Control and Configuration Protocol）に関する議

論がありました。デザインチームから、プロトコル概要

と要求事項に関する発表が行われました。具体的には、

ネームサーバ自体を制御するコマンド、ならびに情報を

取得するコマンド、ゾーンの中身を操作するコマンド等

が定義されていました。この提案に対して、ゾーンの中

身を操作するコマンドを定義する必要はないのではない

か、という意見が出されていました。今後、引き続き議

論が行われる予定です。
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二つ目のプレゼンテーションは、“Energy Engineering

for Protocols and Networks”と題して、電力に関する調

査を行っているBruce Nordman氏により行われました。

インターネットのために使われている（ルータ等で消費

される）電力の効率化のために何ができるか、という話

題です。会場からは、インターネットによって、遠隔地

とのコミュニケーションに要されるエネルギーが大幅に

省力化されており、別の観点での捉え方が必要なのでは

ないかといった意見が挙げられていました。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

12月3日の夜、Westin Bayshoreにある会議場の一室で、

萩野純一郎氏を偲ぶ会が開かれました。これはWIDEプロ

ジェクトの有志によるもので、彼の遺品や写真が展示さ

れていました。萩野純一郎氏は、IETFに参加する数多く

の方から慕われ、また広い交流があったことが、うかが

われました。

次回の第71回IETFミーティングは、2008年3月9日から

14日にかけて、アメリカのフィラデルフィアで開催され

る予定です。

（JPNIC 技術部/インターネット推進部木村泰司）

第70回IETF報告

会場に設置されたクリスマスツリー

■DNS関連WG報告

※1“Accommodating IP Version 6 Address Resource Records for the
Root of the Domain Name System”
http://www.icann.org/committees/security/sac018.pdf会場に設置されたISOCデスク
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□6man WG

http://www.ietf.org/html.charters/6man-charter.html

□第70回IETF 6man WGのアジェンダ

http://www3.ietf.org/proceedings/07dec/agenda/6man.txt

◆v6ops WG（IPv6 Operations WG）（1/2）

IPv6とIPv4の共存技術、IPv6のディプロイメントに関

する話題を扱うv6ops WGのミーティングは、月曜午後二

番目のコマと、木曜日午後一番目のコマにて、2回開催さ

れました。

一番目のコマでのセッションは、「IPv6 Operations

“normal”meeting」と題され、現在進行中である、v6ops

WGにおけるワーキンググループドラフトに関する進行状

況の紹介と、

1. 不正ルータ広告（RA）について

2. 不正ルータ広告（RA）の、L2での防御に関する提案

3. Teredo のセキュリティに関する提案

の議論が実施されました。1.と2.の不正ルータ広告に関し

ては、前回のIETFミーティングでもかなり議論されまし

た。

既にIETFでは標準化済みのSEND（RFC3971）を利用

すれば、この問題は解決できるが、

・実装が少ない

・設定が手間である

といった意見が出され、また、2.では、L2スイッチを利用

・IPv6 over PPP圧縮ネゴシエーション

・管理組織割り当てユニークローカルIPv6アドレス

（ULA-C）

が挙がっています。このうち、RAフラグオプション、ルー

ティングヘッダタイプ0の無効化については、ほぼ議論は

終わっており、IPv6 over PPP圧縮については、今回は議

論が実施されませんでした。

さて、今回初会合となる6man WGは、水曜日の朝一番

目のコマで開催されました。

項目としては、

・RFC3177改版ドラフトに関する議論の喚起

・RFC 4294 IPv6 Node Requirementsの改版について

・インタフェース識別子の登録について

・ルータ広告（RA）とDHCPオプションについて

・アドレス選択について

・IPv6のアドレス自動設定機構の変更提案

・管理組織割り当てユニークローカルIPv6アドレス

（ULA-C）について

等が議論されています。このうち、IPv6のアドレス自動

設定変更提案や、ルータ広告とDHCPオプションに関する

提案は、IPv6の基本的な仕様に影響するような変更提案

であり、今回のミーティングでは否決されています。し

かしながら、今後、同様の提案がされる可能性もあり、

IPv6を先行して導入している組織等への影響を考慮し、

議論の動向を注視する必要があります。
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メーリングリストにて議論された話題の一つとして、

forgery-res i l ienceの話題が挙げられます。これは、

DNSSECが普及するまでの間にも、偽DNSクエリによる

詐称を防ぐために注意すべき点、守るべき点について言

及したものです。このdraftに関して、メーリングリスト

で意見が交換されました。追加すべき点、加筆すべき点

等について活発な議論が行われ、送信側におけるUDP

ポート番号の使い方に関しては、多くの意見が出されま

した。

また、NSEC3※2に関しては、draftの第12版ならびに第

13版が出され、RFC発行の手続き段階に入りました。

RFCとして発行されることにより、NSEC3に対応した実

装が公開されれば、次はNSECからNSEC3への移行に関す

る議論が進むと思います。

（JPNIC DNS運用健全化タスクフォースメンバー/東京大学情報基盤センター関谷勇司）

2007年12月2日（日）から12月7日（金）まで、カナダ

のバンクーバーにて第70回IETFミーティングが開催され

ました。例年は、11月中に開催されることの多い冬の

IETFミーティングですが、12月ということで、会議初日

には積雪があり、厳しい寒さの中でのIETFとなりました

（バンクーバーで積もるほど雪が降るのは珍しいとのこと

です）。

本稿では、会期中に議論された、IPv6に関連したトピッ

クスをいくつか紹介します。

◆6man WG（IPv6 Maintenance WG）

IPv6のプロトコル仕様を標準化していた、IPv6 WGの

face-to-faceミーティングは2年前に終了しており、メー

リングリストでの議論のみが続いていました。しかしな

がら、IPv6の実利用が本格的になるにつれ、その仕様や、

IPv6 WGにて策定された、いくつかのRFCに対する変更

が提案されるようになり、新たに、IPv6のメンテナンス

を目的としたWGが設立されました。6man WGのチャー

ターでは、IPv6のマイナーな改版のみを実施するという

ことが明記されており、現在記載されている議論内容と

しては、

・RAフラグオプション

・ルーティングヘッダ タイプ0（RH0）の無効化

※2 NSEC3 Project
http://www.nsec3.org/

■ IPv6関連WG報告

第70回IETF報告
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前にもお伝えしましたが、この議論はインターネットの

デフォルトフリーゾーンにおける、経路爆発の問題を解

決することを目的としています。この問題は、現在は

IPv4の経路に関して非常に深刻な状態になりつつありま

すが、将来的にIPv6が普及した場合には、IPv6において

もより重大な問題となる可能性があり、今後のインター

ネットを占う重要なトピックであると言えます。

セッションの冒頭で、rrgのチェアであるTony Li氏か

ら今後の方向性が示され、ラフコンセンサスによって一

つの提案に絞り込み、新たなワーキンググループを立ち

上げて、実際のエンジニアリング作業を行っていくとい

う議論収束についての目標が掲げられました。スケジュー

ルとしては、2008年の3月より議論収束をめざし、2009年

の3月までには完了するという予定になっています。

以前より提案が行われ、また今回も活発に議論が行わ

れたのは、Six/One、LISP、そしてAPTという三つの方

式です。これらは全てLoc/ID分離に基づく方式ですが、

Six/Oneは経路中のルータにおいてパケットのアドレス

フィールドを書き換えることによって、またLISPとAPT

は同じく経路中のルータにおいてトンネリングを行うこ

とによって、IDとLocの切り替えや、Locの変更による冗

長化を実現する方式です。両者の本質的な違いは、アド

レス変換か、もしくはトンネルかという点だけで、その

他の必要な機能であるIDとLocをマッピングするデータ

ベースを、どこでどのように持つかといった部分は共通

の課題です。

装置（つまりNAT）を導入することになるという点があ

り、NATによるアプリケーションへの影響が問題視され

ているからです。

また、これまでも、このワーキンググループでは移行シ

ナリオ・移行技術についての検討が行われてきましたが、

今回のセッションでは、IPv4の在庫枯渇が目前に迫ってい

るという事実を反映した議論が行われ、IPv4-IPv6デュア

ルスタック環境による移行シナリオでも、グローバルIPv4

アドレスが不足しているために、ISPでNATを行い、ユー

ザーにはプライベートアドレスを割り振るというモデル

についての議論が行われました。

IPv4アドレスの在庫枯渇まで2年などと言われている昨

今ですが、トランスレータを必要としている事業者に対

してIETFが魅力的な解を提示できない限り、IPv6への移

行は各事業者が手探りで進めることとなり、混迷を極め

ることになるかもしれません。

□v6ops WG

http://www.ietf.org/html.charters/v6ops-charter.html

http://www.6bone.net/v6ops/

□第70回 IETF v6ops WGのアジェンダ

http://www3.ietf.org/proceedings/07dec/agenda/v6ops.txt

◆rrg（Routing Research Group）

以前より本誌でもご紹介している、rrgでのID/Loc分離

に基づく新しいルーティングアーキテクチャに関する議

論ですが、今回も前回に引き続き本WGにて行われました。
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して、RAを送出できるノードを制限することで解決する、

という提案もされました。

しかしながら、

・無線環境などではL2スイッチがいつでもあるわけでは

ない

・不正RAには、a）設定ミス、b）不正アタックが考えら

れ、どのような手段を用いても、a）は防ぐことが困難

である

という意見も出されました。

3.のTeredo セキュリティに関しても、継続的に議論され

ています。Teredoを利用すると、NATやファイアウォール

などを超えて、ネットワークのセキュリティポリシーを無

視した通信が可能になってしまうことへの問題提起や、

Teredoプロトコル自体のセキュリティを強化するため、

Teredoが使用するポートを乱数化すべきである、という

ことが議論されました。策定したプロトコルに対するセ

キュリティ問題対策が、後手後手になっていることを指

摘する声や、極論として、議論を実施する時間が無駄な

ので、Teredoのような、危険なプロトコルは使用禁止と

してしまうだけでよい、といった意見もありましたが、

既にプロトコルとして広く実装されていることなども鑑

み、v6ops WGとして取り組みを実施していくことになっ

ています。

◆v6ops WG（IPv6 Operations WG）（2/2）

二番目のコマとなるセッションでは、“IPv6 Transition

Discussion”と題して、IPv4-IPv6トランスレーション方

式である、NAT-PTのRFCが廃止（Historical）になった

ことを受けて、代替となる技術についての議論が行われ

ました。

セッションの概況としては、まずはじめにJordi Palet氏

より、IPv6における現在のトラフィックボリュームに関す

る報告があり、あるサイトではTeredoや6to4などのトンネ

ルトラフィックを含めると、IPv4よりもIPv6の方がトラ

フィック量が多いという驚くべき調査結果が提示されま

した。

続いて、新たなIPv4ホストとIPv6ホスト間の相互通信

を実現する技術を検討していくにあたって、どのような

問題があるかという問題をまとめた発表や、問題を解く

にあたってどのような要求条件があるか、例えばIPv4ホ

ストに対する変更を許容するのかどうかをまとめた発表

や、そしてIPv6への移行シナリオはどのようになるのか、

といった移行シナリオに関する検討などが発表されまし

た。

トランスレータの代替となる技術もいくつか提案が行

われましたが、基本的にはNAT-PTのように、通信路中の

装置によってIPv4-IPv6変換を行うというアプローチでは

なく、端末自体を含む通信路中で2回IPv4-IPv6変換を行う

ことによって、結果的にアプリケーションには途中での

プロトコル変換による影響は発生しないというアプロー

チでした。というのも、NAT-PTが廃止された理由の一つ

には、IPv6インターネットにIP層のアドレス変換を行う

第70回IETF報告
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証明書検証の処理をサーバに任せるプロトコルである

SCVP（Server-based Certificate Validation Protocol）

は、RFC化が認められ、文書校正を行うRFC editorに

よる作業待ちの状態になりました。

SCVPは、PKIを利用するアプリケーションの普及を

目的として、複雑な証明書検証の処理を、アプリケー

ションからSCVPサーバと呼ばれるサーバに任せる方

法を定めたプロトコルです。OCSP（Online Certificate

Status Protocol）と異なり、アプリケーションはSCVP

サーバを「信頼」して処理を任せます。

第70回IETFでは、セキュリティエリアのWGセッション

が14コマ開かれました。一方、セキュリティエリアに属

するBoF※1は開かれませんでした。今回はPKIに関連した

TLS WGやSIDR WGなどが週の前半に集まっていたため、

これらのWGに共通して参加する者にとっては、特に前半

が慌ただしいIETFミーティングとなりました。

本稿では、主にPKI（Public-Key Infrastructure）とリ

ソース証明書に関わるWGについて報告いたします。

◆PKIX WG（Public-Key Infrastructure（X.509））

PKIX WGは、インターネットにおける利用を前提とし

た、電子証明書に関わるプロトコルの策定に取り組んで

いるWGです。今回のミーティングも議論が予定以上に延

び、1件のアジェンダを取り消すことになりました。ミー

ティングは、2日目の2007年12月3日（月）午後に2時間程

度行われました。参加者は50名程でした。

PKIX WGにおける主なプロトコルの策定状況（ドキュ

メントステータス）を以下に示します。

○ RFC化が認められたもの

- SCVP（Server-based Certificate Validation Protocol）

http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-pkix-scvp-33.txt
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LISPとAPTは非常に類似した方式ですが、マッピング

データベースを全てのこの方式に対応したルータで持つ

のか、もしくは各ルータは自分のサイトにおけるデータ

ベースだけを持つのかという点、通信障害発生時の対応、

またルータをPEに設置するのか、CEに設置するのかとい

う点が異なるようです。これらの違いはあるものの、本

質的には非常に類似しているため、LISPの沢山ある亜種

の一つとして提案し直すことも検討されています。

今回の議論では、Six/OneやLISPとその亜種を含め、方

式としての成熟度が高まってきており、最初は新しい方

式に対応したサイト間での、通信の冗長化に関する検討

のみでしたが、現在は非対応サイトとの通信の信頼性を

高めるための、ProxyやNATといった方式が検討されて

います。またSix/Oneの提案者からは、IPv4からIPv6への

移行を実現する手段としての用途も提案され、ルーティン

グスケーラビリティの問題と、IPv6への移行の問題とい

う、インターネットが抱える二つの大きな問題を同時に

解決するといった議論も、今後活発になってくるかもし

れません。

□第70回IETF rrgのアジェンダ

http://www3.ietf.org/proceedings/07dec/agenda/RRG.html

□第70回IETF rrgの発表資料

https://datatracker.ietf.org/meeting/70/materials.html

第70回IETFミーティングの各種情報は、次のURLより

参照可能です（いくつかのWGでは、議事録も掲載され

ています）。

□全体プログラム、WGアジェンダ、発表資料

https://datatracker.ietf.org/meeting/70/materials.html

□録音

http://videolab.uoregon.edu/events/ietf/

（JPNIC IPアドレス検討委員会メンバー/NTT情報流通プラットフォーム研究所藤崎智宏）
（NTT情報流通プラットフォーム研究所松本存史）

第70回IETF報告

■セキュリティ関連WG報告

時節柄か、会場にも和やかな雰囲気が感じられました

※1 IETFにおけるBoF
Birds of a Featherの略で、WGを作る前にその趣意や、議論を進め
る意欲のある方が十分に集まる見込みがあること等を確認することを
目的としたミーティングのことです。

会場近辺のスタンレーパークからの眺め
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今回はプライベートアドレスを含むROAの扱いについ

て議論されました。プライベートアドレスについて、

IANAをトラストアンカーとするリソース証明書を発

行する必要がないのではないか、各機器がトラスト

アンカーを定められるような証明書ツリーを構築でき

るようにすべきでは、という議論です。結局、IANA

をトラストアンカーにしなくてもよいが、ドキュメン

トではIANAについて言及することになりました。

仕組みがあるか、といった確認でした。PKIX WGとして

は、前者については証明書を扱うプログラムへの影響を

踏まえて、プロトコルの変更に関してはアクションを取

らないことを返答することとなりました。また後者につ

いては既存の仕組みはなく、PKIX WGとしては、CAの

名称が重複しないようなメカニズムを設けることは難し

い、という返答がされる模様です。

◆SIDR WG（Secure Inter-Domain Routing WG）

SIDR WGは2日目の2007年12月3日（月）の午後から、

PKIX WGに引き続き行われました。

SIDR WGでは、既存のドラフトドキュメントの更新に

関する議論が三つ、新しいトピックに関する議論が二つ

ありました。

既存のドラフトドキュメント更新に関する議論につい

ては、以下のものがありました。

- CP/CPS update

特に内容がupdateされたわけではありませんが、イン

ターネットレジストリなど、関係する組織の人はコメン

トをするように要請がありました。NIRであるJPNIC

としてもコメントを求められている様子です。

- Architecture と Route Originations

リソース証明書のツリーにおいて末端に位置づけられ

る、ROA（Route Origination Authorizations）に関す

る議論です。
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○ IESGのレビューを受けているもの

- Internet X.509 Public Key Infrastructure

Certificate and Certificate Revocation List（CRL）Profile

http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-pkix-rfc3280bis-09.txt

証明書とCRLのプロファイルを定めたRFC3280の後継

にあたるドキュメントです。このドキュメントのRFC

化が認められると、前身であるRFC3280、CRLの拡張

を定めたRFC4325およびRFC4630がobsolete（廃止の

状態）となります。

この他に、CMCに関連する三つのドキュメント※2がレ

ビュー中の状態です。証明書とCRLで楕円暗号を扱うた

めの識別子を定めたdraft-ietf-pkix-ecc-pkalgs-03.txtは、有

効期限が切れてしまいました。

WGドキュメントに関しては、Subject public key info

resolution for ECCのデザインチームの報告と、OCSP

Algorithm Agilityの方式提案という、二つの報告が行わ

れました。ECCに関するデザインチームの報告は、証明

書でECCを扱う方式についてRFC4055の方式とX9.63の方

式とを比較検討した結果、RFC4055の方式にするという

内容でした。OCSPのAlgorithm Agilityは、現在はSHA-1

しか扱えないOCSPで、他の一方向性ハッシュアルゴリズ

ムを扱うための方式に関する議論です。こちらも二つの

選択肢について説明が行われましたが、議論はMLで行わ

れることになりました。

PKIX WGミーティングの後半は、新しいworking item

とITU-Tからの要請に関する議論でした。ここでいう

working itemとは、WGとして取り組むトピックのことを

意味しています。

以下の三つについて、新しいworking itemとして採用

するかどうかの議論が行われました。当初アジェンダに

入っていたCredential selection※3については、時間が取れ

ないためにキャンセルされました。

- Trust Anchor Management Protocol（TAMP）

前回のIETFでBoFとして開かれた、トラストアンカー

に関するプロトコルです。MLにてWGのworking item

として採用するかどうかの議論が行われることになり

ました。2008年1月現在、TAMPはPKIX WGのworking

itemになっており、議論が進められています。

- Updating ASN.1 modules to 1998 syntax

多くのRFCで使われているASN.1モジュールは、1988

年版ASN.1に則って記述されています。これを新版の

書式に変えていくことについての提案です。TAMPと

同様に、2008年1月現在、WGのwokring itemとなって

います。

- Resource Discovery Protocol

サービス（httpでの接続先など）に必要な証明書を探

すプロトコルです。Internet-Draftがまだないことか

ら、MLで議論を進めた後に、提案者が叩き台を出す

こととなりました。

ITU-Tからの要請は、DNに含まれるstreetAddressに関

する文字列の上限を設けないことに関する検討と、トラ

ストアンカーとなるCAの、名称が重複しないようにする

第70回IETF報告

※2 CMCに関連する三つのドキュメント
- Certificate Management Messages over CMS
http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-pkix-2797-bis-06.txt

CMS（Cryptographic Message Syntax - RFC3852）の書式を使った、
証明書の管理（発行や失効など）手続きに使われるメッセージを定
めたドキュメントです。

- Certificate Management over CMS（CMC）: Transport Protocols
http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-pkix-cmc-trans-07.txt

CMCのメッセージを伝送するトランスポート（伝送路）を指定した
ドキュメントです。ファイルの形式やメールメッセージにおける添
付の仕方、HTTPに則った方式などを定めています。

- Certificate Management Messages over CMS（CMC）: Compliance Requirements
http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-pkix-cmc-compl-05.txt

主に登録局と発行局の間で行われる、証明書発行手続きのenrollment
処理において、これらのプログラムがCMCのメッセージを使うため
の要件を集めたものです。

※3 Credential Selection Criteria Data Structure
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-santesson-credsel-01.txt

認証情報であるクレデンシャルを選択できるようにするための、汎用
的なデータ構造を提案したドキュメントです。TLS等で使われている
セキュリティプロトコルに対して、汎用の認証情報を定義することが
目指されています。
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する仕組みです。IPアドレスの割り振り先が、経路広告

を行う元を指定するという点で、リソース証明書のROA

の仕組みに似ていますが、ネットワークオペレーターが

運用状況に合わせてprefixやOrigin ASを自由に選択でき

たり、Webインタフェースで簡単に登録できたりするな

ど、運用上の自由度を上げています。

プレゼンテーションの結果、APNIC、RIPE NCC、ISC

の方などから、encourageする旨のコメントをいただきま

した。また、リソース証明書との親和性があるかどうか、

本機構が扱うデータベースと、IRRに登録されたオブジェ

クトを同期させる必要性等について、議論を行うことが

できました。

RIRやIETFにおけるアクティブメンバーと議論する意

味で、事前には緊張しましたが、IEPGらしく、IPアドレ

スの管理とインターネットルーティングに関わる技術者

の、両方の立場に立脚した意見交換ができました。

今後、実験運用の結果をコミュニティにフィードバッ

クするなどの活動を通じて、技術と運用が陸続きになる

ような活動ができればと感じました。

（JPNIC 技術部木村泰司）

なりました。

SIDR WGでは、リソース証明書のルータにおける仕様

に関して、これまでにあまり多くの議論がなされてきま

せんでした。今回は、経路集約を踏まえたルータの挙動

について議論されており、徐々にではありますが、実用

化に向けた動きが見えてきました。しかし、Manifestなど

の、新しい処理を要するプロトコルが追加され、リソー

ス証明書を扱うプログラムの全体像に辿り着くには、ま

だ時間がかかりそうです。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

IETFの前日に行われる、IEPG（Internet Engineering

and Planning Group）のミーティングで、当センターが

実験的に開発した「経路情報の登録認可機構」について、

プレゼンテーションを行いました。リソース証明書に関

連する議論がありましたので、この場を借りて行われた

議論などについて報告いたします。

「経路情報の登録認可機構」は、IRRに登録されるオブ

ジェクトの正当性について、維持と向上を図るシステム

です。本機構は、経済産業省からJPNICが受託している受

託事業の一環として、2005年度から設計・開発が行われ

たものです。具体的には、IPアドレス管理指定事業者な

どの、IPアドレスの割り振り先組織が、IRRにrouteオブ

ジェクトを登録できるメンテナー名を指定し、その指定

に則っていないオブジェクトはIRRに登録できないように
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- 複数の証明書パスでの単一prefix処理

経路広告されるprefixとROAに含まれるprefixが異なる

場合に、ルータはどのように処理すべきか、という議論

です。例えば、複数のprefixについて経路集約を行う場

合、インターネットレジストリの構造に合わせて発行

されたリソース証明書とprefixが一致しないことが考

えられます。正しく発行されたリソース証明書が実際

の正しい経路広告をうまく扱えなければなりません。

会場ではさらに、複数のインターネットレジストリ、例

えば歴史的PIアドレスの経路集約をどう扱うかといっ

た議論になりました。今後、方式に関する選択肢の提

示を含め、提案内容を固めてから議論が進められるこ

とになりました。

- リソース証明書に含まれるprefixの処理

現行のリソース証明書に関する仕様では、上位CAが

階層ごとにIPアドレスとAS番号を内包していく構造

になっている必要があります。したがって、リソース

証明書を検証する段階で、両方の包含関係が必ず両立

する必要があります。

この仕様を緩め、より上位（すなわち上位の上位など）

のCAのリソース証明書が、リソースを包含していれ

ばよいことにする提案が、APNICのGeoff Huston氏に

よって行われました。

会場ではパス検証の結果が、ツリーの上から行う場合

と下から行う場合とで変わってしまうのは良くない、

などの議論が行われましたが、結論は出ず、MLで継

続議論される模様です。

新しいトピックとしては、以下の二つがありました。

各々について、WGのworking itemとして採用するかどう

かの問いかけが、WGチェアから行われましたが、いずれ

もMLで意見収集を行うことになりました。

- Manifests

http://www.potaroo.net/drafts/draft-ietf-sidr-rpki-manifests-00.txt

Manifestとは、リポジトリに入っているオブジェクト

一覧に署名をしたもので、CRLより早く、証明書検証

者に対してオブジェクトの削除を知らせることを目的

としたデータです。

会場では、証明書検証に関わるWarning（警告）すべ

き状態が増えすぎないか、リソース証明書の数は多い

ためにCRLを含めて、利用可能性について検証する必

要がある、といった意見が出されました。WGの

working itemとするかどうかについては、2007年12月

24日までにMLで意見収集を行い、決定していくこと

になりました。

- Rescerts Provisioning

http://www.potaroo.net/drafts/draft-ietf-sidr-rescerts-provisioning-00.txt

リソース証明書を発行するインターネットレジストリ

と証明書申請者の間で、証明書管理（発行や失効など）

のために使われるプロトコルの提案です。これについ

ては、会場での意見は少なく、WGのworking itemと

第70回IETF報告
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/23のブロック数 
 10,349※5

統計情報 

■ IPv4アドレス割り振り件数の推移 ■ 地域インターネットレジストリ（RIR）ごとの 
    IPv4アドレス、IPv6アドレス、AS番号配分状況 

IPv4アドレスの割り

振り件数の推移です。

JPNICでは必要に

応じて、APNICより

アドレスの割り振りを

受けています。 

AfriNIC 0.39％ 

各地域レジストリごとのIPv4、IPv6、AS番号の割り振り状況です。APNICはアジア太平洋地域、ARINは主に北米地域、RIPE NCCは

欧州地域、AfriNICはアフリカ地域、LACNICは中南米地域を受け持っています。（2008年2月29日現在） 

ARIN 11.33％ 

APNIC 10.16％ 

IANA 1
IANA    1.56％ APNIC 8.60％ 

LACNIC 1.56％ 
AfriNIC 1.56％ 

APNIC 2,084

ARIN 2,053

LACNIC 2.34％ 

LACNIC 2,049

RIPE NCC 10.16％ 

RIPE NCC 2,114

RIR、IANA 
以外の組織 
35.55％ 

未割り振り分 
16.02％ 

IANA 
14.06％ 

AfriNIC 2,049

※1

※2

※3

※4

● IPv4アドレス 

● 2バイトAS番号 ● IPv6アドレス 

※5 IANAからRIRに割り振られた/23のブロック数10,349※3 IANA：AS番号 0, 64512-65535 
※4 上文の他に、IANAから各RIRに対して 
　　1,024個の4バイトAS番号の割り振りが 
　　行われています。 

※1 IANA：Multicast（224/4） 
　   RFC1700（240/4） 
　   その他（000/8,010/8,014/8,127/8） 
※2 未割り振り分はIANAが管理しています 

ARIN 35.35％ 

RIPE NCC 
23.25％ 

未割り振り分 
28.13％ 

Statistics Information

IPアドレス管理指定事業者 
（旧会員）への割り振り 

APNICからの割り振り 

■ IPv6アドレス割り振り件数の推移 

JPNICでは、これまでAPNIC

で行う割り振りの取り次ぎサー

ビスを行っていましたが、2005

年5月16日より、IPアドレス管

理指定事業者を対象にIPv6

アドレスの割り振りを行ってい

ます。 
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統計情報 Statistics Information

■ アジア太平洋地域の国別IPv4アドレス配分状況 

APNICからローカルインターネットレジストリ（LIR）

へ割り振られたホスト数と、APNICから直接割

り当てられたホスト数の合計を国別に示してい

ます。（2008年2月29日現在） 

■ JPドメイン名紛争処理件数 

JPNICはJPドメイン名紛争処理方針（不正の目的に

よるドメイン名の登録・使用があった場合に、権利者か

らの申立に基づいて速やかにそのドメイン名の取消ま

たは移転をしようとするもの）の策定と関連する業務を

行っています。この方針に基づき実際に申し立てられ

た件数を示します。（2008年2月現在） 

 

■ gTLDの種類別登録件数 

分野別トップレベルドメイン（gTLD: generic TLD）の登録件数で

す（2007年10月現在。.aeroは2007年9月、.museumは2005年12

月。）データの公表されていない、.edu, .gov, .mil, .intは除きます。 

※下記のデータは、各gTLDレジストリ（またはスポンサー組織）がICANNに提出する
月間報告書に基づいています。 

※申立の詳細については下記Webページをご覧ください 
h t t p : / /www.n i c . ad . j p / j a / d rp / l i s t /

.com 

.net 

.org 

.info 

.biz 

.mobi 

.name 

.travel 

.cat 

.jobs 

.coop 

.pro 

.aero 

.museum

商業組織用 

ネットワーク用 

非営利組織用 

制限なし 

ビジネス用 

モバイル関係用 

個人名用 

旅行関連業界用 

カタロニアの言語／文化コミュニティ用 

人事管理業務関係者用 

協同組合用 

弁護士、医師、会計士等用 

航空運輸業界用 

博物館、美術館等用 

 

台湾 
4.57％ 

オーストラリア 
7.72％ 

中国 
32.65%

日本 
29.00%

韓国 
14.19%

その他 
11.86%

6,325,476

4,956,218

1,917,559

722,758

6,217

6,009

4,881

2,855

476,416

28,529

24,079

※取下げ ： 裁定が下されるまでの間に、申立人が申立を取り下げること 
　移　転 ： ドメイン名登録者（申し立てられた側）から申立人にドメイン名登録が移ること 
　取　消 ： ドメイン名登録が取り消されること 
　棄　却 ： 申立を排斥すること 
　係属中 ： 裁定結果が出ていない状態のこと 

2000年 

2001年 

2002年 

2003年 

2004年 

2005年 

2006年 

2007年 

2件 

11件 

6件 

7件 

4件 

11件 

7件 

10件 

取下げ 1件・移転 1件 

取下げ 2件・移転 9件 

移転 5件・取消 1件 

取消 3件・移転 4件 

棄却 1件・移転 3件 

移転 10件・取下げ 1件 

移転 7件・棄却 1件 

移転 8件・棄却 1件・係属中 1件 

69,621,530

10,398,432

JPドメイン名の登録件数は、2001年の汎用JP

ドメイン名登録開始により大幅な増加を示し、

2003年1月1日時点で50万件を超えました。 

その後も登録数は増え続けており、2008年3月

1日時点で100万件を突破しています。 

■ JPドメイン名登録の推移 

JP 
AD 
AC 
CO 
GO 
OR 
NE 
GR 
ED 
GEO 
LG

属性型・地域型 
JPドメイン名 

汎用JPドメイン名 

属性なし 
JPNIC会員 
大学等教育機関 
一般企業 
政府機関 
会社以外の法人 
ネットワークサービス 
任意団体 
小・中・高校 
地域型 
地方公共団体 

GA 
GJ

ASCII（英数字） 
日本語 

0
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2008年3月1日現在の登録ドメイン名を属性別で円グラフにし

たものです。最も多い属性は、汎用JPドメイン名（GA）で47.60％、

次いでCO、汎用JPドメイン名（GJ）、OR、NEの順となります。 

■ 属性ごとの登録JPドメイン名の割合 

CO 
31.58%

GA 
47.93%

GJ 
14.15%

OR 2.36% GO+AD 
=0.09+0.03%

NE 1.73% LG 0.21%
GR 0.82% AC 0.34%
ED 0.45% GEO 0.31%

12,001

CO 

GA 

GJ 

NE 

OR 

GR 

GEO 

ED 

AC 

GO 

AD 

JP 

LG 

 

100%
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（2）集約化（アグリゲーション）

複数の連続したネットワークを統合して、より短いプリ

フィクス長を持つネットワーク部に集約する行為を、集

約化（アグリゲーション）といいます。

例えば、172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、

172.16.3.0/24、の四つの連続したネットワークについ

て、上位22ビットが共通していることから172.16.0.0/22

という一つの集約されたネットワークに統合すること

ができます。（図2）

サブネッティング、集約化を効果的に活用することに

よって、管理するネットワークの数を調整することが

できます。

■概要
IPパケットを目的のアドレスに届けるときには、パケッ

トのネットワーク部に着眼して宛先を判断します。それで

は、IPパケットが目的のホストに到達するまでには、具体

的にどのような経路を通るのでしょうか？

IPパケットは、ネットワークの経路情報を管理した表を

保持するホスト毎に、バケツリレーのように転送されます。

個々のホストは、インターネット上の全ての経路について

把握しているわけではなく、ある宛先に向けてパケットを

送信するためには、自らと隣りあっているホストのどれに

転送を依頼すればよいのかを、認識しているだけです。そ

の、宛先ネットワークと転送するべき隣接ホスト（ネクス

トホップ）との対応表を、経路表と呼びます。また、IPパ

ケットの転送と、経路表の作成・更新を受け持つ機器をルー

タと呼びます。

■経路制御が必要になる状況
ルータのネットワークインタフェースには、IPアドレス

とネットマスクが管理者により設定されます。その場合、

該当インタフェースに直接接続されているネットワークに

ついては、経路表に自動的に掲載されます。

しかし、ルータのインタフェースに直接繋がっていない

離れたネットワークの場合、その離れたネットワークがど

こに（どのインタフェースの方向に）存在するのか、直接

的な判断は不可能です。そこで、宛先ネットワークの存在

する方向を経路表に載せて、経路選択を行います。
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まず、経路制御の理解に必要となる、IPアドレスの知識

について解説します。

■IPアドレスの構成

・ネットワーク部とホスト部

IPアドレスは、その上位ビットが該当ホストの所属する

ネットワークを表し、下位ビットが該当ネットワーク内の

所在を表します。それぞれ、上位ビットをネットワーク部

（またはプリフィクス部）、下位ビットをホスト部と呼びま

す。またネットワーク部の長さは、先頭ビットからのネッ

トワーク部のビット数（ネットマスク）で表現されます。

このネットワーク部の長さを表現する手段として、IPアドレ

スの後ろにスラッシュ（/）を付ける表記があります。この

ような表記を、プリフィクス表記と呼びます。

IPアドレスは、ネットワーク部とホスト部との組み合わ

せで、一意に表現されています。ネットワーク部とホスト

部の構成は、パケット配送の仕組みに関連しています。

ある離れたネットワークに存在するホストに向けてパ

ケットを届けたい場合、まず宛先IPアドレスの所属するネッ

トワーク宛にパケットを配送し、該当ネットワーク内部で

さらに宛先のホストに向かってパケットを配送する、階層

構造になっています。

・ネットワーク部とホスト部の境界の調整

以前は、IPアドレスのネットワーク部とホスト部の境界

を、該当IPアドレスの上位数ビットによって自動的に決定

する、クラスフルという方式が採られていました。しかし、

この方式ではIPアドレスの分配を柔軟に行うことができな

いことから、現在では任意のビット数でネットワーク部と

ホスト部の境界を決めることができる、クラスレスという

方式が採られています。

このクラスレスの方式を活用して、所与のネットワーク

をさらに小さく分割するサブネッティング、逆に所与の複

数のネットワークをさらに大きく統合する集約化（アグリ

ゲーション）を行うことができます。

（1）サブネッティング

所与のIPアドレスのネットワーク部を、さらに任意のビッ

ト数だけサブネット部として延長し、ネットワークを小

さなサブネットに分割する行為を、サブネッティング

といいます。既存のホスト部のうち任意のビット数だ

け、サブネット部として使うことになります。

例えば、192.168.10.0/24のネットワークについて、サ

ブネット部として2ビットを使用し、4個のネットワー

クに分割することができます。（図1）

インターネット 
Internet 

10分 講座 

12

6

39

今月のテーマ

経路制御
今回の10分間講座は、
経路制御について解説します。

172.16.0.0/24

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24

10101100

10101000

10101000

10101000

00010000

00010000

00010000

00010000

000000 00

000000 01

000000 10

000000 11

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

172.16.0.0/22 10101000 00010000 000000 XX XXXXXXXX

本稿で取り上げる経路制御とは、インターネット上でIPパケットを目的地に転送するための、パケットの通り

道（経路）についての情報を管理し、複数ある経路のうちから、最適な経路を選択する仕組みのことをいいます。

今回の10分講座では、経路制御に関する基礎的な事項について整理した後に、最近の経路制御に関する話題に

ついて紹介します。

図2 集約化の例

前提となるIPアドレス構成の知識
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00001010
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XX XXXXXX
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11000000 10101000 00001010 00 XXXXXX 192.168.10.0/26

11000000 10101000 00001010 01 XXXXXX 192.168.10.64/26

11000000 10101000 00001010 10 XXXXXX 192.168.10.128/26

11000000 10101000 00001010 11 XXXXXX 192.168.10.192/26
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図1 ネットワークの分割例
経路制御の仕組みについて
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■経路表
宛先ネットワークとネクストホップの対応について掲載

されている表が、経路表でありますが、より細かく経路表の

要素をピックアップすると、以下の項目があります。（表1）

（1）宛先ネットワーク

ホストが管理している、宛先ネットワークのエントリ

です。ネットワークアドレスと、ネットマスクの情報

が含まれます。経路制御を実施する際には、対象とな

るIPパケットの宛先IPアドレスと、経路表に記載されて

いるネットマスクを照合して、宛先ネットワークを計

算します。

（2）ネクストホップ

宛先ネットワークに到達するために、次にどの隣接ルータ

にIPパケットを転送すればよいのかについての情報です。

（3）出力インタフェース

ネクストホップアドレスにIPパケットを送るためには、

該当ルータのどのインタフェースから出力すればよい

のかという情報です。

（4）情報源

経路表に記載された情報が、何の情報に基づいている

のかについて示しています。例えば、ネットワーク管

理者が手動で設定したものなのか、経路制御アルゴリ

ズムにより計算した結果なのか、といった情報が記載

されます。

（5）メトリック

同じ宛先ネットワークへの経路が複数存在する場合に、

各経路について優先順位を付けるものです。IPパケット

は、特別な理由が無ければ、最短の経路で遅延や損失

無く届けられることが望ましいでしょう。そうした経

路を選択する基準がメトリックです。メトリックの具

具体例として、図3を元に説明します。ルータAは複数の

インタフェースを持っており、それぞれのインタフェース

は、172 . 16 . 0 . 0 / 16のネットワーク（IF0の方向）、

10.10.10.0/24のネットワーク（IF1の方向）に接続されてい

ます。ここで、192.168.10.0/24のネットワークに向けてIP

パケットを送る際には、IF0とIF1のどちらからパケットを

送ればよいのか選択しなければなりません。この選択の基

準になるのが、ルータAの経路表に記載されている、

“192.168.10.0/24のネットワークはIF0の方向に存在する”

という情報です。この情報に基づいて、IF0からルータBに向

けてパケットを転送すれば、ルータBが目的のネットワーク

に配送してくれることを期待できます。

以上のように、複数ある経路のうちから、最適な経路を

選択する仕組みが経路制御ですが、この経路制御が無けれ

ば、192.168.10.0/24のネットワークに向けたIPパケットは

どのインターフェースから送出すればよいのか不明となり、

破棄されてしまいます。

インターネット 
Internet

10分 講座 

12

6

39

経
路
制
御
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体的な基準は、経路制御アルゴリズムによって異なり

ます。例えば、RIP（Routing Information Protocol）では、

通過するホストの数（ホップ数）を基準とし、ホップ

数の最も少ない経路が最適であると判断します。

ルータは上述のような経路表に基づいて、適切な隣接ルー

タにパケットを転送していきます。隣接するルータ単位で

パケットを転送していく様子を、ホップバイホップと表現

します。

■経路制御の分類
前項で確認した通り、ルータは経路表に基づいてパケッ

トを転送しますが、経路制御とはこの経路表を作成・更新

する管理手法ともいえます。経路表の作成原理は、大別す

ると「静的経路制御」と「動的経路制御」の2種類があります。

（1）静的経路制御

人間が、あらかじめ特定の経路について経路表を作成

し、ルータに保持させる方法です。ダイアルアップ接

続など、使用者が任意のタイミングで通信ができれば

済むような場合に向いています。

また、経路表のエントリのいずれとも一致しない宛先

を持つパケットを、特定のホストに転送するように経

路を記載することがあります。この経路をデフォルト

経路と呼びます。また、このデフォルト経路に頼って

経路制御をする行為を、デフォルト経路制御と呼びま

す。デフォルト経路の記載が無ければ、経路表のエン

トリのいずれとも一致しない宛先を持つパケットは破

棄されます。デフォルトとは、辞書的な定義では怠慢

というネガティブなニュアンスがありますが、デフォ

ルト経路制御については、自身が知らない経路の処理

を、他のルータにお任せするというイメージで捉える

ことができます。

（2）動的経路制御

経路制御アルゴリズムに基づいて、ルータに経路表を

管理させる方法です。経路の情報に変更があったとき

（接続されているネットワークが切断された場合など）

に、経路制御アルゴリズムに従い自動的に経路表を更

新します。静的経路制御と比べて、アルゴリズムを動

作させる稼動によりルータに負荷がかかりますが、障

害が発生したときなどの、突発的なネットワーク構成

に変化があった場合には、自動的に最適な経路を再計

算できる利点があります。

・経路制御アルゴリズム

経路制御アルゴリズムにはいくつかの分類軸があります。

- 自律システム内/外

インターネットは、多数の組織がそれぞれ自律的に管

理するネットワークの集合体といえますが、ある組織

が管理するネットワークを自律システム（Autonomous

System：AS）といいます。ISPや学術組織が、ASの具

体例です。

経路制御アルゴリズムについても、ASの内部で完結す

るアルゴリズムであるのか、AS外と通信を行うための

アルゴリズムであるのかという観点から、AS内で経路

情報の交換を行うIGP（ Interior Gateway Protocol）

と、AS間で経路情報の交換を行うEGP（Exterior

Gateway Protocol）に大別されます。

IGPの具体例としては、RIP、OSPF（Open Shortest

Path First）があります。

EGPの具体例としては、 BGP（ Border Gateway

Protocol）があります。

- 経路表の作成・更新原理

また、制御アルゴリズムについては、経路表の作成・

更新原理に着眼して、3種類に分類することができます。

（1）距離ベクトル型

距離ベクトル型経路制御アルゴリズムでは、それぞ

れのルータが、隣接しているルータ同士で、宛先ま

での距離と、宛先に向かうネクストホップの方向

（ベクトル）を交換し合います。ここでの「宛先まで

の距離」とは、通過するルータの数（ホップ数）の

ことを指します。ホップ数は、物理的な意味での距

離とは必ずしも一致しませんが、本アルゴリズムで

は、ホップ数が多いほど距離が離れているというロ

ジックで経路を制御します。（図4）

ルータA

ルータB

ルータD

ルータE

ルータC

172.16.0.0/16 
ネットワーク 

10.10.10.0/24 
ネットワーク 

IF0

IF1

10.10.20.0/24 
ネットワーク 

192.168.10.0/24 
ネットワーク 

ルータAの経路表 

宛先ネットワーク 

172.16.0.0/16 

192.168.10.0/24 

10.10.10.0/24 

10.10.20.0/24

ネクストホップ 

直接接続されている 

ルータB 

直接接続されている 

ルータD

インタフェース 

IF0 

IF0 

IF1 

IF1

図3 経路制御 概念図

表1 経路表の要素

（1）宛先ネットワーク

（2）ネクストホップ

（3）出力インタフェース

（4）情報源

（5）メトリック
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対しては、AS単位での経路の情報を対外的に知らせること

ができれば、AS内の細かな経路情報について知らせる必要

はありません。そこで、ASから外部に対して経路の情報を

伝える際に、経路を集約して情報交換することが行われま

す。また、ASは自律的な経路制御が行われる場ですので、

AS内で経路集約を行うことは自由です。（図6）

ここまでの基礎知識を踏まえて、最近話題となっている事

項について紹介します。

■経路数の増加
AS間で、BGPを用いられて交換されている経路情報は、

増加の一途を辿っています。2007年末時点では、AS間でや

り取りされる全経路（フルルート）の数は、24万を超えて

います。※2

現在稼動しているBGPルータの性能で、増大する経路情

報を処理できるか、BGPの運用管理者は常に関心を払って

います。また、BGPルータを更新する際には、該当機器の

性能で、どのくらいの経路数まで処理することが可能なの

かについても検討が必要です。

■uRPF（unicast Reverse Path Forwarding）
経路制御の仕組みを応用し、送信元IPアドレスの正当性を

検証することで、不正なトラフィックを遮断する技術です。

これまで述べてきたように、通常の経路制御では、ルー

タはパケットの宛先IPアドレスを元に経路表を検索します。

このuRPFでは、パケットの送信元IPアドレスと、経路表に

記載されているIPアドレス・出力インタフェースを照らし

合わせ、正当でない経路から入って来たパケットを破棄す

ることができます。（図7）

ウィルスに感染したパソコンが出す不正なトラフィック

は、送信元IPアドレスが偽装されて送信されることが多い

ことから、送信元IPアドレスが経路表に無いパケットが来

た場合は、不正なパケットであると考えられることが背景

にあります。

（JPNIC 技術部澁谷晃）
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とすると、そこから経由するASの数（距離）を算出

することができますので、パスベクトル型経路制御

アルゴリズムは、距離ベクトル型の応用として捉え

ることができます。（図5）

パスベクトル型の経路制御アルゴリズムの例として

は、BGPがあります。今日のBGPの運用では、単純に

ASの数のみで経路を決定するのではなく、管理者のポ

リシーに基づいた経路制御を行うことができます。

BGPの詳細については、JPNIC Newsletter No.35※1

をご参照ください。

■経路集約
冒頭で説明した、IPアドレスの構成で確認したように、

連続したネットワークは、集約して一つのまとまりにする

ことができます。経路表は、宛先ネットワークについての

管理情報の集合ですので、宛先ネットワークのエントリが

減少すると、経路表も小さくなります。経路表が小さくな

ると、経路表の作成・保持・検索にかかる負荷が少なくな

ります。

・経路集約による経路の伝達

AS内では、IGPで経路情報が交換されますが、ASの外に

距離ベクトル型経路制御アルゴリズムの例としては、

RIPがあります。

（2）リンク状態型

リンク状態型経路制御アルゴリズムでは、それぞれ

のルータは、自身に接続されている回線（リンク）

の状態を交換し合います。回線（リンク）の状態と

は、ルータのインタフェースに関する状況や、接続

されているネットワークの状況などです。このリン

クの状態を交換することによって、各ルータはネッ

トワークのトポロジー情報を共有することができま

す。各ルータは、トポロジー情報に基づいて、個々

に経路表を作成します。

リンク状態型の経路制御アルゴリズムの例としては、

OSPF、IS-IS（Intermediate System - Intermediate

System）があります。

（3）パスベクトル型

パスベクトル型経路制御アルゴリズムでは、それぞ

れのルータが到達可能なネットワークのエントリに

加えて、各ネットワークまでの経路情報（ASの並び、

ASパス）を保持します。経路情報がASの並びである

インターネット 
Internet

10分 講座 

12

6

39

経
路
制
御

図5 パスベクトル型アルゴリズム 概念図
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図6 経路集約 概念図

経路制御についての話題

uRPFを適用したルータの動作： 

パケット①は送信元アドレスが経路表に存在するので、転送する。 

パケット②は送信元アドレスが経路表に存在しないので、破棄する。 
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図7 uRPF概念図

※1 JPNIC Newsletter No.35
インターネット10分講座「BGP」
http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No35/0800.html

※2 AS65000 - BGP Table Statistics
http://bgp.potaroo.net/as1221/bgp-active.html
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■2008年2月4日現在

S会員

株式会社インターネットイニシアティブ

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社日本レジストリサービス

A会員

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シー コミュニケーションズ

富士通株式会社

B会員

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

KDDI株式会社

ファーストサーバ株式会社

メディアエクスチェンジ株式会社

C会員

e-まちタウン株式会社

NECビッグローブ株式会社

関西マルチメディアサービス株式会社

株式会社日立情報システムズ

株式会社UCOM 

D会員

アイコムティ株式会社

株式会社アイテックジャパン

アイテック阪神株式会社

株式会社朝日ネット

アジア・ネットコム・ジャパン株式会社

株式会社アット東京

アットネットホーム株式会社

株式会社アドミラルシステム

アルファ総合研究所株式会社

イー・ガーディアン株式会社

株式会社イージェーワークス

株式会社イーツ

株式会社イオンビスティー

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

インターナップジャパン株式会社

インターネットエーアールシー株式会社

株式会社インターネット総合研究所

インターネットマルチフィード株式会社

株式会社インテック

株式会社エアネット

エイ・ティ・アンド・ティ・グローバル・サービス株式会社

株式会社SRA

株式会社STNet

エヌ・アール・アイ・ネットワークコミュニケーションズ株式会社

株式会社エヌアイエスプラス

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

株式会社オージス総研

株式会社オービック

大分ケーブルテレコム株式会社
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株式会社大垣ケーブルテレビ

株式会社大塚商会

沖電気工業株式会社

沖縄通信ネットワーク株式会社

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社

関電システムソリューションズ株式会社

株式会社キッズウェイ

キヤノンネットワークコミュニケーションズ株式会社

株式会社キューデンインフォコム

九州通信ネットワーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社

共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社

近畿コンピュータサービス株式会社

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

株式会社倉敷ケーブルテレビ

株式会社クララオンライン

株式会社グッドコミュニケーションズ

KVH株式会社

ケーブルテレビ徳島株式会社

ケーブルネット埼玉株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ

KDDI沖縄株式会社

高速情報通信システム株式会社

彩ネット株式会社

サイバー・ソリューション株式会社

株式会社サイバーリンクス

さくらインターネット株式会社

株式会社サンフィールド・インターネット

株式会社シー・アール

株式会社シーイーシー

株式会社ＣＳＫシステムズ

株式会社シーテック

システム・アルファ株式会社

シャープ株式会社

GMOインターネット株式会社

株式会社JWAY

ジャパンケーブルネット株式会社

スターネット株式会社

セコムトラストシステムズ株式会社

株式会社ZTV

全日空システム企画株式会社

ソネットエンタテインメント株式会社

ソフトバンクテレコム株式会社 インターネット・データ事業本部

株式会社タップスコンピュータ

知多メディアスネットワーク株式会社

株式会社中部

中部テレコミュニケーション株式会社

株式会社つくばマルチメディア

株式会社TCP

ティアイエス株式会社

有限会社ティ・エイ・エム

鉄道情報システム株式会社

株式会社テレウェイヴ

株式会社ディーネット

株式会社ディジティミニミ

株式会社デオデオ

デジタルテクノロジー株式会社

株式会社電算

東京ケーブルネットワーク株式会社

東芝ドキュメンツ株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

株式会社トヨタデジタルクルーズ

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

株式会社長崎ケーブルメディア

株式会社新潟通信サービス

日本テレコム株式会社

ニフティ株式会社

日本インターネットエクスチェンジ株式会社

株式会社日本経済新聞社

日本情報通信株式会社

株式会社ネクサス

株式会社ネクストアイ

ネクストウェブ株式会社

株式会社ネスク

ハートコンピュータ株式会社

株式会社ハイホー

株式会社ビークル

株式会社ビットアイル

株式会社PFU

ファーストライディングテクノロジー株式会社

株式会社フイズ

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

富士通関西中部ネットテック株式会社

株式会社富士通システムソリューションズ

株式会社フジミック

株式会社フューチャリズムワークス

フリービット株式会社

株式会社ブロードバンドセキュリティ

株式会社ブロードバンドタワー

プロックスシステムデザイン株式会社

ベライゾンジャパン合同会社

北陸通信ネットワーク株式会社
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会員リスト ■2008年2月4日現在

北海道総合通信網株式会社

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

ミクスネットワーク株式会社

三菱電機情報ネットワーク株式会社

株式会社南東京ケーブルテレビ

武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社

株式会社メイテツコム

株式会社メディアウォーズ

山口ケーブルビジョン株式会社

YOUテレビ株式会社

株式会社悠紀エンタープライズ

ユニアデックス株式会社

リコーテクノシステムズ株式会社

株式会社リンク

株式会社ワイズ

非営利会員

岡山県

特定非営利活動法人柏インターネットユニオン

財団法人京都高度技術研究所

国立情報学研究所

サイバー関西プロジェクト

塩尻市

財団法人地方自治情報センター

東北インターネット

東北学術研究インターネットコミュニティ

農林水産省研究ネットワーク

広島県

北海道地域ネットワーク協議会

WIDEインターネット

賛助会員

株式会社アドバンスコープ

株式会社アンネット

株式会社Ｅストアー

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

イクストライド株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社エーアイエーサービス

エムエスイー株式会社

株式会社カイクリエイツ

株式会社キャッチボール・トゥエンティワン・インターネット・コンサルティング

グローバルコモンズ株式会社

株式会社ケーブルネット鈴鹿

株式会社ケイアンドケイコーポレーション

株式会社コム

サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社

有限会社サイプレス

株式会社さくらケーシーエス

三洋コンピュータ株式会社

ソニー株式会社

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

株式会社中電シーティーアイ

テクノブレスト株式会社

虹ネット株式会社

日本商工株式会社

日本インターネットアクセス株式会社

株式会社ネット・コミュニケーションズ

ＢＡＮ－ＢＡＮテレビ株式会社

姫路ケーブルテレビ株式会社

株式会社富士通鹿児島インフォネット

株式会社富士通四国システムズ

フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社

株式会社平和情報センター

株式会社ヴェクタント

株式会社マークアイ

株式会社ミッドランド

宮城ネットワーク株式会社

歌代　和正

小林　努

佐藤　秀和

佐野　忍

冨田　良

中野　裕行

原　隆一

細川　雅由

三膳　孝通

山口　二郎

推薦個人正会員 (希望者のみ掲載しております)
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JPNICでは、インターネットに関する最新情報をタイムリーにお届けするため、 

メールマガジン「JPNIC News & Views」を発行しています。 

JPNICならではの情報盛りだくさんでお届けしております。 

購読は無料ですので、みなさまぜひお申し込みください。 
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無料 
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ノーマルテキスト 
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［主な内容］ 
【定期号】 
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インターネット最新トピックス 

JPNIC活動報告 

インターネット用語1分解説 

News & Viewsコラム 
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お問い合わせ先 

JPNIC Q＆A    http://www.nic.ad.jp/ja/question/

よくあるお問い合わせは、Q＆Aのページでご紹介しております。 

JPNICでは、各項目に関する問い合わせを以下の電子メールアドレスにて受け付けております。 
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一般的な質問 

事務局への問い合わせ  

会員関連の問い合わせ 

JPドメイン名※1 

JP以外のドメイン名 

JPドメイン名紛争 

 

 

 

IPアドレス 

取材関係受付 

JPNIC Webサイトに関するご意見 
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info@jprs.jp 
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webmaster@nic.ad.jp
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日本語ドメイン名関連  

・日本語ドメイン名／国際化ドメイン名 

・idnkit／mDNkitのバグレポート 

 

 

idn-cmt@nic.ad.jp  

mdnkit-bugs@nic.ad.jp 

 

● 

● 

 

・国内外インターネット 
　最新動向 

・JPNIC活動レポート 

・JPNICならではの視点 
 による解説記事 
 

Magazine

・IPアドレスやドメイン名に 
 関する統計データ 

・インターネットの最前線で 
 活躍される方の執筆に 
 よるコラム 
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